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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-1 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備 

 

 

 

イ 発電用原子炉施設の位置 

6 号及び 7号炉 

(1) 敷地の面積及び形状 

耐震重要施設については，基

準地震動による地震力によっ

て生じるおそれがある周辺の

斜面の崩壊に対して，その安全

機能が損なわれるおそれがな

い場所に設置する。⑦-1 

 

ロ 発電用原子炉施設の一般

構造 

6 号及び 7号炉 

(1) 耐震構造 

本発電用原子炉施設は，次の

方針に基づき耐震設計を行い，

設置許可基準規則に適合する

ように設計する。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.4  耐震設計 

発電用原子炉施設の耐震設

計は，「設置許可基準規則」に

適合するように，「1.4.1 設計

基準対象施設の耐震設計」，

「1.4.2 重大事故等対処施設

の耐震設計」，「1.4.3 主要施

設の耐震構造」及び「1.4.4 地

震検知による耐震安全性の確

保」に従って行う。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-2 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

（地震による損傷の防止） 

第五条 設計基準対象施設は、こ

れに作用する地震力（設置許可

基準規則第四条第二項の規定に

より算定する地震力をいう。）に

よる損壊により公衆に放射線障

害を及ぼさないように施設しな

ければならない。①，③，④，⑤ 

 

【解釈】 

第５条（地震による損傷の防止） 

１ 第１項の規定は、設置許可基

準規則第４条第１項の規定に基

づき設置許可で確認した設計方

針に基づき、設計基準対象施設

が、設置許可基準規則第４条第

２項の地震力に対し、施設の機

能を維持していること又は構造

強度を確保していることをい

う。①，③，④，⑤ 

 

２ 耐震重要施設（設置許可基準

規則第三条第一項に規定する耐

震重要施設をいう。以下同じ。）

は、基準地震動による地震力（設

置許可基準規則第四条第三項に

規定する基準地震動による地震

力をいう。以下同じ。）に対して

その安全性が損なわれるおそれ

がないように施設しなければな

らない。②，③，④，⑤，⑥，⑫ 

 

 

 

2. 自然現象 

2.1 地震による損傷の防止 

2.1.1 耐震設計 

(1) 耐震設計の基本方針 

耐震設計は，以下の項目に従っ

て行う。 

 

 

a. 耐震重要施設は，その供用

中に当該耐震重要施設に大き

な影響を及ぼすおそれがある

地震（設置（変更）許可を受け

た基準地震動Ｓｓ（以下「基準

地震動Ｓｓ」という。））による

加速度によって作用する地震

力に対して，その安全機能が損

なわれるおそれがない設計と

する。 

 

 

b. 設計基準対象施設は，地震

により発生するおそれがある

安全機能の喪失及びそれに続

く放射線による公衆への影響

を防止する観点から，各施設の

安全機能が喪失した場合の影

響の相対的な程度（「耐震重要

度」という。）に応じて，Ｓク

ラス，Ｂクラス又はＣクラスに

分類（「耐震重要度分類」とい

う。）し，それぞれに応じた地

震力に十分耐えられる設計と

する。 

 

2. 自然現象 

2.1 地震による損傷の防止 

2.1.1 耐震設計 

(1) 耐震設計の基本方針 

耐震設計は，以下の項目に従っ

て行う。 

①-1，②-1【5条 1】 

 

a. 耐震重要施設は，その供用

中に当該耐震重要施設に大き

な影響を及ぼすおそれがある

地震（設置（変更）許可を受け

た基準地震動Ｓｓ（以下「基準

地震動Ｓｓ」という。））による

加速度によって作用する地震

力に対して，その安全機能が損

なわれるおそれがない設計と

する。 

②-2【5 条 2】 

 

b. 設計基準対象施設は，地震

により発生するおそれがある

安全機能の喪失（地震に伴って

発生するおそれがある津波及

び周辺斜面の崩壊等による安

全機能の喪失を含む。）及びそ

れに続く放射線による公衆へ

の影響を防止する観点から，各

施設の安全機能が喪失した場

合の影響の相対的な程度（「耐

震重要度」という。）に応じて，

Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラ

スに分類（「耐震重要度分類」

という。）し，それぞれに応じ

(ⅰ)設計基準対象施設の耐震

設計 

設計基準対象施設について

は，耐震重要度分類に応じて，

適用する地震力に対して，以下

の項目に従って耐震設計を行

う。□3 (①-1，②-1) 

 

a. 耐震重要施設は，基準地震

動による地震力に対して，安全

機能が損なわれるおそれがな

いように設計する。□3 (②-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 設計基準対象施設は，地震

により発生するおそれがある

安全機能の喪失及びそれに続

く放射線による公衆への影響

を防止する観点から，各施設の

安全機能が喪失した場合の影

響の相対的な程度に応じて，耐

震重要度分類を以下のとおり，

S クラス，B クラス又は C クラ

スに分類し，それぞれに応じた

地震力に十分耐えられるよう

に設計する。□3 (①-2，③-1) 

 

 

1.4.1  設計基準対象施設の

耐震設計 

1.4.1.1  設計基準対象施設

の耐震設計の基本方針 

設計基準対象施設の耐震設

計は，以下の項目に従って行

う。①-1，②-1 

 

(1) 地震により生ずるおそれ

があるその安全機能の喪失に

起因する放射線による公衆へ

の影響の程度が特に大きいも

の（以下「耐震重要施設」とい

う。）は，その供用中に当該耐

震重要施設に大きな影響を及

ぼすおそれがある地震による

加速度によって作用する地震

力に対して，その安全機能が損

なわれるおそれがないように

設計する。②-2 

(2) 設計基準対象施設は，地震

により発生するおそれがある

安全機能の喪失（地震に伴って

発生するおそれがある津波及

び周辺斜面の崩壊等による安

全機能の喪失を含む。）及びそ

れに続く放射線による公衆へ

の影響を防止する観点から，各

施設の安全機能が喪失した場

合の影響の相対的な程度（以下

「耐震重要度」という。）に応

じて，耐震重要度分類を Sクラ

ス，Bクラス又は Cクラスに分

類し，それぞれに応じた地震力

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

2.1.1 耐震設計 

（以下同様の施設区分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-3 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

【解釈】 

２ 第２項の規定は、設置許可基

準規則第４条第３項の規定に基

づき設置許可で確認した設計方

針に基づき、耐震重要施設が、設

置許可基準規則第４条第３項の

基準地震動による地震力に対

し、施設の機能を維持している

こと又は構造強度を確保してい

ることをいう。 

②，③，④，⑤，⑥，⑫ 

 

【解釈】 

３ 動的機器に対する「施設の機

能を維持していること」とは、基

準地震動による応答に対して、

当該機器に要求される機能を保

持することをいう。具体的には、

当該機器の構造、動作原理等を

考慮した評価を行うこと、既往

研究で機能維持の確認がなされ

た機能確認済加速度等を超えて

いないことを確認することをい

う。②，⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 建物・構築物とは，建物，

構築物及び土木構造物（屋外重

要土木構造物及びその他の土

木構造物）の総称とする。 

また，屋外重要土木構造物と

は，耐震安全上重要な機器・配

管系の間接支持機能，若しくは

非常時における海水の通水機

能を求められる土木構造物を，

その他の土木構造物とは，屋外

重要土木構造物を除いた土木

構造物をいう。 

 

 

d. Ｓクラスの施設は，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対し

て，その安全機能が保持できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

た地震力に十分耐えられる設

計とする。 

①-2，③-1【5条 3】 

 

 

 

 

 

c. 建物・構築物とは，建物，

構築物及び土木構造物（屋外重

要土木構造物及びその他の土

木構造物）の総称とする。 

また，屋外重要土木構造物と

は，耐震安全上重要な機器・配

管系の間接支持機能，若しくは

非常時における海水の通水機

能を求められる土木構造物を，

その他の土木構造物とは，屋外

重要土木構造物を除いた土木

構造物をいう。 

①-3，②-3【5条 4】 

 

d. Ｓクラスの施設（f.に記載

のものを除く。）は，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，

その安全機能が保持できる設

計とする。 

②-4【5 条 5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に十分耐えられるように設計

する。①-2，③-1 

(3) 建物・構築物については，

耐震重要度分類の各クラスに

応じて算定する地震力が作用

した場合においても，接地圧に

対する十分な支持力を有する

地盤に設置する。◇2  

なお，建物・構築物とは，建

物，構築物及び土木構造物（屋

外重要土木構造物及びその他

の土木構造物）の総称とする。 

また，屋外重要土木構造物と

は，耐震安全上重要な機器・配

管系の間接支持機能，若しくは

非常時における海水の通水機

能を求められる土木構造物を

いう。①-3，②-3 

 

 

 

 

(4) S クラスの施設（(6)に記

載のもののうち，津波防護機能

を有する設備（以下「津波防護

施設」という。），浸水防止機能

を有する設備（以下「浸水防止

設備」という。）及び敷地にお

ける津波監視機能を有する施

設（以下「津波監視設備」とい

う。）を除く。）は，基準地震動

による地震力に対して，その安

全機能が保持できるように設

計する。②-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-4 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物については，構造

物全体としての変形能力（終局

耐力時の変形）に対して十分な

余裕を有し，建物・構築物の終

局耐力に対し妥当な安全余裕

を有する設計とする。 

機器・配管系については，その

施設に要求される機能を保持

する設計とし，塑性ひずみが生

じる場合であっても，その量が

小さなレベルに留まって破断

延性限界に十分な余裕を有し，

その施設に要求される機能に

影響を及ぼさない，また，動的

機器等については，基準地震動

Ｓｓによる応答に対して，その

設備に要求される機能を保持

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設置（変更）許可を受け

た弾性設計用地震動Ｓｄ（以下

「弾性設計用地震動Ｓｄ」とい

う。）による地震力又は静的地

震力のいずれか大きい方の地

震力に対しておおむね弾性状

態に留まる範囲で耐えられる

建物・構築物については，構造

物全体としての変形能力（終局

耐力時の変形）に対して十分な

余裕を有し，建物・構築物の終

局耐力に対し妥当な安全余裕

を有する設計とする。 

機器・配管系については，その

施設に要求される機能を保持

する設計とし，塑性ひずみが生

じる場合であっても，その量が

小さなレベルに留まって破断

延性限界に十分な余裕を有し，

その施設に要求される機能に

影響を及ぼさない，また，動的

機器等については，基準地震動

Ｓｓによる応答に対して，その

設備に要求される機能を保持

する設計とする。なお，動的機

能が要求される機器について

は，当該機器の構造，動作原理

等を考慮した評価を行い，既往

の研究等で機能維持の確認が

なされた機能確認済加速度等

を超えていないことを確認す

る。 

②-5【5 条 6】 

 

また，設置（変更）許可を受け

た弾性設計用地震動Ｓｄ（以下

「弾性設計用地震動Ｓｄ」とい

う。）による地震力又は静的地

震力のいずれか大きい方の地

震力に対しておおむね弾性状

態に留まる範囲で耐えられる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，弾性設計用地震動によ

る地震力又は静的地震力のい

ずれか大きい方の地震力に対

しておおむね弾性状態に留ま

る範囲で耐えられる設計とす

る。①-4 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（動的機能維持の評価方針

の明確化。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-5 引用元：P15 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-5 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計とする。 

 

 

建物・構築物については，発生

する応力に対して，建築基準法

等の安全上適切と認められる

規格及び基準による許容応力

度を許容限界とする。機器・配

管系については，応答が全体的

におおむね弾性状態に留まる

設計とする。 

 

 

e. Ｓクラスの施設について，

静的地震力は，水平地震力と鉛

直地震力が同時に不利な方向

の組合せで作用するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 屋外重要土木構造物は，基

準地震動Ｓｓによる地震力に

対して，構造物全体としての変

設計とする。 

①-4【5 条 7】 

 

建物・構築物については，発生

する応力に対して，建築基準法

等の安全上適切と認められる

規格及び基準による許容応力

度を許容限界とする。機器・配

管系については，応答が全体的

におおむね弾性状態に留まる

設計とする。 

①-5【5 条 8】 

 

e. Ｓクラスの施設（f.に記載

のものを除く。）について，静

的地震力は，水平地震力と鉛直

地震力が同時に不利な方向の

組合せで作用するものとする。 

①-6【5 条 9】 

 

 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性

設計用地震動Ｓｄによる地震

力は，水平 2方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて

算定するものとする。 

④-1【5 条 10】 

 

 

 

 

f. 屋外重要土木構造物，津波

防護機能を有する設備（以下

「津波防護施設」という。），浸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) S クラスの施設（(6)に記

載のもののうち，津波防護施

設，浸水防止設備及び津波監視

設備を除く。）については，静

的地震力は，水平地震力と鉛直

地震力が同時に不利な方向の

組合せで作用するものとする。

①-6 

また，基準地震動及び弾性設

計用地震動による地震力は，水

平 2 方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定す

るものとする。なお，水平 2方

向及び鉛直方向の地震力が同

時に作用し，影響が考えられる

施設，設備については許容限界

の範囲内に留まることを確認

する。④-1 

(6) 屋外重要土木構造物，津波

防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びに浸水防止設

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（水平 2 方向及び鉛直方向

の組合せ。） 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-5 引用元：P15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-6 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形能力（終局耐力時の変形）に

ついて十分な余裕を有すると

ともに，それぞれの施設及び設

備に要求される機能が保持で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Ｂクラスの施設は，静的地

震力に対しておおむね弾性状

態に留まる範囲で耐えられる

設計とする。 

また，共振のおそれのある施設

については，その影響について

の検討を行う。その場合，検討

に用いる地震動は，弾性設計用

地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じ

たものとする。 

 

 

 

 

水防止機能を有する設備（以下

「浸水防止設備」という。）及

び敷地における津波監視機能

を有する施設（以下「津波監視

設備」という。）並びに浸水防

止設備又は津波監視設備が設

置された建物・構築物は，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対

して，構造物全体としての変形

能力（終局耐力時の変形）につ

いて十分な余裕を有するとと

もに，それぞれの施設及び設備

に要求される機能が保持でき

る設計とする。②-6 

なお，基準地震動Ｓｓによる地

震力は，水平 2方向及び鉛直方

向について適切に組み合わせ

て算定するものとする。 

②-7【5 条 11】 

 

g. Ｂクラスの施設は，静的地

震力に対しておおむね弾性状

態に留まる範囲で耐えられる

設計とする。 

また，共振のおそれのある施設

については，その影響について

の検討を行う。その場合，検討

に用いる地震動は，弾性設計用

地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じ

たものとする。当該地震動によ

る地震力は，水平 2方向及び鉛

直方向について適切に組み合

わせて算定するものとする。 

①-7，④-2【5条 12】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備が設置された建物・構築物

は，基準地震動による地震力に

対して，構造全体として変形能

力（終局耐力時の変形）につい

て十分な余裕を有するととも

に，それぞれの施設及び設備に

要求される機能が保持できる

ように設計する。②-6なお，基

準地震動の水平 2 方向及び鉛

直方向の地震力の組合せにつ

いては，上記(5)と同様とする。

②-7 

また，重大事故等対処施設を

津波から防護するための津波

防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びに浸水防止設

備が設置された建物・構築物に

ついても同様の設計方針とす

る。◇11  

 

(7) B クラスの施設は，静的地

震力に対しておおむね弾性状

態に留まる範囲で耐えられる

ように設計する。 

また，共振のおそれのある施

設については，その影響につい

ての検討を行う。その場合，検

討に用いる地震動は，弾性設計

用地震動に 2 分の 1 を乗じた

ものとする。 

なお，当該地震動による地震

力は，水平 2方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて

算定するものとし，Sクラス施

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備並びに

水平 2 方向及び鉛直方向の組

合せ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（水平 2 方向及び鉛直方向

の組合せ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-7 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃクラスの施設は，静的地震力

に対しておおむね弾性状態に

留まる範囲で耐えられる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃクラスの施設は，静的地震力

に対しておおむね弾性状態に

留まる範囲で耐えられる設計

とする。 

①-8【5 条 13】 

 

h. 耐震重要施設は，それ以外

の発電所内及びその周辺にあ

る施設（資機材等含む。）の波

及的影響によって，その安全機

能を損なわない設計とする。 

②-8，⑥-1【5条 14】 

 

i. 耐震重要施設については，

地盤変状が生じた場合におい

ても，その安全機能が損なわれ

ないよう，適切な対策を講ずる

設計とする。②【5条 15】 

 

 

 

 

 

 

j. Ｓクラスの施設及びその

間接支持構造物等は，地震動及

び地殻変動による基礎地盤の

傾斜が基本設計段階の目安値

である 1/2000 を上回る場合，

傾斜に対する影響を地震力に

考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設と同様に許容限界の範囲内

に留まることを確認する。①-

7，④-2 

(8) C クラスの施設は，静的地

震力に対しておおむね弾性状

態に留まる範囲で耐えられる

ように設計する。①-8 

 

 

(9) 耐震重要施設は，耐震重要

度分類の下位のクラスに属す

るものの波及的影響によって，

その安全機能を損なわないよ

うに設計する。②-8，⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 (10)設計基準対象施設の構造

計画及び配置計画に際しては，

地震の影響が低減されるよう

に考慮する。◇3  

 

 

(11)S クラスの施設及びその

間接支持構造物等は，地震動及

び地殻変動による基礎地盤の

傾斜が基本設計段階の目安値

である 1/2,000 を上回る場合，

傾斜に対する影響を地震力に

考慮する。⑧-1 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（波及的影響の検討。） 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。

（添付書類六にて基礎地盤に

対する安全性評価を実施済み。

その他の地盤変状に対する設

計方針を記載。） 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（地盤変状の考慮。） 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。（「基礎地盤及び周辺斜面

の安定性評価に係る審査ガイ

ド」の要求事項に対する記載。） 

・追加要求事項による差異あ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-8 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

４ 炉心内の燃料被覆材は、基準

地震動による地震力に対して放

射性物質の閉じ込めの機能が損

なわれるおそれがないように施

設しなければならない。⑩ 

 

【解釈】 

５ 第４項に規定する「基準地

震動による地震力に対して放射

性物質の閉じ込めの機能が損な

われるおそれがない」とは、通常

運転時及び運転時の異常な過渡

変化時に生じるそれぞれの荷重

と基準地震動による地震力を組

み合わせた荷重条件により塑性

ひずみが生じる場合であって

も、その量が小さなレベルにと

どまって破断延性限界に十分な

余裕を有し、放射性物質の閉じ

込めの機能に影響を及ぼさない

ことをいう。⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-1【5 条 16】 

 

 

 

 

 

 

k. 炉心内の燃料被覆管の放

射性物質の閉じ込めの機能に

ついては，以下の設計とする。 

弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力又は静的地震力のいず

れか大きい方の地震力に対し

て，炉心内の燃料被覆管の応答

が全体的におおむね弾性状態

に留まる設計とする。 

基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，放射性物質の閉じ込

めの機能に影響を及ぼさない

設計とする。 

⑩-1【5 条 17】 

 

l. 設計基準対象施設（当該施

設が機能を維持するために必

要な施設等を含む。）のうち，

耐震設計等に基準地震動Ｓｓ

を用いる施設等は，周期 1.7 秒

以上に鉛直方向の固有周期を

有しない設計とする。 

⑫-1，②【5条 92】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)炉心内の燃料被覆管の放

射性物質の閉じ込めの機能に

ついては，以下のとおり設計す

る。 

弾性設計用地震動による地震

力又は静的地震力のいずれか

大きい方の地震力に対して，炉

心内の燃料被覆管の応答が全

体的におおむね弾性状態に留

まるように設計する。 

基準地震動による地震力に対

して，放射性物質の閉じ込めの

機能に影響を及ぼさないよう

に設計する。◇9 (⑩-1) 

 

(13) 設計基準対象施設（当該

施設が機能を維持するために

必要な施設等を含む）のうち，

耐震設計等に基準地震動を用

いる施設等は，周期 1.7 秒以上

に鉛直方向の固有周期を有し

ない設計とする。⑫-1 

 

 

 

 

 

り。（基礎地盤の傾斜に対する

影響検討については，「基礎地

盤及び周辺斜面の安定性評価

に係る審査ガイド」の要求事項

に関連し，変更後の記載を追

記。） 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（燃料被覆管の閉じ込めの

機能。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・標準応答スペクトルの評価

結果を，基準地震動として策定

しないことの前提条件の追加

に伴う差異あり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩-1 引用元：P49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-9 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 耐震重要度分類 

 

a. 耐震重要度分類 

設計基準対象施設の耐震重要

度を以下のとおり分類する。 

 

 

(a) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれが

ある事象に対して，原子炉を停

止し，炉心を冷却するために必

要な機能を持つ施設，自ら放射

性物質を内蔵している施設，当

該施設に直接関係しておりそ

の機能喪失により放射性物質

を外部に拡散する可能性のあ

る施設，これらの施設の機能喪

失により事故に至った場合の

影響を緩和し，放射線による公

衆への影響を軽減するために

必要な機能を持つ施設及びこ

れらの重要な安全機能を支援

するために必要となる施設で

あって，その影響が大きいもの

であり，次の施設を含む。 

 

 

 

 

 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リを構成する機器・配管系 

 

(2) 耐震重要度分類 

 

a. 耐震重要度分類 

設計基準対象施設の耐震重要

度を以下のとおり分類する。 

③-2【5 条 18】 

 

(a) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれが

ある事象に対して，原子炉を停

止し，炉心を冷却するために必

要な機能を持つ施設，自ら放射

性物質を内蔵している施設，当

該施設に直接関係しておりそ

の機能喪失により放射性物質

を外部に拡散する可能性のあ

る施設，これらの施設の機能喪

失により事故に至った場合の

影響を緩和し，放射線による公

衆への影響を軽減するために

必要な機能を持つ施設及びこ

れらの重要な安全機能を支援

するために必要となる施設，並

びに地震に伴って発生するお

それがある津波による安全機

能の喪失を防止するために必

要となる施設であって，その影

響が大きいものであり，次の施

設を含む。 

③-3【5 条 19】 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リを構成する機器・配管系 

 

 

 

 

S クラス：地震により発生す

るおそれがある事象に対して，

原子炉を停止し，炉心を冷却す

るために必要な機能を持つ施

設，自ら放射性物質を内蔵して

いる施設，当該施設に直接関係

しておりその機能喪失により

放射性物質を外部に拡散する

可能性のある施設，これらの施

設の機能喪失により事故に至

った場合の影響を緩和し，放射

線による公衆への影響を軽減

するために必要な機能を持つ

施設及びこれらの重要な安全

機能を支援するために必要と

なる施設，並びに地震に伴って

発生するおそれがある津波に

よる安全機能の喪失を防止す

るために必要となる施設であ

って，その影響が大きいもの□3

(③-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.2  耐震重要度分類 

 

 

設計基準対象施設の耐震重

要度を，次のように分類する。

③-2 

 

(1) S クラスの施設 

地震により発生するおそれ

がある事象に対して，原子炉を

停止し，炉心を冷却するために

必要な機能を持つ施設，自ら放

射性物質を内蔵している施設，

当該施設に直接関係しており

その機能喪失により放射性物

質を外部に拡散する可能性の

ある施設，これらの施設の機能

喪失により事故に至った場合

の影響を緩和し，放射線による

公衆への影響を軽減するため

に必要な機能を持つ施設及び

これらの重要な安全機能を支

援するために必要となる施設，

並びに地震に伴って発生する

おそれがある津波による安全

機能の喪失を防止するために

必要となる施設であって，その

影響が大きいものであり，次の

施設を含む。③-3 

 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リを構成する機器・配管系 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-10 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料を貯蔵するため

の施設 

・原子炉の緊急停止のために

急激に負の反応度を付加する

ための施設，及び原子炉の停止

状態を維持するための施設 

・原子炉停止後，炉心から崩壊

熱を除去するための施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リ破損事故後，炉心から崩壊熱

を除去するための施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リ破損事故の際に，圧力障壁と

なり放射性物質の放散を直接

防ぐための施設 

・放射性物質の放出を伴うよ

うな事故の際に，その外部放散

を抑制するための施設であり，

上記の「放射性物質の放散を直

接防ぐための施設」以外の施設 

 

 

 

 

 

(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，

機能喪失した場合の影響がＳ

クラス施設と比べ小さい施設

であり，次の施設を含む。 

 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リに直接接続されていて，1次

・使用済燃料を貯蔵するため

の施設 

・原子炉の緊急停止のために

急激に負の反応度を付加する

ための施設，及び原子炉の停止

状態を維持するための施設 

・原子炉停止後，炉心から崩壊

熱を除去するための施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リ破損事故後，炉心から崩壊熱

を除去するための施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リ破損事故の際に，圧力障壁と

なり放射性物質の放散を直接

防ぐための施設 

・放射性物質の放出を伴うよ

うな事故の際に，その外部放散

を抑制するための施設であり，

上記の「放射性物質の放散を直

接防ぐための施設」以外の施設 

・津波防護施設及び浸水防止

設備 

・津波監視設備 

③-4【5 条 20】 

 

(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，

機能喪失した場合の影響がＳ

クラス施設と比べ小さい施設

であり，次の施設を含む。 

③-5【5 条 21】 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リに直接接続されていて，1次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B クラス：安全機能を有する

施設のうち，機能喪失した場合

の影響が S クラス施設と比べ

小さい施設□3 (③-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料を貯蔵するため

の施設 

・原子炉の緊急停止のために

急激に負の反応度を付加する

ための施設，及び原子炉の停止

状態を維持するための施設 

・原子炉停止後，炉心から崩壊

熱を除去するための施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リ破損事故後，炉心から崩壊熱

を除去するための施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リ破損事故の際に，圧力障壁と

なり放射性物質の放散を直接

防ぐための施設 

・放射性物質の放出を伴うよ

うな事故の際に，その外部放散

を抑制するための施設であり，

上記の「放射性物質の放散を直

接防ぐための施設」以外の施設 

・津波防護施設及び浸水防止

設備 

・津波監視設備③-4 

 

 

(2) B クラスの施設 

安全機能を有する施設のう

ち，機能喪失した場合の影響が

S クラスの施設と比べ小さい

施設であり，次の施設を含む。

③-5 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リに直接接続されていて，１次

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-11 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷却材を内蔵しているか又は

内蔵し得る施設 

・放射性廃棄物を内蔵してい

る施設（ただし，内蔵量が少な

い又は貯蔵方式により，その破

損により公衆に与える放射線

の影響が「実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則（昭

和53年通商産業省令第77号）」

第 2 条第 2 項第 6 号に規定す

る「周辺監視区域」外における

年間の線量限度に比べ十分小

さいものは除く。） 

・放射性廃棄物以外の放射性

物質に関連した施設で，その破

損により，公衆及び従事者に過

大な放射線被ばくを与える可

能性のある施設 

・使用済燃料を冷却するため

の施設 

・放射性物質の放出を伴うよ

うな場合に，その外部放散を抑

制するための施設で，Ｓクラス

に属さない施設 

 

 

(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢ

クラスに属する施設以外の一

般産業施設又は公共施設と同

等の安全性が要求される施設

である。 

 

 

冷却材を内蔵しているか又は

内蔵し得る施設 

・放射性廃棄物を内蔵してい

る施設（ただし，内蔵量が少な

い又は貯蔵方式により，その破

損により公衆に与える放射線

の影響が「実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則（昭

和53年通商産業省令第77号）」

第 2 条第 2 項第 6 号に規定す

る「周辺監視区域」外における

年間の線量限度に比べ十分小

さいものは除く。） 

・放射性廃棄物以外の放射性

物質に関連した施設で，その破

損により，公衆及び従事者に過

大な放射線被ばくを与える可

能性のある施設 

・使用済燃料を冷却するため

の施設 

・放射性物質の放出を伴うよ

うな場合に，その外部放散を抑

制するための施設で，Ｓクラス

に属さない施設 

③-6【5 条 22】 

 

(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢ

クラスに属する施設以外の一

般産業施設又は公共施設と同

等の安全性が要求される施設

である。 

③-7【5 条 23】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C クラス：S クラスに属する

施設及び B クラスに属する施

設以外の一般産業施設又は公

共施設と同等の安全性が要求

される施設□3 (③-7) 

 

 

 

 

 

 

 

冷却材を内蔵しているか又は

内蔵し得る施設 

・放射性廃棄物を内蔵してい

る施設（ただし，内蔵量が少な

い又は貯蔵方式により，その破

損により公衆に与える放射線

の影響が「実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則（昭

和53年通商産業省令第77号）」

第 2 条第 2 項第 6 号に規定す

る「周辺監視区域」外における

年間の線量限度に比べ十分小

さいものは除く。） 

・放射性廃棄物以外の放射性

物質に関連した施設で，その破

損により，公衆及び従事者に過

大な放射線被ばくを与える可

能性のある施設 

・使用済燃料を冷却するため

の施設 

・放射性物質の放出を伴うよ

うな場合に，その外部放散を抑

制するための施設で，Sクラス

に属さない施設③-6 

 

 

(3) C クラスの施設 

S クラスに属する施設及び B

クラスに属する施設以外の一

般産業施設又は公共施設と同

等の安全性が要求される施設

である。③-7 

 

 

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-12 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に基づくクラス別施設を

第 2.1.1 表に示す。 

なお，同表には当該施設を支持

する構造物の支持機能が維持

されることを確認する地震動

についても併記する。 

 

 

 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算

定は以下の方法による。 

 

 

 

a. 静的地震力 

設計基準対象施設に適用する

静的地震力は，Ｓクラスの施

設，Ｂクラス及びＣクラスの施

設に適用することとし，それぞ

れ耐震重要度分類に応じて次

の地震層せん断力係数Ｃⅰ及

び震度に基づき算定する。 

 

 

 

 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力

係数Ｃⅰに，次に示す施設の耐

震重要度分類に応じた係数を

乗じ，更に当該層以上の重量を

乗じて算定するものとする。 

 

上記に基づくクラス別施設を

第 2.1.1 表に示す。 

なお，同表には当該施設を支持

する構造物の支持機能が維持

されることを確認する地震動

についても併記する。 

③-8【5 条 24】 

 

 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算

定は以下の方法による。 

④-2【5 条 25】 

 

 

a. 静的地震力 

設計基準対象施設に適用する

静的地震力は，Ｓクラスの施設

（津波防護施設，浸水防止設備

及び津波監視設備を除く。），Ｂ

クラス及びＣクラスの施設に

適用することとし，それぞれ耐

震重要度分類に応じて次の地

震層せん断力係数Ｃⅰ及び震

度に基づき算定する。 

④-3【5 条 26】 

 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力

係数Ｃⅰに，次に示す施設の耐

震重要度分類に応じた係数を

乗じ，更に当該層以上の重量を

乗じて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. S クラスの施設（e．に記

載のもののうち，津波防護機能

を有する設備（以下「津波防護

施設」という。），浸水防止機能

を有する設備（以下「浸水防止

設備」という。）及び敷地にお

ける津波監視機能を有する施

設（以下「津波監視設備」とい

う。）を除く。），Bクラス及び C

クラスの施設は，建物・構築物

については，地震層せん断力係

数 Cｉに，それぞれ 3.0，1.5 及

び 1.0 を乗じて求められる水

平地震力，機器・配管系につい

ては，それぞれ 3.6，1.8 及び

1.2 を乗じた水平震度から求

められる水平地震力に十分に

耐えられるように設計する。建

物・構築物及び機器・配管系と

もに，おおむね弾性状態に留ま

る範囲で耐えられるように設

計する。□3 (①-4，④-3，④-4，

④-9) 

上記に基づくクラス別施設

を第 1.4.1－1表に示す。 

なお，同表には当該施設を支

持する構造物の支持機能が維

持されることを確認する地震

動及び波及的影響を考慮すべ

き施設に適用する地震動につ

いても併記する。③-8 

 

1.4.1.3  地震力の算定方法 

設計基準対象施設の耐震設

計に用いる地震力の算定は以

下の方法による。④-2 

 

 

(1) 静的地震力 

静的地震力は，Sクラスの施

設（津波防護施設，浸水防止設

備及び津波監視設備を除く。），

Bクラス及びCクラスの施設に

適用することとし，それぞれ耐

震重要度分類に応じて次の地

震層せん断力係数 Cｉ及び震度

に基づき算定する。④-3 

 

 

 

a. 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断

力係数 Cｉに，次に示す施設の

耐震重要度分類に応じた係数

を乗じ，さらに当該層以上の重

量を乗じて算定するものとす

る。 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-13 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

 

 

ここで，地震層せん断力係数Ｃ

ⅰは，標準せん断力係数Ｃ０を

0.2 以上とし，建物・構築物の

振動特性，地盤の種類等を考慮

して求められる値とする。 

 

また，必要保有水平耐力の算定

においては，地震層せん断力係

数Ｃⅰに乗じる施設の耐震重

要度分類に応じた係数は，Ｓク

ラス，Ｂクラス及びＣクラスと

もに 1.0 とし，その際に用いる

標準せん断力係数Ｃ０は 1.0 以

上とする。 

 

Ｓクラスの施設については，水

平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用

するものとする。鉛直地震力

は，震度 0.3 以上を基準とし，

建物・構築物の振動特性，地盤

の種類等を考慮し，高さ方向に

一定として求めた鉛直震度よ

り算定するものとする。 

 

ただし，土木構造物の静的地震

力は，安全上適切と認められる

規格及び基準を参考に，Ｃクラ

スに適用される静的地震力を

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

④-4【5 条 27】 

 

ここで，地震層せん断力係数Ｃ

ⅰは，標準せん断力係数Ｃ０を

0.2 以上とし，建物・構築物の

振動特性，地盤の種類等を考慮

して求められる値とする。④-

5【5条 28】 

また，必要保有水平耐力の算定

においては，地震層せん断力係

数Ｃⅰに乗じる施設の耐震重

要度分類に応じた係数は，Ｓク

ラス，Ｂクラス及びＣクラスと

もに 1.0 とし，その際に用いる

標準せん断力係数Ｃ０は 1.0 以

上とする。 

④-6【5 条 29】 

Ｓクラスの施設については，水

平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用

するものとする。鉛直地震力

は，震度 0.3 以上を基準とし，

建物・構築物の振動特性，地盤

の種類等を考慮し，高さ方向に

一定として求めた鉛直震度よ

り算定するものとする。 

④-7【5 条 30】 

ただし，土木構造物の静的地震

力は，安全上適切と認められる

規格及び基準を参考に，Ｃクラ

スに適用される静的地震力を

 

ここで，地震層せん断力係数

Cｉは，標準せん断力係数 C０を

0.2 以上とし，建物・構築物の

振動特性及び地盤の種類等を

考慮して求められる値とする。

□3 (④-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，土木構造物の静的地

震力は，Cクラスに適用される

静的地震力を適用する。□3 (④

-8) 

 

 

S クラスの施設（e．に記載の

もののうち，津波防護施設，浸

Sクラス 3.0 

B クラス 1.5 

C クラス 1.0④-4 

 

 

ここで，地震層せん断力係数

Cｉは，標準せん断力係数 C０を

0.2 以上とし，建物・構築物の

振動特性及び地盤の種類等を

考慮して求められる値とする。

④-5 

また，必要保有水平耐力の算

定においては，地震層せん断力

係数 Cｉに乗じる施設の耐震重

要度分類に応じた係数は，Sク

ラス，Bクラス及び Cクラスと

もに 1.0 とし，その際に用いる

標準せん断力係数 C０は 1.0 以

上とする。④-6 

 

S クラスの施設については，

水平地震力と鉛直地震力が同

時に不利な方向の組合せで作

用するものとする。鉛直地震力

は，震度 0.3 以上 を基準とし，

建物・構築物の振動特性及び地

盤の種類等を考慮し，高さ方向

に一定として求めた鉛直震度

より算定するものとする。④-

7 

ただし，土木構造物の静的地

震力は，安全上適切と認められ

る規格及び基準を参考に，Cク

ラスに適用される静的地震力

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-14 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用する。 

 

(b) 機器・配管系 

静的地震力は，上記(a)に示す

地震層せん断力係数Ｃⅰに施

設の耐震重要度分類に応じた

係数を乗じたものを水平震度

として，当該水平震度及び上記

(a)の鉛直震度をそれぞれ 20%

増しとした震度より求めるも

のとする。 

Ｓクラスの施設については，水

平地震力と鉛直地震力は同時

に不利な方向の組合せで作用

するものとする。ただし，鉛直

震度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用する。 

④-8【5 条 31】 

(b) 機器・配管系 

静的地震力は，上記(a)に示す

地震層せん断力係数Ｃⅰに施

設の耐震重要度分類に応じた

係数を乗じたものを水平震度

として，当該水平震度及び上記

(a)の鉛直震度をそれぞれ 20%

増しとした震度より求めるも

のとする。④-9 

Ｓクラスの施設については，水

平地震力と鉛直地震力は同時

に不利な方向の組合せで作用

するものとする。ただし，鉛直

震度は高さ方向に一定とする。 

④-10【5条 32】 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断

力係数Ｃ０等の割増し係数の

適用については，耐震性向上の

観点から，一般産業施設，公共

施設等の耐震基準との関係を

考慮して設定する。 

④-11【5条 33】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防止設備及び津波監視設備

を除く。）については，水平地

震力と鉛直地震力が同時に不

利な方向の組合せで作用する

ものとする。鉛直地震力は，建

物・構築物については，震度

0.3 以上を基準とし，建物・構

築物の振動特性及び地盤の種

類等を考慮して求められる鉛

直震度，機器・配管系について

は，これを 1.2 倍した鉛直震度

より算定する。ただし，鉛直震

度は高さ方向に一定とする。□3

(④-7，④-9，④-10) 

 

 

 

 

 

 

 

d. S クラスの施設（e．に記載

のもののうち，津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設

備を除く。）は，基準地震動に

よる地震力に対して安全機能

が保持できるように設計する。

□3 (②-4)建物・構築物について

は，構造物全体としての変形能

力（終局耐力時の変形）につい

て十分な余裕を有し，建物・構

築物の終局耐力に対し妥当な

安全余裕を有するように設計

する。機器・配管系については，

を適用する。④-8 

 

b. 機器・配管系 

静的地震力は，上記 a．に示

す地震層せん断力係数 Cｉに施

設の耐震重要度分類に応じた

係数を乗じたものを水平震度

として，当該水平震度及び上記

a．の鉛直震度をそれぞれ 20%

増しとした震度より求めるも

のとする。④-9 

なお，Sクラスの施設につい

ては，水平地震力と鉛直地震力

は同時に不利な方向の組合せ

で作用するものとする。ただ

し，鉛直震度は高さ方向に一定

とする。④-10 

 

上記 a．及び b．の標準せん

断力係数 C０等の割増係数の適

用については，耐震性向上の観

点から，一般産業施設及び公共

施設等の耐震基準との関係を

考慮して設定する。④-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（標準せん断力係数Ｃ０等

の割増し係数の適用。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-15 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その施設に要求される機能を

保持するように設計し，塑性ひ

ずみが生じる場合であっても，

その量が小さなレベルに留ま

って破断延性限界に十分な余

裕を有し，その施設に要求され

る機能に影響を及ぼさないよ

うに，また，動的機器等につい

ては，基準地震動による応答に

対して，その設備に要求される

機能を保持するように設計す

る。②-5 

 

また，弾性設計用地震動によ

る地震力又は静的地震力のい

ずれか大きい方の地震力に対

しておおむね弾性状態に留ま

る範囲で耐えられるように設

計する。□3 (①-4) 

 

建物・構築物については，発

生する応力に対して，建築基準

法等の安全上適切と認められ

る規格及び基準による許容応

力度を許容限界とする。機器・

配管系については，応答が全体

的におおむね弾性状態に留ま

るように設計する。①-5 

 

なお，基準地震動及び弾性設

計用地震動による地震力は，水

平 2 方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定す

るものとする。□3 (④-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-16 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 動的地震力 

設計基準対象施設については，

動的地震力は，Ｓクラスの施

設，屋外重要土木構造物及びＢ

クラスの施設のうち共振のお

それのあるものに適用する。 

Ｓクラスの施設については，基

準地震動Ｓｓ及び弾性設計用

地震動Ｓｄから定める入力地

震動を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振の

おそれのあるものについては，

弾性設計用地震動Ｓｄから定

める入力地震動の振幅を 2 分

の 1 にしたものによる地震力

を適用する。 

 

 

屋外重要土木構造物について

は，基準地震動Ｓｓによる地震

力を適用する。 

 

 

 

 

 

b. 動的地震力 

設計基準対象施設については，

動的地震力は，Ｓクラスの施

設，屋外重要土木構造物及びＢ

クラスの施設のうち共振のお

それのあるものに適用する。 

Ｓクラスの施設（津波防護施

設，浸水防止設備及び津波監視

設備を除く。）については，基

準地震動Ｓｓ及び弾性設計用

地震動Ｓｄから定める入力地

震動を適用する。 

④-12【5条 34】 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振の

おそれのあるものについては，

弾性設計用地震動Ｓｄから定

める入力地震動の振幅を 2 分

の 1 にしたものによる地震力

を適用する。 

④-13【5条 35】 

 

屋外重要土木構造物，津波防護

施設，浸水防止設備及び津波監

視設備並びに浸水防止設備又

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 動的地震力 

動的地震力は，Sクラスの施

設，屋外重要土木構造物及び B

クラスの施設のうち共振のお

それのあるものに適用するこ

ととし，基準地震動及び弾性設

計用地震動から定める入力地

震動を入力として，動的解析に

より水平 2 方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて

算定する。なお，地震力の組合

せについては水平 2 方向及び

鉛直方向の地震力が同時に作

用するものとし，影響が考えら

れる施設，設備に対して許容限

界の範囲内に留まることを確

認する。④-12 

 

B クラスの施設のうち共振

のおそれのあるものについて

は，弾性設計用地震動から定め

る入力地震動の振幅を2分の1

にしたものによる地震力を適

用する。④-13 

 

 

屋外重要土木構造物，津波防

護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備並びに浸水防止設備

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-17 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は津波監視設備が設置された

建物・構築物については，基準

地震動Ｓｓによる地震力を適

用する。 

④-14【5条 36】 

動的解析においては，地盤の諸

定数も含めて材料のばらつき

による変動幅を適切に考慮す

る。 

動的地震力は水平 2 方向及び

鉛直方向について適切に組み

合わせて算定する。 

動的地震力の水平 2 方向及び

鉛直方向の組合せについては，

水平 1 方向及び鉛直方向地震

力を組み合わせた既往の耐震

計算への影響の可能性がある

施設・設備を抽出し，3次元応

答性状の可能性も考慮した上

で既往の方法を用いた耐震性

に及ぼす影響を評価する。 

④【5条 37】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準地震動は，敷地ごとに震

源を特定して策定する地震動

及び震源を特定せず策定する

地震動について，敷地の解放基

盤表面における水平方向及び

鉛直方向の地震動としてそれ

ぞれ策定する。第 1図に示す敷

地における地震波の伝播特性

を踏まえ，1 号炉～4 号炉が位

置する荒浜側，5 号炉～7 号炉

が位置する大湊側のそれぞれ

について策定した基準地震動

の応答スペクトルを第 2 図及

び第 3図に，時刻歴波形を第 4

図～第 17図に示す。□2  

基準地震動の策定において

が設置された建物・構築物につ

いては，基準地震動による地震

力を適用する。④-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類六の「5．地震」に

示す基準地震動は，「敷地ごと

に震源を特定して策定する地

震動」及び「震源を特定せず策

定する地震動」について，解放

基盤表面における水平方向及

び鉛直方向の地震動としてそ

れぞれ策定し，「敷地ごとに震

源を特定して策定する地震動」

に基づき策定した基準地震動

Ss－1～Ss－7 の年超過確率は

10-4～10-5程度であり，「震源を

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（ばらつき等の考慮並びに

水平 2 方向及び鉛直方向の組

合せ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-18 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，S 波速度が 700m/s 以上で

著しい高低差がなく拡がりを

もって分布している硬質地盤

に解放基盤表面を設定するこ

ととし，大湊側では，第 5－1表

に示す標高-134m の位置とす

る。なお，入力地震動の評価に

おいては，解放基盤表面以浅の

影響を適切に考慮する。□2  

また，荒浜側では，標高-284m

の位置に解放基盤表面を想定

し，基準地震動を策定する。 

また，弾性設計用地震動は，

基準地震動との応答スペクト

ルの比率が目安として 0.5 を

下回らないような値として，

「発電用原子炉施設に関する

耐震設計審査指針（昭和 56 年

7 月 20 日原子力安全委員会決

定，平成 13年 3月 29 日一部改

訂）」における基準地震動 S1を

踏まえ，工学的判断から基準地

震動に係数 0.5 を乗じて設定

する。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定せず策定する地震動」に基

づき設定した基準地震動 Ss－

8 の年超過確率は 10-3～10-5 程

度である。◇5  

また，弾性設計用地震動は，

基準地震動との応答スペクト

ルの比率が目安として 0.5 を

下回らないよう基準地震動に

係数 0.5 を乗じて設定する。こ

こで，係数 0.5 は工学的判断と

して，原子炉施設の安全機能限

界と弾性限界に対する入力荷

重の比率が 0.5 程度であると

いう知見（＊）を踏まえ，さらに

「発電用原子炉施設に関する

耐震設計審査指針（昭和 56 年

7 月 20 日原子力安全委員会決

定，平成 13 年 3 月 29 日一部改

訂）」における基準地震動 S1の

応答スペクトルをおおむね下

回らないよう配慮した値とす

る。また，建物・構築物及び機

器・配管系ともに 0.5 を採用す

ることで，弾性設計用地震動に

対する設計に一貫性をとる。な

お，弾性設計用地震動の年超過

確率は，10-3～10-4程度である。

弾性設計用地震動の応答スペ

クトルを第 1.4－1 図及び第

1.4－2 図に，弾性設計用地震

動の時刻歴波形を第 1.4－3 図

～第 1.4－16 図に，弾性設計用

地震動と基準地震動 S1 の応答

スペクトルの比較を第 1.4－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-19 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 入力地震動 

入力地震動の評価においては，

解放基盤表面以浅の影響を適

切に考慮するため，解放基盤表

面は，地盤調査の結果から，S

波速度が 0.7km/s 以上である

T.M.S.L.-155m（6号機及び7号

機），T.M.S.L.-134m（5号機）

としている。 

 

 

建物・構築物の地震応答解析に

おける入力地震動は，解放基盤

表面で定義される基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓ

ｄを基に，対象建物・構築物の

地盤条件を適切に考慮した上

で，必要に応じ 2次元 FEM 解析

又は 1次元波動論により，地震

応答解析モデルの入力位置で

評価した入力地震動を設定す

る。地盤条件を考慮する場合に

は，地震動評価で考慮した敷地

全体の地下構造との関係や対

象建物・構築物位置と炉心位置

での地質・速度構造の違いにも

留意するとともに，地盤の非線

形応答に関する動的変形特性

を考慮する。 

 

 

 

 

 

(a) 入力地震動 

入力地震動の評価においては，

解放基盤表面以浅の影響を適

切に考慮するため，解放基盤表

面は，地盤調査の結果から，S

波速度が 0.7km/s 以上である

T.M.S.L.-155m（6号機及び7号

機），T.M.S.L.-134m（5号機）

としている。 

④-15，④-16【5 条 38】 

 

建物・構築物の地震応答解析に

おける入力地震動は，解放基盤

表面で定義される基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓ

ｄを基に，対象建物・構築物の

地盤条件を適切に考慮した上

で，必要に応じ 2次元 FEM 解析

又は 1次元波動論により，地震

応答解析モデルの入力位置で

評価した入力地震動を設定す

る。地盤条件を考慮する場合に

は，地震動評価で考慮した敷地

全体の地下構造との関係や対

象建物・構築物位置と炉心位置

での地質・速度構造の違いにも

留意するとともに，地盤の非線

形応答に関する動的変形特性

を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 図に，弾性設計用地震動と

解放基盤表面における地震動

の一様ハザードスペクトルの

比較を第1.4－18図及び第1.4

－19 図に示す。◇5  

a. 入力地震動 

入力地震動の評価において

は，解放基盤表面以浅の影響を

適切に考慮するため，5号炉～

7 号炉の解放基盤表面をそれ

ぞれ第 1.4.1－2 表に示す位置

とする。④-15 

 

 

 

 

建物・構築物の地震応答解析

における入力地震動は，解放基

盤表面で定義される基準地震

動及び弾性設計用地震動を基

に，対象建物・構築物の地盤条

件を適切に考慮した上で，必要

に応じ2次元FEM解析又は1次

元波動論により，地震応答解析

モデルの入力位置で評価した

入力地震動を設定する。地盤条

件を考慮する場合には，地震動

評価で考慮した敷地全体の地

下構造との関係にも留意し，地

盤の非線形応答に関する動的

変形特性を考慮する。④-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-16 引用元：P61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-20 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，必要に応じ敷地における

観測記録による検証や最新の

科学的・技術的知見を踏まえ，

地質・速度構造等の地盤条件を

設定する。 

 

 

また，設計基準対象施設におけ

る耐震重要度分類がＢクラス

の建物・構築物のうち共振のお

それがあり，動的解析が必要な

ものに対しては，弾性設計用地

震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じた

ものを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 地震応答解析 

イ. 動的解析法 

(イ) 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定

に当たっては，地震応答解析手

法の適用性，適用限界等を考慮

のうえ，適切な解析法を選定す

るとともに，建物・構築物に応

④-17【5条 39】 

また，必要に応じ敷地における

観測記録による検証や最新の

科学的・技術的知見を踏まえ，

地質・速度構造等の地盤条件を

設定する。 

④-18【5条 40】 

 

また，設計基準対象施設におけ

る耐震重要度分類がＢクラス

の建物・構築物のうち共振のお

それがあり，動的解析が必要な

ものに対しては，弾性設計用地

震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じた

ものを用いる。 

④-19【5条 41】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 地震応答解析 

イ. 動的解析法 

(イ) 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定

に当たっては，地震応答解析手

法の適用性，適用限界等を考慮

のうえ，適切な解析法を選定す

るとともに，建物・構築物に応

 

 

 

 

なお，B クラスの施設のう

ち，共振のおそれのある施設に

ついては，弾性設計用地震動に

2分の1を乗じた地震動により

その影響についての検討を行

う。建物・構築物及び機器・配

管系ともに，おおむね弾性状態

に留まる範囲で耐えられるよ

うに設計する。④-19 

 

e. 津波防護施設，浸水防止設

備及び津波監視設備並びに浸

水防止設備が設置された建物・

構築物は，基準地震動による地

震力に対して，それぞれの施設

及び設備に要求される機能が

保持できるように設計する。□3

(②-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，必要に応じ敷地におけ

る観測記録による検証や最新

の科学的・技術的知見を踏まえ

設定する。④-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 地震応答解析 

(a) 動的解析法 

ⅰ. 建物・構築物 

動的解析による地震力の算

定に当たっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等

を考慮のうえ，適切な解析法を

選定するとともに，建物・構築

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・設計方針の明確化による差

異あり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-18 引用元：P20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-21 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じた適切な解析条件を設定す

る。動的解析は，原則として，

建物・構築物の地震応答解析及

び床応答曲線の策定は，線形解

析及び非線形解析に適用可能

な時刻歴応答解析法による。 

また，3次元応答性状等の評価

は，線形解析に適用可能な周波

数応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当た

っては，建物・構築物の剛性は

それらの形状，構造特性等を十

分考慮して評価し，集中質点系

等に置換した解析モデルを設

定する。 

 

 

 

 

動的解析には，建物・構築物と

地盤との相互作用を考慮する

ものとし，解析モデルの地盤の

ばね定数は，基礎版の平面形

状，基礎側面と地盤の接触状

況，地盤の剛性等を考慮して定

める。 

設計用地盤定数は，原則とし

て，弾性波試験によるものを用

いる。 

 

地盤－建物・構築物連成系の減

衰定数は，振動エネルギの地下

逸散及び地震応答における各

部のひずみレベルを考慮して

じた適切な解析条件を設定す

る。動的解析は，原則として，

建物・構築物の地震応答解析及

び床応答曲線の策定は，線形解

析及び非線形解析に適用可能

な時刻歴応答解析法による。 

また，3次元応答性状等の評価

は，線形解析に適用可能な周波

数応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当た

っては，建物・構築物の剛性は

それらの形状，構造特性等を十

分考慮して評価し，集中質点系

等に置換した解析モデルを設

定する。なお，建物の補助壁を

耐震壁として考慮するに当た

っては，耐震壁としての適用性

を確認した上で，適切な解析モ

デルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と

地盤との相互作用を考慮する

ものとし，解析モデルの地盤の

ばね定数は，基礎版の平面形

状，基礎側面と地盤の接触状

況，地盤の剛性等を考慮して定

める。 

設計用地盤定数は，原則とし

て，弾性波試験によるものを用

いる。 

④-20【5条 42】 

地盤－建物・構築物連成系の減

衰定数は，振動エネルギの地下

逸散及び地震応答における各

部のひずみレベルを考慮して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物に応じた適切な解析条件を

設定する。動的解析は，時刻歴

応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当

たっては，建物・構築物の剛性

はそれらの形状，構造特性等を

十分考慮して評価し，集中質点

系等に置換した解析モデルを

設定する。なお，建物の補助壁

を耐震壁として考慮するに当

たっては，耐震壁としての適用

性を確認した上で，適切な解析

モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物

と地盤との相互作用を考慮す

るものとし，解析モデルの地盤

のばねは，基礎版の平面形状，

地盤の剛性等を考慮して定め

る。設計用地盤定数は，原則と

して，弾性波試験によるものを

用いる。④-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤－建物・構築物連成系の

減衰定数は，振動エネルギの地

下逸散及び地震応答における

各部のひずみレベルを考慮し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-22 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定める。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄに対する応答解

析において，主要構造要素があ

る程度以上弾性範囲を超える

場合には，実験等の結果に基づ

き，該当する建物部分の構造特

性に応じて，その弾塑性挙動を

適切に模擬した復元力特性を

考慮した地震応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持す

る建物・構築物の支持機能を検

討するための動的解析におい

て，施設を支持する建物・構築

物の主要構造要素がある程度

以上弾性範囲を超える場合に

は，その弾塑性挙動を適切に模

擬した復元力特性を考慮した

地震応答解析を行う。 

地震応答解析に用いる材料定

数については，地盤の諸定数も

含めて材料のばらつきによる

変動幅を適切に考慮する。 

なお，コンクリートの実強度を

考慮して鉄筋コンクリート造

耐震壁の剛性を設定する場合

は，建物・構築物ごとの建設時

の試験データ等の代表性，保守

性を確認した上で適用する。 

また，材料のばらつきによる変

動が建物・構築物の振動性状や

応答性状に及ぼす影響として

考慮すべき要因を選定した上

で，選定された要因を考慮した

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て定める。 

基準地震動及び弾性設計用

地震動に対する応答解析にお

いて，主要構造要素がある程度

以上弾性範囲を超える場合に

は，実験等の結果に基づき，該

当する建物部分の構造特性に

応じて，その弾塑性挙動を適切

に模擬した復元力特性を考慮

した応答解析を行う。 

また，Sクラスの施設を支持

する建物・構築物の支持機能を

検討するための動的解析にお

いて，施設を支持する建物・構

築物の主要構造要素がある程

度以上弾性範囲を超える場合

には，その弾塑性挙動を適切に

模擬した復元力特性を考慮し

た応答解析を行う。 

応答解析に用いる材料定数

については，地盤の諸定数も含

めて材料のばらつきによる変

動幅を適切に考慮する。なお，

コンクリートの実強度を考慮

して鉄筋コンクリート造耐震

壁の剛性を設定する場合は，建

物・構築物ごとの建設時の試験

データ等の代表性，保守性を確

認した上で適用する。また，必

要に応じて建物・構築物及び機

器・配管系の設計用地震力に及

ぼす影響を検討する。④-21 

 

 

・設計方針の明確化による差

異あり。また，追加要求事項に

よる差異あり。（ばらつき等の

考慮並びに水平 2 方向及び鉛

直方向の組合せ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-23 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動的解析により設計用地震力

を設定する。 

④-21【5条 43】 

建物・構築物の動的解析にて，

地震時の地盤の有効応力の変

化に応じた影響を考慮する場

合は，有効応力解析を実施す

る。 

有効応力解析の実施に当たっ

ては，液状化，サイクリックモ

ビリティ等を示す土層につい

ては，敷地の中で当該土層の分

布範囲等を踏まえた上で，ばら

つき及び不確実性を考慮して

液状化強度特性を設定する。ま

た，建物・構築物及び機器・配

管系への応答加速度に対する

保守的な配慮として，地盤の非

液状化の影響を考慮する場合

は，原地盤において非液状化の

条件を仮定した解析を実施す

る。 

原子炉建屋及びタービン建屋

については，3次元 FEM 解析等

から，建物・構築物の 3次元応

答性状及びそれによる機器・配

管系への影響を評価する。 

動的解析に用いる解析モデル

は，地震観測網により得られた

観測記録により振動性状の把

握を行い，解析モデルの妥当性

の確認を行う。 

屋外重要土木構造物の動的解

析は，構造物と地盤の相互作用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液状化及びサイクリックモビ

リティ等を示す土層について

は，敷地の中で当該土層の分布

範囲等を踏まえた上で，ばらつ

き及び不確実性を考慮して液

状化強度特性を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋及びタービン建

屋については，3次元 FEM 解析

等から，建物・構築物の 3次元

応答性状及び機器・配管系への

影響を評価する。 

 

 

 

 

 

屋外重要土木構造物の動的

解析は，構造物と地盤の相互作

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（ばらつき等の考慮，解析

モデルの妥当性確認並びに水

平 2 方向及び鉛直方向の組合

せ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-24 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定

に当たっては，地震応答解析手

法の適用性，適用限界等を考慮

のうえ，適切な解析法を選定す

るとともに，解析条件として考

慮すべき減衰定数，剛性等の各

種物性値は，適切な規格及び基

準又は試験等の結果に基づき

設定する。なお，原子炉本体基

礎の構造強度は，鋼板のみで地

震力に耐える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を考慮できる連成系の地震応

答解析手法とし，地盤及び構造

物の地震時における非線形挙

動の有無や程度に応じて，線

形，等価線形又は非線形解析の

いずれかにて行う。 

地震力については，水平 2方向

及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定する。 

④-22【5条 44】 

 

(ロ) 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定

に当たっては，地震応答解析手

法の適用性，適用限界等を考慮

のうえ，適切な解析法を選定す

るとともに，解析条件として考

慮すべき減衰定数，剛性等の各

種物性値は，適切な規格及び基

準又は試験等の結果に基づき

設定する。ここで，原子炉本体

基礎については，鋼板とコンク

リートの複合構造物として，よ

り現実に近い適正な地震応答

解析を実施する観点から，コン

クリートの剛性変化を適切に

考慮した復元力特性を設定す

る。復元力特性の設定に当たっ

ては，既往の知見や実物の原子

炉本体基礎を模擬した試験体

による加力試験結果を踏まえ

て，妥当性，適用性を確認する

とともに，設定における不確実

性や保守性を考慮し，機器・配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用を考慮できる連成系の地震

応答解析手法とし，地盤及び構

造物の地震時における非線形

挙動の有無や程度に応じて，線

形，等価線形又は非線形解析の

いずれかにて行う。 

なお，地震力については，水

平 2 方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定す

る。④-22 

 

ⅱ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算

定に当たっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等

を考慮のうえ，適切な解析法を

選定するとともに，解析条件と

して考慮すべき減衰定数，剛性

等の各種物性値は，適切な規格

及び基準又は試験等の結果に

基づき設定する。ここで，原子

炉本体基礎については，鋼板と

コンクリートの複合構造物と

して，より現実に近い適正な地

震応答解析を実施する観点か

ら，コンクリートの剛性変化を

適切に考慮した復元力特性を

設定する。復元力特性の設定に

当たっては，既往の知見や実物

の原子炉本体基礎を模擬した

試験体による加力試験結果を

踏まえて，妥当性，適用性を確

認するとともに，設定における

不確実性や保守性を考慮し，機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・設計方針の明確化による差

異あり。また，追加要求事項に

よる差異あり。（ばらつき等の

考慮並びに水平 2 方向及び鉛

直方向の組合せ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-25 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器の解析に当たっては，形

状，構造特性等を考慮して，代

表的な振動モードを適切に表

現できるよう質点系モデル，有

限要素モデル等に置換し，設計

用床応答曲線を用いたスペク

トルモーダル解析法又は時刻

歴応答解析法により応答を求

める。 

配管系の解析に当たっては，そ

の仕様に応じて適切なモデル

に置換し，設計用床応答曲線を

用いたスペクトルモーダル解

析法又は時刻歴応答解析法に

より応答を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管系の設計用地震力を設定す

る。なお，原子炉本体基礎の構

造強度は，鋼板のみで地震力に

耐える設計とする。 

機器の解析に当たっては，形

状，構造特性等を考慮して，代

表的な振動モードを適切に表

現できるよう質点系モデル，有

限要素モデル等に置換し，設計

用床応答曲線を用いたスペク

トルモーダル解析法又は時刻

歴応答解析法により応答を求

める。 

配管系の解析に当たっては，そ

の仕様に応じて適切なモデル

に置換し，設計用床応答曲線を

用いたスペクトルモーダル解

析法又は時刻歴応答解析法に

より応答を求める。 

スペクトルモーダル解析法及

び時刻歴応答解析法を用いる

場合は地盤物性等のばらつき

を適切に考慮し，スペクトルモ

ーダル解析法には地盤物性等

のばらつきを考慮した床応答

曲線を用いる。スペクトルモー

ダル解析法及び時刻歴応答解

析法の選択に当たっては，衝

突・すべり等の非線形現象を模

擬する観点又は既往研究の知

見を取り入れ実機の挙動を模

擬する観点で，建物・構築物の

剛性，地盤物性等のばらつきへ

の配慮をしつつ時刻歴応答解

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器・配管系の設計用地震力を設

定する。なお，原子炉本体基礎

の構造強度は，鋼板のみで地震

力に耐える設計とする。 

機器の解析に当たっては，形

状，構造特性等を考慮して，代

表的な振動モードを適切に表

現できるよう質点系モデル，有

限要素モデル等に置換し，設計

用床応答曲線を用いたスペク

トルモーダル解析法又は時刻

歴応答解析法により応答を求

める。 

配管系については，適切なモ

デルを作成し，設計用床応答曲

線を用いたスペクトルモーダ

ル解析法等により応答を求め

る。スペクトルモーダル解析法

及び時刻歴応答解析法の選択

に当たっては，衝突・すべり等

の非線形現象を模擬する観点

又は既往研究の知見を取り入

れ実機の挙動を模擬する観点

で，建物・構築物の剛性及び地

盤物性等の不確かさへの配慮

をしつつ時刻歴応答解析法を

用いる等，解析対象とする現

象，対象設備の振動特性・構造

特性等を考慮し適切に選定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-26 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設備の 3次元的な広がり

を踏まえ，適切に応答を評価で

きるモデルを用いる。 

 

 

 

剛性の高い機器は，その機器の

設置床面の最大応答加速度の

1.2 倍の加速度を震度として

作用させて構造強度評価に用

いる地震力を算定する。 

 

 

 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定

数は，安全上適切と認められる

規格及び基準に基づき，設備の

種類，構造等により適切に選定

するとともに，試験等で妥当性

を確認した値も用いる。なお，

建物・構築物の地震応答解析に

用いる鉄筋コンクリートの減

衰定数の設定については，既往

の知見に加え，既設施設の地震

観測記録等により，その妥当性

を検討する。 

 

 

 

析法を用いる等，解析対象とす

る現象，対象設備の振動特性・

構造特性等を考慮し適切に選

定する。 

また，設備の 3次元的な広がり

を踏まえ，適切に応答を評価で

きるモデルを用い，水平 2方向

及び鉛直方向の応答成分につ

いて適切に組み合わせるもの

とする。 

剛性の高い機器は，その機器の

設置床面の最大応答加速度の

1.2 倍の加速度を震度として

作用させて構造強度評価に用

いる地震力を算定する。 

④-23【5条 45】 

 

 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定

数は，安全上適切と認められる

規格及び基準に基づき，設備の

種類，構造等により適切に選定

するとともに，試験等で妥当性

を確認した値も用いる。なお，

建物・構築物の地震応答解析に

用いる鉄筋コンクリートの減

衰定数の設定については，既往

の知見に加え，既設施設の地震

観測記録等により，その妥当性

を検討する。また，地盤と屋外

重要土木構造物の連成系地震

応答解析モデルの減衰定数に

ついては，地中構造物としての

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設備の 3次元的な広が

りを踏まえ，適切に応答を評価

できるモデルを用い，水平 2方

向及び鉛直方向の応答成分に

ついて適切に組み合わせるも

のとする。 

なお，剛性の高い機器は，そ

の機器の設置床面の最大応答

加速度の 1.2 倍の加速度を震

度として作用させて地震力を

算定する。④-23 

 

 

 

(3) 設計用減衰定数 

応答解析に用いる減衰定数

は，安全上適切と認められる規

格及び基準，既往の振動実験，

地震観測の調査結果等を考慮

して適切な値を定める。 

なお，建物・構築物の応答解

析に用いる鉄筋コンクリート

の減衰定数の設定については，

既往の知見に加え，既設施設の

地震観測記録等により，その妥

当性を検討する。 

また，地盤と屋外重要土木構造

物の連成系地震応答解析モデ

ルの減衰定数については，地中

構造物としての特徴，同モデル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（屋外重要土木構造物の地

震応答解析モデルの減衰定数

設定の妥当性確認。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-27 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合

せと許容限界は以下による。 

なお，自然現象に関する組合せ

は，「2.3 外部からの衝撃によ

る損傷の防止」に従い行う。 

 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状

態を以下に示す。 

(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については

以下のイ.～ハ.の状態を考慮

する。 

イ. 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態

にあり，通常の自然条件下にお

かれている状態 

ただし，運転状態には通常運転

時，運転時の異常な過渡変化時

を含むものとする。 

 

ロ. 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準

事故時にある状態 

 

ハ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなけれ

ばならない自然条件（積雪） 

 

 

特徴，同モデルの振動特性を考

慮して適切に設定する。 

④-24【5条 46】 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合

せと許容限界は以下による。 

なお，自然現象に関する組合せ

は，「2.3 外部からの衝撃によ

る損傷の防止」に従い行う。 

 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状

態を以下に示す。 

(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については

以下のイ.～ハ.の状態を考慮

する。 

イ. 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態

にあり，通常の自然条件下にお

かれている状態 

ただし，運転状態には通常運転

時，運転時の異常な過渡変化時

を含むものとする。 

 

ロ. 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準

事故時にある状態 

 

ハ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなけれ

ばならない自然条件（積雪）⑤

-1【5条 47】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の振動特性を考慮して適切に

設定する。④-24 

 

1.4.1.4  荷重の組合せと許

容限界 

設計基準対象施設の耐震設

計における荷重の組合せと許

容限界は以下による。 

 

 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する

状態を次に示す。 

a. 建物・構築物 

 

 

 

(a) 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状

態にあり，通常の自然条件下に

おかれている状態 

ただし，運転状態には通常運

転時，運転時の異常な過渡変化

時を含むものとする。 

 

(b) 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基

準事故時にある状態 

 

(c) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなけ

ればならない自然条件（風，積

雪等）⑤-1 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-28 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については

以下のイ.～ニ.の状態を考慮

する。 

イ. 通常運転時の状態 

発電用原子炉の起動，停止，出

力運転，高温待機，燃料取替等

が計画的又は頻繁に行われた

場合であって運転条件が所定

の制限値以内にある運転状態 

 

 

ロ. 運転時の異常な過渡変化

時の状態 

通常運転時に予想される機械

又は器具の単一の故障若しく

はその誤作動又は運転員の単

一の誤操作及びこれらと類似

の頻度で発生すると予想され

る外乱によって発生する異常

な状態であって，当該状態が継

続した場合には炉心又は原子

炉冷却材圧力バウンダリの著

しい損傷が生ずるおそれがあ

るものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態 

 

ハ. 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過

渡変化より低い異常な状態で

あって，当該状態が発生した場

合には発電用原子炉施設から

多量の放射性物質が放出する

おそれがあるものとして安全

(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については

以下のイ.～ニ.の状態を考慮

する。 

イ. 通常運転時の状態 

発電用原子炉の起動，停止，出

力運転，高温待機，燃料取替等

が計画的又は頻繁に行われた

場合であって運転条件が所定

の制限値以内にある運転状態 

 

 

ロ. 運転時の異常な過渡変化

時の状態 

通常運転時に予想される機械

又は器具の単一の故障若しく

はその誤作動又は運転員の単

一の誤操作及びこれらと類似

の頻度で発生すると予想され

る外乱によって発生する異常

な状態であって，当該状態が継

続した場合には炉心又は原子

炉冷却材圧力バウンダリの著

しい損傷が生ずるおそれがあ

るものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態 

 

ハ. 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過

渡変化より低い異常な状態で

あって，当該状態が発生した場

合には発電用原子炉施設から

多量の放射性物質が放出する

おそれがあるものとして安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系 

 

 

 

(a) 通常運転時の状態 

発電用原子炉の起動，停止，

出力運転，高温待機及び燃料取

替等が計画的又は頻繁に行わ

れた場合であって運転条件が

所定の制限値以内にある運転

状態 

 

(b) 運転時の異常な過渡変化

時の状態 

通常運転時に予想される機

械又は器具の単一の故障若し

くはその誤作動又は運転員の

単一の誤操作及びこれらと類

似の頻度で発生すると予想さ

れる外乱によって発生する異

常な状態であって，当該状態が

継続した場合には炉心又は原

子炉冷却材圧力バウンダリの

著しい損傷が生ずるおそれが

あるものとして安全設計上想

定すべき事象が発生した状態 

 

(c) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な

過渡変化より低い異常な状態

であって，当該状態が発生した

場合には発電用原子炉施設か

ら多量の放射性物質が放出す

るおそれがあるものとして安

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-29 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計上想定すべき事象が発生

した状態 

 

ニ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなけれ

ばならない自然条件（積雪） 

 

 

b. 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については

以下のイ.～ニ.の荷重とする。 

 

イ. 発電用原子炉のおかれて

いる状態にかかわらず常時作

用している荷重，すなわち固定

荷重，積載荷重，土圧，水圧及

び通常の気象条件による荷重 

 

ロ. 運転時の状態で施設に作

用する荷重 

 

ハ. 設計基準事故時の状態で

施設に作用する荷重 

 

ニ. 地震力，積雪荷重 

 

 

ただし，運転時の状態，設計基

準事故時の状態での荷重には，

機器・配管系から作用する荷重

が含まれるものとし，地震力に

は，地震時土圧，機器・配管系

からの反力，スロッシング等に

設計上想定すべき事象が発生

した状態 

 

ニ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなけれ

ばならない自然条件（積雪） 

⑤-2【5 条 48】 

 

b. 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については

以下のイ.～ニ.の荷重とする。 

 

イ. 発電用原子炉のおかれて

いる状態にかかわらず常時作

用している荷重，すなわち固定

荷重，積載荷重，土圧，水圧及

び通常の気象条件による荷重 

 

ロ. 運転時の状態で施設に作

用する荷重 

 

ハ. 設計基準事故時の状態で

施設に作用する荷重 

 

ニ. 地震力，積雪荷重 

⑤-3【5 条 49】 

 

ただし，運転時の状態，設計基

準事故時の状態での荷重には，

機器・配管系から作用する荷重

が含まれるものとし，地震力に

は，地震時土圧，機器・配管系

からの反力，スロッシング等に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全設計上想定すべき事象が発

生した状態 

 

(d) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなけ

ればならない自然条件（風，積

雪等）⑤-2 

 

(2) 荷重の種類 

a. 建物・構築物 

 

 

 

(a) 発電用原子炉のおかれて

いる状態にかかわらず常時作

用している荷重，すなわち固定

荷重，積載荷重，土圧，水圧及

び通常の気象条件による荷重 

 

(b) 運転時の状態で施設に作

用する荷重 

 

(c) 設計基準事故時の状態で

施設に作用する荷重 

 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重

等⑤-3 

 

ただし，運転時の状態及び設

計基準事故時の状態での荷重

には，機器・配管系から作用す

る荷重が含まれるものとし，地

震力には，地震時土圧，機器・

配管系からの反力，スロッシン

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-30 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よる荷重が含まれるものとす

る。 

 

(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については

以下のイ.～ニ.の荷重とする。 

 

イ. 通常運転時の状態で施設

に作用する荷重 

 

ロ. 運転時の異常な過渡変化

時の状態で施設に作用する荷

重 

 

ハ. 設計基準事故時の状態で

施設に作用する荷重 

 

ニ. 地震力，積雪荷重 

 

 

c. 荷重の組合せ 

地震と組み合わせる荷重につ

いては，以下のとおり設定す

る。 

 

 

 

 

 

(a) 建物・構築物 

 

 

イ. Ｓクラスの建物・構築物

については，常時作用している

よる荷重が含まれるものとす

る。 

⑤-4【5 条 50】 

(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については

以下のイ.～ニ.の荷重とする。 

 

イ. 通常運転時の状態で施設

に作用する荷重 

 

ロ. 運転時の異常な過渡変化

時の状態で施設に作用する荷

重 

 

ハ. 設計基準事故時の状態で

施設に作用する荷重 

 

ニ. 地震力，積雪荷重 

⑤-5【5 条 51】 

 

c. 荷重の組合せ 

地震と組み合わせる荷重につ

いては，「2.3 外部からの衝撃

による損傷の防止」で設定して

いる積雪による荷重を考慮し，

以下のとおり設定する。 

⑤-6【5 条 52】 

 

 

(a) 建物・構築物（(c)に記載

のものを除く。） 

 

イ. Ｓクラスの建物・構築物

については，常時作用している

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グ等による荷重が含まれるも

のとする。⑤-4 

 

b. 機器・配管系 

 

 

 

(a) 通常運転時の状態で施設

に作用する荷重 

 

(b) 運転時の異常な過渡変化

時の状態で施設に作用する荷

重 

 

(c) 設計基準事故時の状態で

施設に作用する荷重 

 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重

等⑤-5 

 

(3) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合

せは次による。⑤-6 

 

 

 

 

 

 

a. 建物・構築物（c．に記載

のものを除く。） 

 

(a) S クラスの建物・構築物に

ついては，常時作用している荷

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（技術基準規則 7 条の追加

要求事項に関連し，変更後の記

載を追記。） 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-31 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷重及び運転時（通常運転時又

は運転時の異常な過渡変化時）

の状態で施設に作用する荷重

と地震力とを組み合わせる。 

 

 

ロ. Ｓクラスの建物・構築物

については，常時作用している

荷重及び設計基準事故時の状

態で施設に作用する荷重のう

ち長時間その作用が続く荷重

と弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力又は静的地震力とを

組み合わせる。＊ 

 

 

ハ. Ｂクラス及びＣクラスの

建物・構築物については，常時

作用している荷重及び運転時

の状態で施設に作用する荷重

と動的地震力又は静的地震力

とを組み合わせる。 

 

 

注記＊：原子炉格納容器バウン

ダリを構成する施設について

は，異常時圧力及び異常時配管

荷重の最大値と弾性設計用地

震動Ｓｄによる地震力とを組

み合わせる。 

 

 

(b) 機器・配管系 

 

荷重及び運転時（通常運転時又

は運転時の異常な過渡変化時）

の状態で施設に作用する荷重

と地震力とを組み合わせる。 

⑤-7【5 条 53】 

 

ロ. Ｓクラスの建物・構築物

については，常時作用している

荷重及び設計基準事故時の状

態で施設に作用する荷重のう

ち長時間その作用が続く荷重

と弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力又は静的地震力とを

組み合わせる。＊ 

⑤-8【5 条 54】 

 

ハ. Ｂクラス及びＣクラスの

建物・構築物については，常時

作用している荷重及び運転時

の状態で施設に作用する荷重

と動的地震力又は静的地震力

とを組み合わせる。 

⑤-9【5 条 55】 

 

注記＊：原子炉格納容器バウン

ダリを構成する施設について

は，異常時圧力及び異常時配管

荷重の最大値と弾性設計用地

震動Ｓｄによる地震力とを組

み合わせる。 

⑤【5条 56】 

 

(b) 機器・配管系（(c)に記載

のものを除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重及び運転時（通常運転時又は

運転時の異常な過渡変化時）の

状態で施設に作用する荷重と

地震力とを組み合わせる。⑤-

7 

 

(b) S クラスの建物・構築物に

ついては，常時作用している荷

重及び設計基準事故時の状態

で施設に作用する荷重のうち

長時間その作用が続く荷重と

弾性設計用地震動による地震

力又は静的地震力とを組み合

わせる。⑤-8 

 

 

(c) B クラス及び Cクラスの建

物・構築物については，常時作

用している荷重及び運転時の

状態で施設に作用する荷重と

動的地震力又は静的地震力と

を組み合わせる。⑤-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系（c．に記載

のものを除く。） 

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-32 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ. Ｓクラスの機器・配管系

については，通常運転時の状態

で施設に作用する荷重と地震

力とを組み合わせる。 

 

 

ロ. Ｓクラスの機器・配管系

については，運転時の異常な過

渡変化時の状態及び設計基準

事故時の状態のうち地震によ

って引き起こされるおそれの

ある事象によって施設に作用

する荷重と地震力とを組み合

わせる。 

 

 

ハ. Ｓクラスの機器・配管系

については，運転時の異常な過

渡変化時の状態及び設計基準

事故時の状態のうち地震によ

って引き起こされるおそれの

ない事象であっても，いったん

事故が発生した場合，長時間継

続する事象による荷重は，その

事故事象の発生確率，継続時間

及び地震動の年超過確率の関

係を踏まえ，適切な地震力と組

み合わせる。＊ 

 

 

ニ. Ｂクラス及びＣクラスの

機器・配管系については，通常

運転時の状態で施設に作用す

 

イ. Ｓクラスの機器・配管系

については，通常運転時の状態

で施設に作用する荷重と地震

力とを組み合わせる。 

⑤-10【5条 57】 

 

ロ. Ｓクラスの機器・配管系

については，運転時の異常な過

渡変化時の状態及び設計基準

事故時の状態のうち地震によ

って引き起こされるおそれの

ある事象によって施設に作用

する荷重と地震力とを組み合

わせる。 

⑤-11【5条 58】 

 

ハ. Ｓクラスの機器・配管系

については，運転時の異常な過

渡変化時の状態及び設計基準

事故時の状態のうち地震によ

って引き起こされるおそれの

ない事象であっても，いったん

事故が発生した場合，長時間継

続する事象による荷重は，その

事故事象の発生確率，継続時間

及び地震動の年超過確率の関

係を踏まえ，適切な地震力と組

み合わせる。＊ 

⑤-12【5条 59】 

 

ニ. Ｂクラス及びＣクラスの

機器・配管系については，通常

運転時の状態で施設に作用す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) S クラスの機器・配管系に

ついては，通常運転時の状態で

施設に作用する荷重と地震力

とを組み合わせる。⑤-10 

 

 

(b) S クラスの機器・配管系に

ついては，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事

故時の状態のうち地震によっ

て引き起こされるおそれのあ

る事象によって施設に作用す

る荷重と地震力とを組み合わ

せる。⑤-11 

 

 

(c) S クラスの機器・配管系に

ついては，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事

故時の状態のうち地震によっ

て引き起こされるおそれのな

い事象であっても，いったん事

故が発生した場合，長時間継続

する事象による荷重は，その事

故事象の発生確率，継続時間及

び地震動の年超過確率の関係

を踏まえ，適切な地震力と組み

合わせる。⑤-12 

 

 

(d) B クラス及び Cクラスの機

器・配管系については，通常運

転時の状態で施設に作用する

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-33 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る荷重及び運転時の異常な過

渡変化時の状態で施設に作用

する荷重と，動的地震力又は静

的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記＊：原子炉格納容器バウン

ダリを構成する設備について

は，「発電用原子力設備規格 

コンクリート製原子炉格納容

器規格（（社）日本機械学会，

2003）」を踏まえ，異常時圧力

及び異常時配管荷重の最大値

と弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

る荷重及び運転時の異常な過

渡変化時の状態で施設に作用

する荷重と，動的地震力又は静

的地震力とを組み合わせる。 

⑤-13【5条 60】 

 

ホ. 炉心内の燃料被覆管の放

射性物質の閉じ込めの機能の

確認においては，通常運転時の

状態で燃料被覆管に作用する

荷重及び運転時の異常な過渡

変化時の状態のうち地震によ

って引き起こされるおそれの

ある事象によって燃料被覆管

に作用する荷重と地震力を組

み合わせる。 

⑩-2【5 条 61】 

 

注記＊：原子炉格納容器バウン

ダリを構成する設備について

は，「発電用原子力設備規格 

コンクリート製原子炉格納容

器規格（（社）日本機械学会，

2003）」を踏まえ，異常時圧力

及び異常時配管荷重の最大値

と弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力とを組み合わせる。 

⑤【5条 62】 

 

(c) 津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備並びに

浸水防止設備又は津波監視設

備が設置された建物・構築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷重及び運転時の異常な過渡

変化時の状態で施設に作用す

る荷重と，動的地震力又は静的

地震力とを組み合わせる。⑤-

13 

 

(e) 炉心内の燃料被覆管の放

射性物質の閉じ込めの機能の

確認においては，通常運転時の

状態で燃料被覆管に作用する

荷重及び運転時の異常な過渡

変化時の状態のうち地震によ

って引き起こされるおそれの

ある事象によって燃料被覆管

に作用する荷重と地震力を組

み合わせる。⑩-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 津波防護施設，浸水防止設

備及び津波監視設備並びに浸

水防止設備が設置された建物・

構築物 

 

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（燃料被覆管の閉じ込めの

機能。） 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-34 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ. 津波防護施設及び浸水防

止設備又は津波監視設備が設

置された建物・構築物について

は，常時作用している荷重及び

運転時の状態で施設に作用す

る荷重と基準地震動Ｓｓによ

る地震力とを組み合わせる。 

 

ロ. 浸水防止設備及び津波監

視設備については，常時作用し

ている荷重及び運転時の状態

で施設に作用する荷重等と基

準地震動Ｓｓによる地震力と

を組み合わせる。 

上記イ.及びロ.については，地

震と津波が同時に作用する可

能性について検討し，必要に応

じて基準地震動Ｓｓによる地

震力と津波による荷重の組合

せを考慮する。また，津波以外

による荷重については，「b. 

荷重の種類」に準じるものとす

る。 

⑤-14【5条 63】 

 

(d) 荷重の組合せ上の留意事

項 

動的地震力については，水平 2

方向と鉛直方向の地震力とを

適切に組み合わせ算定するも

のとする。 

④-25【5条 64】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 津波防護施設及び浸水防

止設備が設置された建物・構築

物については，常時作用してい

る荷重及び運転時の状態で施

設に作用する荷重と基準地震

動による地震力とを組み合わ

せる。 

 

(b) 浸水防止設備及び津波監

視設備については，常時作用し

ている荷重及び運転時の状態

で施設に作用する荷重等と基

準地震動による地震力とを組

み合わせる。 

なお，上記 c.(a)，(b)につい

ては，地震と津波が同時に作用

する可能性について検討し，必

要に応じて基準地震動による

地震力と津波による荷重の組

合せを考慮する。また，津波以

外による荷重については，「(2) 

荷重の種類」に準じるものとす

る。⑤-14 

 

 

d. 荷重の組合せ上の留意事

項 

(a) Sクラスの施設に作用する

地震力のうち動的地震力につ

いては，水平 2方向と鉛直方向

の地震力とを適切に組み合わ

せ算定するものとする。④-25 

 

(b) ある荷重の組合せ状態で

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（水平 2 方向及び鉛直方向

の組合せ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-35 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重と

を組み合わせた状態に対する

許容限界は次のとおりとし，安

全上適切と認められる規格及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重と

を組み合わせた状態に対する

許容限界は次のとおりとし，安

全上適切と認められる規格及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の評価が明らかに厳しいこと

が判明している場合には，その

他の荷重の組合せ状態での評

価は行わないことがある。◇6  

 

(c) 複数の荷重が同時に作用

する場合，それらの荷重による

応力の各ピークの生起時刻に

明らかなずれがあることが判

明しているならば，必ずしもそ

れぞれの応力のピーク値を重

ねなくてもよいものとする。◇6  

 

(d) 上位の耐震重要度分類の

施設を支持する建物・構築物の

当該部分の支持機能を確認す

る場合においては，支持される

施設の耐震重要度分類に応じ

た地震力と常時作用している

荷重，運転時の状態で施設に作

用する荷重及びその他必要な

荷重とを組み合わせる。◇6  

 

なお，第 1.4.1－1 表に対象

となる建物・構築物及びその支

持機能が維持されていること

を検討すべき地震動等につい

て記載する。◇10 (③-8) 

 

(4) 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重

とを組み合わせた状態に対す

る許容限界は次のとおりとし，

安全上適切と認められる規格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-36 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び基準又は試験等で妥当性が

確認されている値を用いる。 

 

(a) 建物・構築物 

 

イ. Ｓクラスの建物・構築物 

(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と

認められる規格及び基準によ

る許容応力度を許容限界とす

る。 

ただし，原子炉冷却材喪失事故

時に作用する荷重との組合せ

（原子炉格納容器バウンダリ

における長期的荷重との組合

せを除く。）に対しては，下記

(ロ)に示す許容限界を適用す

る。 

 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる

地震力との組合せに対する許

容限界 

構造物全体としての変形能力

（終局耐力時の変形）について

十分な余裕を有し，終局耐力に

対し妥当な安全余裕を持たせ

ることとする（評価項目はせん

断ひずみ，応力等）。 

 

また，終局耐力は，建物・構築

物に対する荷重又は応力を漸

次増大していくとき，その変形

び基準又は試験等で妥当性が

確認されている値を用いる。 

 

(a) 建物・構築物（(c)に記載

のものを除く。） 

イ. Ｓクラスの建物・構築物 

(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と

認められる規格及び基準によ

る許容応力度を許容限界とす

る。 

ただし，原子炉冷却材喪失事故

時に作用する荷重との組合せ

（原子炉格納容器バウンダリ

における長期的荷重との組合

せを除く。）に対しては，下記

(ロ)に示す許容限界を適用す

る。 

 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる

地震力との組合せに対する許

容限界 

構造物全体としての変形能力

（終局耐力時の変形）について

十分な余裕を有し，終局耐力に

対し妥当な安全余裕を持たせ

ることとする（評価項目はせん

断ひずみ，応力等）。 

 

また，終局耐力は，建物・構築

物に対する荷重又は応力を漸

次増大していくとき，その変形

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び基準又は試験等で妥当性

が確認されている許容応力等

を用いる。 

a. 建物・構築物（c．に記載

のものを除く。） 

(a) S クラスの建物・構築物 

ⅰ. 弾性設計用地震動による

地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と

認められる規格及び基準によ

る許容応力度を許容限界とす

る。 

ただし，冷却材喪失事故時に

作用する荷重との組合せ（原子

炉格納容器バウンダリにおけ

る長期的荷重との組合せを除

く。）に対しては，下記ⅱ．に

示す許容限界を適用する。 

 

 

ⅱ. 基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界 

 

構造物全体としての変形能

力（終局耐力時の変形）につい

て十分な余裕を有し，建物・構

築物の終局耐力に対し妥当な

安全余裕を持たせることとす

る（評価項目はせん断ひずみ，

応力等）。 

なお，終局耐力は，建物・構

築物に対する荷重又は応力を

漸次増大していくとき，その変

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-37 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

又はひずみが著しく増加する

に至る限界の最大耐力とし，既

往の実験式等に基づき適切に

定めるものとする。 

 

 

ロ. Ｂクラス及びＣクラスの

建物・構築物（ヘ.及びト.に記

載のものを除く。） 

上記イ.(イ)による許容応力度

を許容限界とする。 

 

 

ハ. 耐震重要度分類の異なる

施設を支持する建物・構築物

（ヘ.及びト.に記載のものを

除く。） 

上記イ.(ロ)を適用するほか，

耐震重要度分類の異なる施設

を支持する建物・構築物が，変

形等に対して，その支持機能を

損なわないものとする。 

当該施設を支持する建物・構築

物の支持機能が維持されるこ

とを確認する際の地震動は，支

持される施設に適用される地

震動とする。 

 

 

ニ. 建物・構築物の保有水平

耐力（ヘ.及びト.に記載のもの

を除く。） 

建物・構築物については，当該

建物・構築物の保有水平耐力が

又はひずみが著しく増加する

に至る限界の最大耐力とし，既

往の実験式等に基づき適切に

定めるものとする。 

⑤-15【5条 65】 

 

ロ. Ｂクラス及びＣクラスの

建物・構築物（ヘ.及びト.に記

載のものを除く。） 

上記イ.(イ)による許容応力度

を許容限界とする。 

⑤-16【5条 66】 

 

ハ. 耐震重要度分類の異なる

施設を支持する建物・構築物

（ヘ.及びト.に記載のものを

除く。） 

上記イ.(ロ)を適用するほか，

耐震重要度分類の異なる施設

を支持する建物・構築物が，変

形等に対して，その支持機能を

損なわないものとする。 

当該施設を支持する建物・構築

物の支持機能が維持されるこ

とを確認する際の地震動は，支

持される施設に適用される地

震動とする。 

⑤-17【5条 67】 

 

ニ. 建物・構築物の保有水平

耐力（ヘ.及びト.に記載のもの

を除く。） 

建物・構築物については，当該

建物・構築物の保有水平耐力が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形又はひずみが著しく増加す

るに至る限界の最大耐力とし，

既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。⑤-15 

 

 

(b) B クラス及び Cクラスの建

物・構築物（(e)及び(f)に記載

のものを除く。） 

上記(a)ⅰ．による許容応力

度を許容限界とする。⑤-16 

 

 

(c) 耐震重要度分類の異なる

施設を支持する建物・構築物

（(e)及び(f)に記載のものを

除く。） 

上記(a)ⅱ．を適用するほか，

耐震重要度分類の異なる施設

を支持する建物・構築物が，変

形等に対してその支持機能を

損なわないものとする。 

なお，当該施設を支持する建

物・構築物の支持機能が損なわ

れないことを確認する際の地

震動は，支持される施設に適用

される地震動とする。⑤-17 

 

 

(d) 建物・構築物の保有水平耐

力（(e)及び(f)に記載のものを

除く。） 

建物・構築物については，当

該建物・構築物の保有水平耐力

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-38 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要保有水平耐力に対して耐

震重要度分類に応じた安全余

裕を有しているものとする。 

 

 

ホ. 気密性，止水性，遮蔽性，

通水機能，貯水機能を考慮する

施設 

構造強度の確保に加えて気密

性，止水性，遮蔽性，通水機能，

貯水機能が必要な建物・構築物

については，その機能を維持で

きる許容限界を適切に設定す

るものとする。 

 

 

ヘ. 屋外重要土木構造物 

(イ) 静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

安全上適切と認められる規格

及び基準による許容応力度を

許容限界とする。 

 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる

地震力との組合せに対する許

容限界 

構造部材のうち，鉄筋コンクリ

ートの曲げについては，限界層

間変形角，曲げ耐力又は圧縮縁

コンクリート限界ひずみに対

して十分な安全余裕を持たせ

ることとし，せん断について

は，せん断耐力に対して妥当な

安全余裕を持たせることを基

必要保有水平耐力に対して耐

震重要度分類に応じた安全余

裕を有しているものとする。 

⑤-18【5条 68】 

 

ホ. 気密性，止水性，遮蔽性，

通水機能，貯水機能を考慮する

施設 

構造強度の確保に加えて気密

性，止水性，遮蔽性，通水機能，

貯水機能が必要な建物・構築物

については，その機能を維持で

きる許容限界を適切に設定す

るものとする。 

⑤【5条 69】 

 

ヘ. 屋外重要土木構造物 

(イ) 静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

安全上適切と認められる規格

及び基準による許容応力度を

許容限界とする。 

 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる

地震力との組合せに対する許

容限界 

構造部材のうち，鉄筋コンクリ

ートの曲げについては，限界層

間変形角，曲げ耐力又は圧縮縁

コンクリート限界ひずみに対

して十分な安全余裕を持たせ

ることとし，せん断について

は，せん断耐力に対して妥当な

安全余裕を持たせることを基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が必要保有水平耐力に対して

耐震重要度分類に応じた安全

余裕を有していることを確認

する。⑤-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 屋外重要土木構造物 

ⅰ. 静的地震力との組合せに

対する許容限界 

安全上適切と認められる規

格及び基準による許容応力度

を許容限界とする。 

 

ⅱ. 基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界 

 

構造部材のうち，鉄筋コンク

リートの曲げについては，限界

層間変形角，曲げ耐力又は圧縮

縁コンクリート限界ひずみに

対して十分な安全余裕を持た

せることとし，せん断について

は，せん断耐力に対して妥当な

安全余裕を持たせることを基

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-39 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本とする。構造部材のうち，鋼

管の曲げについては，終局曲率

に対して十分な安全余裕を持

たせることとし，せん断につい

ては，終局せん断強度に対して

妥当な安全余裕を持たせるこ

とを基本とする。ただし，構造

部材の曲げ，せん断に対する上

記の許容限界に代わり，許容応

力度を適用することで，安全余

裕を考慮する場合もある。な

お，それぞれの安全余裕につい

ては，各施設の機能要求等を踏

まえ設定する。 

 

 

ト. その他の土木構造物 

安全上適切と認められる規格

及び基準による許容応力度を

許容限界とする。 

 

 

(b) 機器・配管系 

 

 

イ. Ｓクラスの機器・配管系 

(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性

状態に留まるものとする（評価

項目は応力等）。 

ただし，原子炉冷却材喪失事故

時に作用する荷重との組合せ

本とする。構造部材のうち，鋼

管の曲げについては，終局曲率

に対して十分な安全余裕を持

たせることとし，せん断につい

ては，終局せん断強度に対して

妥当な安全余裕を持たせるこ

とを基本とする。ただし，構造

部材の曲げ，せん断に対する上

記の許容限界に代わり，許容応

力度を適用することで，安全余

裕を考慮する場合もある。な

お，それぞれの安全余裕につい

ては，各施設の機能要求等を踏

まえ設定する。 

⑤-19【5条 70】 

 

ト. その他の土木構造物 

安全上適切と認められる規格

及び基準による許容応力度を

許容限界とする。 

⑤-20【5条 71】 

 

(b) 機器・配管系（(c)に記載

のものを除く。） 

 

イ. Ｓクラスの機器・配管系 

(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性

状態に留まるものとする（評価

項目は応力等）。 

ただし，原子炉冷却材喪失事故

時に作用する荷重との組合せ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本とする。構造部材のうち，鋼

管の曲げについては，終局曲率

に対して十分な安全余裕を持

たせることとし，せん断につい

ては，終局せん断強度に対して

妥当な安全余裕を持たせるこ

とを基本とする。ただし，構造

部材の曲げ，せん断に対する上

記の許容限界に代わり，許容応

力度を適用することで，安全余

裕を考慮する場合もある。な

お，それぞれの安全余裕につい

ては，各施設の機能要求等を踏

まえ設定する。⑤-19 

 

 

(f) その他の土木構造物 

安全上適切と認められる規

格及び基準による許容応力度

を許容限界とする。⑤-20 

 

 

b. 機器・配管系（c．に記載

のものを除く。） 

 

(a) S クラスの機器・配管系 

ⅰ. 弾性設計用地震動による

地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾

性状態に留まることとする（評

価項目は応力等）。 

ただし，冷却材喪失事故時に

作用する荷重との組合せ（原子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-40 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉格納容器バウンダリ

及び非常用炉心冷却設備等に

おける長期的荷重との組合せ

を除く。）に対しては，下記(ロ)

に示す許容限界を適用する。 

 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる

地震力との組合せに対する許

容限界 

塑性ひずみが生じる場合であ

っても，その量が小さなレベル

に留まって破断延性限界に十

分な余裕を有し，その施設に要

求される機能に影響を及ぼさ

ないように応力，荷重等を制限

する値を許容限界とする。 

また，地震時又は地震後に動的

機能又は電気的機能が要求さ

れる機器については，基準地震

動Ｓｓによる応答に対して，試

験等により確認されている機

能確認済加速度等を許容限界

とする。 

 

 

ロ. Ｂクラス及びＣクラスの

機器・配管系 

応答が全体的におおむね弾性

状態に留まるものとする（評価

項目は応力等）。 

 

 

ハ. チャンネルボックス 

チャンネルボックスは，地震時

（原子炉格納容器バウンダリ

及び非常用炉心冷却設備等に

おける長期的荷重との組合せ

を除く。）に対しては，下記(ロ)

に示す許容限界を適用する。 

 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる

地震力との組合せに対する許

容限界 

塑性ひずみが生じる場合であ

っても，その量が小さなレベル

に留まって破断延性限界に十

分な余裕を有し，その施設に要

求される機能に影響を及ぼさ

ないように応力，荷重等を制限

する値を許容限界とする。 

また，地震時又は地震後に動的

機能又は電気的機能が要求さ

れる機器については，基準地震

動Ｓｓによる応答に対して，試

験等により確認されている機

能確認済加速度等を許容限界

とする。 

⑤-21【5条 72】 

 

ロ. Ｂクラス及びＣクラスの

機器・配管系 

応答が全体的におおむね弾性

状態に留まるものとする（評価

項目は応力等）。 

⑤-22【5条 73】 

 

ハ. チャンネルボックス 

チャンネルボックスは，地震時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉格納容器バウンダリ及び非

常用炉心冷却設備等における

長期的荷重との組合せを除

く。）に対しては，下記ⅱ．に

示す許容限界を適用する。 

 

ⅱ. 基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界 

 

塑性ひずみが生じる場合で

あっても，その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性限界に

十分な余裕を有し，その施設に

要求される機能に影響を及ぼ

さないように応力，荷重等を制

限する値を許容限界とする。 

また，地震時又は地震後に動

的機能が要求される機器等に

ついては，基準地震動による応

答に対して，実証試験等により

確認されている機能確認済加

速度等を許容限界とする。⑤-

21 

 

 

(b) B クラス及び Cクラスの機

器・配管系 

応答が全体的におおむね弾

性状態に留まることとする（評

価項目は応力等）。⑤-22 

 

 

(c) チャンネル・ボックス 

地震時に作用する荷重に対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-41 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に作用する荷重に対して，燃料

集合体の原子炉冷却材流路を

維持できること及び過大な変

形や破損を生ずることにより

制御棒の挿入が阻害されない

ものとする。 

 

 

ニ. 主蒸気逃がし安全弁排気

管及び主蒸気系（外側主蒸気隔

離弁より主塞止弁まで） 

主蒸気逃がし安全弁排気管は

基準地震動Ｓｓに対して，主蒸

気系（外側主蒸気隔離弁より主

塞止弁まで）は弾性設計用地震

動Ｓｄに対してイ.(ロ)に示す

許容限界を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に作用する荷重に対して，燃料

集合体の原子炉冷却材流路を

維持できること及び過大な変

形や破損を生ずることにより

制御棒の挿入が阻害されない

ものとする。 

⑤-23【5条 74】 

 

ニ. 主蒸気逃がし安全弁排気

管及び主蒸気系（外側主蒸気隔

離弁より主塞止弁まで） 

主蒸気逃がし安全弁排気管は

基準地震動Ｓｓに対して，主蒸

気系（外側主蒸気隔離弁より主

塞止弁まで）は弾性設計用地震

動Ｓｄに対してイ.(ロ)に示す

許容限界を適用する。 

⑤-24【5条 75】 

 

ホ. 燃料被覆管 

炉心内の燃料被覆管の放射性

物質の閉じ込めの機能につい

ての許容限界は，以下のとおり

とする。 

(イ) 弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性

状態に留まるものとする。 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる

地震力との組合せに対する許

容限界 

塑性ひずみが生じる場合であ

っても，その量が小さなレベル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して，燃料集合体の冷却材流路

を維持できること及び過大な

変形や破損を生ずることによ

り制御棒の挿入が阻害される

ことがないことを確認する。⑤

-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 燃料被覆管 

炉心内の燃料被覆管の放射

性物質の閉じ込めの機能につ

いての許容限界は，以下のとお

りとする。 

ⅰ. 弾性設計用地震動による

地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾

性状態に留まることとする。 

ⅱ. 基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界 

塑性ひずみが生じる場合で

あっても，その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性限界に

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（燃料被覆管の閉じ込めの

機能。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-24 引用元：P58,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-42 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に留まって破断延性限界に十

分な余裕を有し，放射性物質の

閉じ込めの機能に影響を及ぼ

さないものとする。 

⑩-3【5 条 76】 

 

(c) 津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備並びに

浸水防止設備又は津波監視設

備が設置された建物・構築物 

津波防護施設及び浸水防止設

備又は津波監視設備が設置さ

れた建物・構築物については，

当該施設及び建物・構築物が構

造物全体としての変形能力（終

局耐力時の変形）及び安定性に

ついて十分な余裕を有すると

ともに，その施設に要求される

機能（津波防護機能及び浸水防

止機能）が保持できるものとす

る（評価項目はせん断ひずみ，

応力等）。浸水防止設備及び津

波監視設備については，その設

備に要求される機能（浸水防止

機能及び津波監視機能）が保持

できるものとする。 

⑤-25【5条 77】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分な余裕を有し，放射性物質

の閉じ込めの機能に影響を及

ぼさないこととする。⑩-3 

 

 

 

c. 津波防護施設，浸水防止設

備及び津波監視設備並びに浸

水防止設備が設置された建物・

構築物 

津波防護施設及び浸水防止

設備が設置された建物・構築物

については，当該施設及び建

物・構築物が構造物全体として

の変形能力（終局耐力時の変

形）について十分な余裕を有す

るとともに，その施設に要求さ

れる機能（津波防護機能及び浸

水防止機能）が保持できること

を確認する（評価項目はせん断

ひずみ，応力等）。 

浸水防止設備及び津波監視

設備については，その設備に要

求される機能（浸水防止機能及

び津波監視機能）が保持できる

ことを確認する。⑤-25 

 

d. 基礎地盤の支持性能 

(a) S クラスの建物・構築物及

びＳクラスの機器・配管系（(b)

に記載のもののうち，津波防護

施設，浸水防止設備及び津波監

視設備を除く。）の基礎地盤◇2  

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-43 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ. 基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認め

られる規格及び基準等による

地盤の極限支持力度に対して

妥当な余裕を有することを確

認する。◇2  

 

ⅱ. 弾性設計用地震動による

地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

接地圧に対して，安全上適切

と認められる規格及び基準等

による地盤の短期許容支持力

度を許容限界とする。◇2  

 

(b) 屋外重要土木構造物，津波

防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びに浸水防止設

備が設置された建物・構築物の

基礎地盤◇2  

 

ⅰ. 基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認め

られる規格及び基準等による

地盤の極限支持力度に対して

妥当な余裕を有することを確

認する。◇2  

 

(c) B クラス及び Cクラスの建

物・構築物，Bクラス及び Cク

ラスの機器・配管系並びにその

他の土木構造物の基礎地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-44 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 設計における留意事項 

②-9，⑥-2【5条 78】 

 

 

 

 

 

 

 

a. 波及的影響 

耐震重要施設（以下「上位クラ

ス施設」という。）は，下位ク

ラス施設の波及的影響によっ

て，それぞれの安全機能を損な

わない設計とする。 

②-10，⑥-3【5 条 79】 

 

波及的影響については，耐震重

要施設の設計に用いる地震動

又は地震力を適用して評価を

行う。なお，地震動又は地震力

の選定に当たっては，施設の配

置状況，使用時間等を踏まえて

適切に設定する。また，波及的

影響においては水平 2 方向及

び鉛直方向の地震力が同時に

作用する場合に影響を及ぼす

可能性のある施設，設備を選定

し評価する。 

②-11，⑥-4【5 条 80】 

この設計における評価に当た

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 耐震重要施設は，耐震重要

度分類の下位のクラスに属す

る施設の波及的影響によって，

その安全機能を損なわないよ

うに設計する。②-10，⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波及的影響の評価に当たって

は，敷地全体を俯瞰した調査・

検討を行い，事象選定及び影響

評価を行う。なお，影響評価に

おいては，耐震重要施設の設計

上記(a)ⅱ．による許容支持

力度を許容限界とする。◇2  

 

1.4.1.5  設計における留意

事項②-9，⑥-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設は，耐震重要度

分類の下位のクラスに属する

施設の波及的影響によって，そ

の安全機能を損なわないよう

に設計する。◇9 (②-10，⑥-3) 

 

 

波及的影響については，耐震

重要施設の設計に用いる地震

動又は地震力を適用して評価

を行う。なお，地震動又は地震

力の選定に当たっては，施設の

配置状況，使用時間等を踏まえ

て適切に設定する。また，波及

的影響においては水平 2 方向

及び鉛直方向の地震力が同時

に作用する場合に影響を及ぼ

す可能性のある施設，設備を選

定し評価する。②-11，⑥-4 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（波及的影響の検討。）また，

設計方針の明確化による差異

あり。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（波及的影響の検討。） 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（波及的影響の検討。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表
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要求事項との対比表 

5 条-45 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

っては，敷地全体及びその周辺

を俯瞰した調査・検討等を行

う。 

②-12，⑥-5【5 条 81】 

 

 

 

ここで，下位クラス施設とは，

上位クラス施設の周辺にある

上位クラス施設以外の施設（資

機材等含む。）をいう。 

波及的影響を防止するよう現

場を維持するため，保安規定

に，機器設置時の配慮事項等を

定めて管理する。 

②，⑥【5条 82】 

耐震重要施設に対する波及的

影響については，以下に示す

(a)～(d)の 4 つの事項から検

討を行う。 

②-13，⑥-6【5 条 83】 

 

 

また，原子力発電所の地震被害

情報等から新たに検討すべき

事項が抽出された場合には，こ

れを追加する。 

②-14，⑥-7【5 条 84】 

 

 

(a) 設置地盤及び地震応答性

状の相違等に起因する不等沈

下又は相対変位による影響 

イ. 不等沈下 

に用いる地震動又は地震力を

適用する。②-12，⑥-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波及的影響の評価に当たって

は，以下(1)～(4)をもとに，敷

地全体を俯瞰した調査・検討を

行い，耐震重要施設の安全機能

への影響がないことを確認す

る。②-13，⑥-6 

 

なお，原子力発電所の地震被

害情報をもとに，以下(1)～(4)

以外に検討すべき事項がない

かを確認し，新たな検討事項が

抽出された場合には，その観点

を追加する。②-14，⑥-7 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性

状の相違等に起因する不等沈

下又は相対変位による影響 

a. 不等沈下 

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（波及的影響の検討。） 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（波及的影響の検討。） 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（波及的影響の検討。） 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（波及的影響の検討。） 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 
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要求事項との対比表 

5 条-46 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設の設計に用いる

地震動又は地震力に対して，不

等沈下による耐震重要施設の

安全機能への影響 

 

 

ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる

地震動又は地震力に対して，下

位クラス施設と耐震重要施設

の相対変位による耐震重要施

設の安全機能への影響 

②-15，⑥-8【5 条 85】 

 

 

 

(b) 耐震重要施設と下位クラ

ス施設との接続部における相

互影響 

 

耐震重要施設の設計に用いる

地震動又は地震力に対して，耐

震重要施設に接続する下位ク

ラス施設の損傷による耐震重

要施設の安全機能への影響 

②-16，⑥-9【5 条 86】 

 

 

 

(c) 建屋内における下位クラ

ス施設の損傷，転倒及び落下等

による耐震重要施設への影響 

 

耐震重要施設の設計に用いる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設の設計に用い

る地震動又は地震力に対して

不等沈下により，耐震重要施設

の安全機能へ影響がないこと

を確認する。 

 

b. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用い

る地震動又は地震力による耐

震重要度分類の下位のクラス

に属する施設と耐震重要施設

の相対変位により，耐震重要施

設の安全機能へ影響がないこ

とを確認する。②-15，⑥-8 

 

 

(2) 耐震重要施設と耐震重要

度分類の下位のクラスに属す

る施設との接続部における相

互影響 

耐震重要施設の設計に用い

る地震動又は地震力に対して，

耐震重要施設に接続する耐震

重要度分類の下位のクラスに

属する施設の損傷により，耐震

重要施設の安全機能へ影響が

ないことを確認する。②-16，

⑥-9 

 

(3) 建屋内における耐震重要

度分類の下位のクラスに属す

る施設の損傷，転倒及び落下等

による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用い

・追加要求事項による差異あ

り。（波及的影響の検討。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（波及的影響の検討。） 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-47 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震動又は地震力に対して，建

屋内の下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下等による耐震重

要施設の安全機能への影響 

②-17，⑥-10【5 条 87】 

 

 

 

(d) 建屋外における下位クラ

ス施設の損傷，転倒及び落下等

による耐震重要施設への影響 

 

耐震重要施設の設計に用いる

地震動又は地震力に対して，建

屋外の下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下等による耐震重

要施設の安全機能への影響 

②-18，⑥-11【5 条 88】 

 

b. 建屋への地下水の影響 

建屋の耐震性を確保するため，

建屋周囲の地下水を排水でき

るよう 6 号機地下水排水設備

（サブドレンポンプ（容量

45m3/h/個，揚程 45m，原動機出

力 15kW/個，個数 4），水位検出

器（個数 10，検出範囲サブドレ

ンピット底面より＋230mm～＋

1000mm），排水配管等）（浸水防

護施設の設備で兼用（以下同

じ。））を設置する。なお，7号

機地下水排水設備（浸水防護施

設の設備で兼用）の一部（サブ

ドレンピット，集水管，サブド

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る地震動又は地震力に対して，

建屋内の耐震重要度分類の下

位のクラスに属する施設の損

傷，転倒及び落下等により，耐

震重要施設の安全機能へ影響

がないことを確認する。②-17，

⑥-10 

 

(4) 建屋外における耐震重要

度分類の下位のクラスに属す

る施設の損傷，転倒及び落下等

による耐震重要施設への影響 

a. 耐震重要施設の設計に用

いる地震動又は地震力に対し

て，建屋外の耐震重要度分類の

下位のクラスに属する施設の

損傷，転倒及び落下等により，

耐震重要施設の安全機能へ影

響がないことを確認する。②-

18，⑥-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り。（波及的影響の検討。） 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（波及的影響の検討。） 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・設計方針の明確化による差

異あり。 
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要求事項との対比表 

5 条-48 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レン管）を 6号機共用設備とし

て設置する。また，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，必

要な機能が保持できる設計と

する。 

6 号機地下水排水設備につい

ては，非常用ディーゼル発電設

備からの給電が可能な設計と

する。 

なお，地下水排水設備の影響範

囲はその機能を考慮した地下

水位を設定し，水圧の影響を考

慮する。 

⑨【5条 89】 
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【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-49 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

３ 耐震重要施設が設置許可基

準規則第四条第三項の地震によ

り生ずる斜面の崩壊によりその

安全性が損なわれるおそれがな

いよう、防護措置その他の適切

な措置を講じなければならな

い。⑦ 

 

【解釈】 

４ 第３項の規定は、設置許可基

準規則第４条第４項の規定に基

づき設置許可で確認した設計方

針に基づき、設置許可基準規則

第４条第３項の地震により斜面

の崩壊が生じるおそれがある場

合には、耐震重要施設の安全性

を損なわないよう、敷地内土木

工作物による斜面の保持等の措

置を講ずること及びその機能を

維持していることをいう。⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 地震による周辺斜面の

崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設については，基準

地震動Ｓｓによる地震力によ

り周辺斜面の崩壊の影響がな

いことが確認された場所に設

置する。 

⑦-1【5 条 90】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. 炉心内の燃料被覆材（燃料

被覆管）の放射性物質の閉じ込

めの機能については，以下のと

おり設計する。 

弾性設計用地震動による地震

力又は静的地震力のいずれか

大きい方の地震力に対して，炉

心内の燃料被覆管の応答が全

体的におおむね弾性状態に留

まるように設計する。 

基準地震動による地震力に対

して，放射性物質の閉じ込めの

機能に影響を及ぼさないよう

に設計する。⑩-1 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

b. 耐震重要施設の設計に用

いる地震動又は地震力に対し

て，耐震重要施設の周辺斜面が

崩壊しないことを確認する。◇9

(⑦-1) 

 

なお，上記(1)～(4)の検討に

当たっては，溢水，火災の観点

からも波及的影響がないこと

を確認する。 

上記の観点で検討した耐震

重要施設に対して，波及的影響

を考慮する施設を，第 1.4.1－

1 表中に「波及的影響を考慮す

べき施設」として記載する。◇4  

 

1.4.1.6  構造計画と配置計

画 

設計基準対象施設の構造計

画及び配置計画に際しては，地

震の影響が低減されるように

考慮する。 

建物・構築物は，原則として

剛構造とし，重要な建物・構築

物は，地震力に対し十分な支持

性能を有する地盤に支持させ

る。剛構造としない建物・構築

物は，剛構造と同等又はそれを

上回る耐震安全性を確保する。

◇3  

機器・配管系は，応答性状を

適切に評価し，適用する地震力

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。（斜面の崩壊に対する設計

方針。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-1 引用元：P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-50 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に対して構造強度を有する設

計とする。配置に自由度のある

ものは，耐震上の観点からでき

る限り重心位置を低くし，か

つ，安定性のよい据付け状態に

なるよう配置する。 

また，建物・構築物の建屋間

相対変位を考慮しても，建物・

構築物及び機器・配管系の耐震

安全性を確保する設計とする。 

耐震重要度分類の下位のクラ

スに属する施設は原則，耐震重

要施設に対して離隔をとり配

置する若しくは，基準地震動に

対し構造強度を保つようにし，

耐震重要施設の安全機能を損

なわない設計とする。◇3  

 

1.4.1.7  手順等 

建物の補助壁を耐震壁とし

て考慮する場合，耐震性能を維

持するため，補助壁は，耐震壁

と同等の維持管理を行う運用

とする。◇12  

 

1.4.3  主要施設の耐震構造 

1.4.3.1  原子炉建屋 

原子炉建屋は，地上 4階，地

下 3階建で，平面が約 57m（南

北方向）×約 60m（東西方向）

の鉄筋コンクリート造（一部鉄

骨鉄筋コンクリート造及び鉄

骨造）の建物である。 

最下階床面からの高さは約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-51 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58m で地上高さは約 38m であ

る。 

建物中央部には鉄筋コンク

リート製原子炉格納容器があ

り，鉄筋コンクリート造の基礎

版上に設置し原子炉建屋と一

体構造としている。その外側に

外壁である原子炉建屋側壁が

ある。 

これらは，原子炉建屋の主要

な耐震壁を構成している。ま

た，それぞれ壁の間は強固な床

版で一体に連結し，全体として

剛な構造としている。◇7  

 

1.4.3.2  タービン建屋 

タービン建屋は，地上 2 階

(一部 3階)，地下 2階建で平面

が約 97m（南北方向）×約 82m

（東西方向）の鉄筋コンクリー

ト造（一部鉄骨鉄筋コンクリー

ト造及び鉄骨造）の建物であ

る。 

建物の内部は，多くの遮蔽壁

をもち，剛性が高い。したがっ

て十分な耐震性を有する構造

となっている。◇7  

 

1.4.3.3  原子炉格納容器 

原子炉格納容器は，鋼製ライ

ナを内張りした鉄筋コンクリ

ート造であり，原子炉圧力容器

を取り囲む円筒型ドライウェ

ル，円筒型サプレッション・チ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-52 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ェンバ及び基礎版等で構成さ

れ，容器の主要寸法は，円筒部

直径が約 29m，全高が約 36m で

ある。 

内部にはドライウェルとサ

プレッション・チェンバを仕切

る鉄筋コンクリート造のダイ

ヤフラム・フロアがある。 

原子炉格納容器は，原子炉建

屋床版，使用済燃料プール，キ

ャスク・ピット，蒸気乾燥器・

気水分離器ピット等と一体に

しているので，原子炉圧力容器

から原子炉格納容器に伝えら

れる地震力及び原子炉格納容

器にかかる地震力を，原子炉建

屋耐震壁とともに負担する構

造である。◇7  

1.4.3.4  原子炉圧力容器 

原子炉圧力容器は，内径約

7.1m，内高約 21m，重量は原子

炉圧力容器内部構造物，原子炉

冷却材及び燃料集合体を含め

て約 1,900t である。 

この容器は，胴下部の鋼製ス

カートで支持し，スカートは鋼

製円筒形基礎にアンカ・ボルト

で接続されている。原子炉圧力

容器は上部を，その外周の円筒

状原子炉遮蔽壁頂部でスタビ

ライザによって水平方向に支

持する。スタビライザはプリコ

ンプレッションによって原子

炉圧力容器を締めつけており

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-53 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震力に対し原子炉圧力容器

の上部を横方向に支持してい

る。なお，原子炉圧力容器の熱

膨張によってこのプリコンプ

レッションが弛緩して零にな

らないようにする。◇7  

 

1.4.3.5  原子炉圧力容器内

部構造物 

炉心に作用する水平力は，ス

テンレス鋼製の炉心シュラウ

ドで支持する。 

炉心シュラウドは円筒形を

した構造でシュラウド支持脚

を介して原子炉圧力容器の下

部に溶接する。燃料集合体に作

用する水平力は，上部格子板及

び炉心支持板を通して炉心シ

ュラウドに伝える。燃料集合体

は，ジルカロイ製の細長いチャ

ンネル・ボックスに納める。燃

料棒は，過度の変形を生ずるこ

とがないように，燃料集合体頂

部及び底部のタイ・プレートで

押さえ，中間部もスペーサによ

って押さえる。 

気水分離器は，シュラウド・

ヘッドに取り付けられたスタ

ンド・パイプに溶接する。蒸気

乾燥器は，原子炉圧力容器に付

けたブラケットで支持する。 

10 台の冷却材再循環ポンプ

は，炉心シュラウドの外周下端

に配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-54 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷却材再循環ポンプ・モータ

ケーシングは，原子炉圧力容器

と一体構造とする。冷却材再循

環ポンプは，ケーシングにより

原子炉圧力容器下鏡部で支持

する。 

制御棒駆動機構ハウジング

は，上部は原子炉圧力容器底部

のスタブ・チューブに溶接し，

下部は地震力に対しハウジン

グ・サポートで支持し，地震力

に対しても十分な強度を持つ

ように設計する。◇7  

 

1.4.3.6  その他 

その他の機器・配管について

は，運転荷重，地震荷重，熱膨

脹による荷重を考慮して，必要

に応じてスナバ，リジットハン

ガ，その他の支持装置を使用し

て耐震的にも熱的にも安全な

設計とする。◇7  

 

1.4.4  地震検知による耐震

安全性の確保 

(1) 地震感知器 

安全保護系の一つとして地

震感知器を設け，ある程度以上

の地震が起こった場合に原子

炉を自動的に停止させる。スク

ラム設定値は弾性設計用地震

動の加速度レベルに余裕を持

たせた値とする。安全保護系

は，フェイル・セーフ設備とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-55 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るが，地震以外のショックによ

って原子炉をスクラムさせな

いよう配慮する。 

地震感知器は，基盤の地震動

をできるだけ直接的に検出す

るため建屋基礎版の位置，また

主要な機器が配置されている

代表的な床面に設置する。な

お，設置に当たっては試験及び

保守が可能な原子炉建屋の適

切な場所に設置する。◇8  

 

(2) 地震観測等による耐震性

の確認 

発電用原子炉施設のうち安

全上特に重要なものに対して

は，地震観測網を適切に設置

し，地震観測等により振動性状

の把握を行い，それらの測定結

果に基づく解析等により施設

の機能に支障のないことを確

認していくものとする。 

地震観測を継続して実施す

るために，地震観測網の適切な

維持管理を行う。◇8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-56 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

５ 兼用キャスクは、設置許可

基準規則第四条第六項に規定す

る地震力に対してその安全性が

損なわれるおそれがないように

施設しなければならない。⑪ 

【解釈】 

６ 第５項の規定は、設置許可基

準規則第４条第６項の規定に基

づき設置許可で確認した設計方

針に基づき、兼用キャスクが、同

項の地震力に対し、施設の機能

を維持していること又は構造強

度を確保していることをいう。

⑪ 

６ 兼用キャスクが設置許可基

準規則第四条第七項の地震によ

り生ずる斜面の崩壊によりその

安全性が損なわれるおそれがな

いよう、防護措置その他の適切

な措置を講じなければならな

い。⑪ 

【解釈】 

７ 第６項の規定は、設置許可基

準規則第４条第７項の規定に基

づき設置許可で確認した設計方

針に基づき、同項の斜面の崩壊

が生じるおそれがある場合に

は、兼用キャスクの安全性を損

なわないよう、敷地内土木工作

物による斜面の保持等の措置を

講ずること及びその機能を維持

していることをいう。⑪ 

― 以 下 余 白 ― 

新規追加要求事項のため， 

記載なし。 

 

 

 

 

 

 使用済燃料を貯蔵する兼用

キャスクは保有しない。 

⑪【5条 91】 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯

蔵施設 

2. 燃料貯蔵設備 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

  



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-57 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-58 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

    

 

  

  

⑤-24 

第
2
.
1
.
1
表

 
設
計
基
準
対
象
施
設
の
ク
ラ
ス
別
施
設

(
2
/5
) 

第
2
.
1
.
1
表
 
設
計
基
準
対
象
施
設
の
ク
ラ
ス
別
施
設

(
2
/5
) 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-59 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-60 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

5 条-61 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

④-16 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
様式-6 

5 条－1 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

各条文の設計の考え方                                

第 5 条（地震による損傷の防止） 

1. 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

① 
設計基準対象施設の

耐震設計の基本方針 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
1 項 1 b,c,d,e,f 

② 

基準地震動に対する

耐震重要施設の耐震

設計の基本方針 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
2 項 2,3 b,c,d,e,f 

③ 耐震重要度分類 

設計基準対象施設の耐震設計にお

ける耐震重要度分類について記載

する。 

1 項 

2 項 
1,2 c 

④ 地震力の算定方法 

設計基準対象施設の耐震設計にお

ける設計用地震力の算定方法につ

いて記載する。 

1 項 

2 項 
1,2 c 

⑤ 
荷重の組合せと許容

限界 

設計基準対象施設の耐震設計にお

いて考慮すべき荷重の組合せと適

用する許容限界について記載する。 

1 項 

2 項 
1,2 a,c 

⑥ 

設計における留意事

項のうち，各段階にお

ける波及的影響の評

価方針 

波及的影響評価について，設計及び

工事の段階における調査・検討内容

等を記載するとともに，波及的影響

防止のため現場の維持管理を保安

規定に定める旨を記載する。 

2 項 2 c 

⑦ 

設計基準対象施設の

地震による周辺斜面

の崩壊に対する設計

方針 

設置（変更）許可を受けた，周辺斜

面の崩壊の影響がないことが確認

された場所に設置する旨を記載す

る。 

3 項 4 c 

⑧ 

基 礎 地 盤 傾 斜 が

1/2000 を上回る場合

の基本方針 

基礎地盤及び周辺斜面の安定性評

価に係る審査ガイドに関する要求

事項を受けている内容を記載する。 

― ― c 

⑨ 
建屋への地下水の影

響に関する設計方針 

建屋の耐震性を確保するため，建屋

周囲の地下水を排水できるよう排

水設備を設置する旨を記載する。 

― ― c 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
様式-6 

5 条－2 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

⑩ 

炉心内の燃料被覆材

の基準地震動に対す

る設計方針 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
4 項 5 c 

⑪ 

兼用キャスクの安全

性を損なわない設計

方針 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

なお，兼用キャスクを用いた使用済

燃料の貯蔵設備を設置しない旨を

記載する。 

5 項 

6 項 
6,7 ― 

⑫ 
震源を特定せず策定

する地震動 

設計基準対象施設の耐震設計にお

ける標準応答スペクトルに対する

設計方針について記載する。 

2 項 2,3 c 

 2. 設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

□1  
発電用原子炉施設の

耐震設計方針 

設置許可基準規則への適合性の方針を示すものであり，別

途，技術基準規則への適合性の方針を記載するため，記載

しない。 

― 

□2  

基準地震動Ｓｓ及び

弾性設計用地震動Ｓ

ｄの策定方針 

設置変更許可申請書で担保されている事項であるため，記

載しない。 
― 

□3  
設置許可添八との重

複記載 

設置許可添八の記載の方がより適切であり，設置許可添八

の記載を採用するため記載しない。 
― 

 3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

◇1  
発電用原子炉施設の

耐震設計方針 

設置許可基準規則への適合性の方針を示すものであり，別

途，技術基準規則への適合性の方針を記載するため，記載

しない。 

― 

◇2  他条文に関する記載 
第 4条に記載する内容であり，第 4条にて同趣旨の内容を

整理するため記載しない。 
― 

◇3  
設計基準対象施設の

構造計画・配置計画 

地震の影響を低減するための構造計画と配置計画につい

ては，別途詳細に記載しているため，概要は記載しない。 
c 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
様式-6 

5 条－3 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

◇4  
波及的影響を考慮す

べき施設 

耐震重要度分類を示したクラス別施設表を基本設計方針

に記載するにあたり，波及的影響を考慮すべき施設を基本

設計方針に記載した場合，抽出の都度，設計及び工事計画

認可申請が必要となり，合理的でないため，添付書類に記

載し，機器設置時等における波及的影響の防止について

は，保安規定にて担保する。波及的影響を考慮すべき施設

に適用する地震動及びその評価については添付書類に記

載する。また，溢水及び火災の観点から抽出した施設の溢

水評価及び火災評価について，それぞれ第 12 条及び第 7

条に記載するため，記載しない。 

c 

◇5  

基準地震動Ｓｓ及び

弾性設計用地震動Ｓ

ｄの策定方針 

設置変更許可申請書で担保されている事項であるため，記

載しない。 
― 

◇6  

荷重の組合せ上の留

意事項（水平 2方向

と鉛直方向の組合せ

に関する記載を除

く。） 

第 5条の要求事項ではないため記載しない。なお，添付書

類に，荷重の組合せにおいて，評価を代表できるケース等

の留意事項について記載する。 

c 

◇7  主要施設の耐震構造 
主要施設の構造に関する記載であり，当該構造を踏まえた

耐震性については添付書類に記載するため，記載しない。 
c 

◇8  
地震検知による耐震

安全性の確保 

地震感知器及び地震トリップ設定値については，建設工認

の添付書類を踏襲し，地震トリップ設定値は設計用地震動

Ｓ１を基に設定しており，今回設定したＳｄはＳ１の応答ス

ペクトルをおおむね下回らないよう配慮していることか

ら記載しない。 

また，地震観測網は，耐震技術の向上に役立てる知見を収

集することを目的として，地震時の地盤及び施設の揺れの

観測データを収集するために設置している。得られた観測

データを基に，地震動評価及び耐震設計上の影響検討を行

った上で，地震動評価及び施設の耐震設計に反映すべき知

見と判断された場合は，それらを生かしていくものであ

る。 

以上を踏まえ，地震観測を継続して実施するために，地震

観測網の維持管理については，保安規定にて担保する。 

― 

◇9  
設置許可本文との重

複記載 

設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載し

ない。 
― 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 5条 地震による損傷の防止】 
様式-6 

5 条－4 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

◇10  
設置許可添八内の重

複記載 

設置許可添八内にある同趣旨の記載を採用するため記載

しない。 
― 

◇11  

重大事故等対処施設

を津波から防護する

ための津波防護施設

等に対する設計方針 

基本設計方針では設計基準対象施設と重大事故等対処施

設の耐震設計方針を合わせて記載しており，津波防護施設

等に対する設計方針はＤＢとＳＡで変わらないため，ＳＡ

については特記しない。 

― 

◇12  運用，手順 保安規定で対応するため記載しない。 ― 

4. 詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

a 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 

b 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

c 耐震性に関する説明書 

d 原子炉本体の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 

e 排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 

f 原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 

※ 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-1 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

（地震による損傷の防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五十条 重大事故等対処施設

は、次に掲げる施設の区分に応

じ、それぞれ次に定めるところ

により施設しなければならな

い。① 

 

【解釈】 

第５０条（地震による損傷の防

止） 

１ 第５０条の適用に当たって

は、第５条の解釈に準ずるもの

とする。 

①，②，③，④，⑥，⑦，⑧，⑨，

⑩，⑭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 自然現象 

2.1 地震による損傷の防止 

2.1.1 耐震設計 

(1) 耐震設計の基本方針①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震設計は，以下の項目に従って行う。 

①-2【50 条 1】 

 

 

イ 発電用原子炉施設の位置 

6 号及び 7号炉 

(1) 敷地の面積及び形状 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設については，基準地震動によ

る地震力によって生じるおそれがある周

辺の斜面の崩壊に対して，重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるお

それがない場所に設置する。⑩-1 

 

ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

6 号及び 7号炉 

(1) 耐震構造 

本発電用原子炉施設は，次の方針に基づき

耐震設計を行い，設置許可基準規則に適合

するように設計する。□1  

 

 

(ⅱ)重大事故等対処施設の耐震設計□2 (①

-1) 

重大事故等対処施設については，設計基

準対象施設の耐震設計における動的地震

力又は静的地震力に対する設計方針を踏

襲し，重大事故等対処施設の構造上の特

徴，重大事故等における運転状態及び重大

事故等時の状態で施設に作用する荷重等

を考慮し，適用する地震力に対して重大事

故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないことを目的として，設

備分類に応じて，以下の項目に従って耐震

設計を行う。①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.4  耐震設計 

発電用原子炉施設の耐震設計は，「設置

許可基準規則」に適合するように，「1.4.1 

設計基準対象施設の耐震設計」，「1.4.2 

重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.4.3 

主要施設の耐震構造」及び「1.4.4 地震

検知による耐震安全性の確保」に従って行

う。◇1  

 

1.4.2  重大事故等対処施設の耐震設計 

1.4.2.1  重大事故等対処施設の耐震設

計の基本方針①-1 

重大事故等対処施設については，設計基

準対象施設の耐震設計における動的地震

力又は静的地震力に対する設計方針を踏

襲し，重大事故等対処施設の構造上の特

徴，重大事故等における運転状態，重大事

故等時の状態で施設に作用する荷重等を

考慮し，適用する地震力に対して重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないことを目的として，設備

分類に応じて，以下の項目に従って耐震設

計を行う。◇5 (①-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

2.1.1 耐震設計 

（以下同様の施設区分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-2 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 常設耐震重要重大事故防止

設備が設置される重大事故等対

処施設（特定重大事故等対処施

設を除く。）基準地震動による地

震力に対して重大事故に至るお

それがある事故に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそ

れがないこと。 

①，②，⑥，⑦，⑧，⑨，⑭ 

 

 

 

 

a. 重大事故等対処施設については，施設

の各設備が有する重大事故等に対処する

ために必要な機能及び設置状態を踏まえ

て，常設耐震重要重大事故防止設備が設置

される重大事故等対処施設（特定重大事故

等対処施設を除く。以下同じ。），常設耐震

重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除く。以

下同じ。），常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設（特定重大事故等

対処施設を除く。以下同じ。），常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）が設置される

重大事故等対処施設（特定重大事故等対処

施設を除く。以下同じ。），常設重大事故緩

和設備（設計基準拡張）が設置される重大

事故等対処施設（特定重大事故等対処施設

を除く。以下同じ。）及び可搬型重大事故

等対処設備に分類する。 

①【50 条 2】 

 

b. 重大事故等対処施設のうち，常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故

防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属

する耐震重要度分類がＳクラスのもの）が

設置される重大事故等対処施設は，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故

に至るおそれがある事故に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがない

設計とする。 

②-1【50 条 3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設（特定重大事

故等対処施設を除く。） 

基準地震動による地震力に対して，重大

事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれが

ないように設計する。◇5 (②-1) 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1 引用元：P12 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-3 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
二 常設耐震重要重大事故防止

設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設

を除く。）設置許可基準規則第四

条第二項の規定により算定する

地震力に十分に耐えること。 

①，③，⑥，⑦，⑧ 

【解釈】 
２ 第１項第２号に規定する「設

置許可基準規則第４条第２項の

規定により算定する地震力」と

は、設置許可基準規則解釈第３

 

建物・構築物については，構造物全体とし

ての変形能力（終局耐力時の変形）に対し

て十分な余裕を有し，建物・構築物の終局

耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計

とする。機器・配管系については，その施

設に要求される機能を保持する設計とし，

塑性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し，その施設に要求さ

れる機能に影響を及ぼさない，また，動的

機器等については，基準地震動Ｓｓによる

応答に対して，その設備に要求される機能

を保持する設計とする。なお，動的機能が

要求される機器については，当該機器の構

造，動作原理等を考慮した評価を行い，既

往の研究等で機能維持の確認がなされた

機能確認済加速度等を超えていないこと

を確認する。 

②-2【50 条 4】 

 

c. 重大事故等対処施設のうち，常設耐震

重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処

施設は，代替する機能を有する設計基準事

故対処設備が属する耐震重要度分類のク

ラスに適用される地震力に十分に耐える

ことができる設計とする。 

③-1【50 条 5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設（特定重大事故等対処施

設を除く。） 

代替する機能を有する設計基準事故対処

設備が属する耐震重要度分類のクラスに

適用される地震力に十分に耐えることが

できるように設計する。③-1 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-2 引用元：P12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-4 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

９条２の地震力とする。 

①，③，⑥，⑦，⑧ 

 

三 常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設

（特定重大事故等対処施設を除

く。）基準地震動による地震力に

対して重大事故に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそ

れがないこと。 

①，④，⑥，⑦，⑧，⑨，⑭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設と常設重大事故緩和設備

又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡

張）が設置される重大事故等対処施設の両

方に属する重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用す

るものとする。 

③-2，④-1【50 条 6】 

 

d. 重大事故等対処施設のうち，常設重大

事故緩和設備又は常設重大事故緩和設備

（設計基準拡張）が設置される重大事故等

対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，重大事故に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがない設計と

する。 

④-2【50 条 7】 

 

建物・構築物については，構造物全体とし

ての変形能力（終局耐力時の変形）に対し

て十分な余裕を有し，建物・構築物の終局

耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計

とする。機器・配管系については，その施

設に要求される機能を保持する設計とし，

塑性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し，その施設に要求さ

れる機能に影響を及ぼさない，また，動的

機器等については，基準地震動Ｓｓによる

応答に対して，その設備に要求される機能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 常設重大事故緩和設備又は常設重大

事故緩和設備（設計基準拡張）が設置され

る重大事故等対処施設（特定重大事故等対

処施設を除く。） 

基準地震動による地震力に対して，重大

事故に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないように設計する。◇5

(④-2) 

なお，本施設と(2)の両方に属する重大

事故等対処施設については，基準地震動に

よる地震力を適用するものとする。③-2，

④-1，③-4，④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-2 引用元：P14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-5 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を保持する設計とする。なお，動的機能が

要求される機器については，当該機器の構

造，動作原理等を考慮した評価を行い，既

往の研究等で機能維持の確認がなされた

機能確認済加速度等を超えていないこと

を確認する。 

④-3【50 条 8】 

 

e. 重大事故等対処施設のうち，常設重大

事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類がＢクラス又は

Ｃクラスのもの）が設置される重大事故等

対処施設は，当該設備が属する耐震重要度

分類のクラスに適用される地震力に十分

に耐えることができる設計とする。 

③-3【50 条 9】 

 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類がＢクラ

ス又はＣクラスのもの）が設置される重大

事故等対処施設と常設重大事故緩和設備

又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡

張）が設置される重大事故等対処施設の両

方に属する重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用す

るものとする。 

③-4，④-4【50 条 10】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 常設重大事故防止設備（設計基準拡

張）が設置される重大事故等対処施設（特

定重大事故等対処施設を除く。） 

当該設備が属する耐震重要度分類のク

ラスに適用される地震力に十分に耐える

ことができるように設計する。③-3 

 

(5) 可搬型重大事故等対処設備 

地震による周辺斜面の崩壊，溢水，火災

等の影響を受けない場所に適切に保管す

る。◇5 (⑤-2) 

 

(6) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備又は常設重大事故緩和

設備（設計基準拡張）が設置される重大事

故等対処施設については，基準地震動によ

る地震力が作用した場合においても，接地

圧に対する十分な支持力を有する地盤に

設置する。◇2  

また，常設耐震重要重大事故防止設備以

外の常設重大事故防止設備が設置される

重大事故等対処施設については，代替する

機能を有する設計基準事故対処設備が属

する耐震重要度分類のクラスに適用され

る地震力，常設重大事故防止設備（設計基

準拡張）が設置される重大事故等対処施設

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-3 引用元：P14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-4，④-4 引用元：P4 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-6 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

四 特定重大事故等対処施設 設
置許可基準規則第四条第二項の

規定により算定する地震力に十

分に耐え、かつ、基準地震動によ

る地震力に対して重大事故等に

対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないこと。⑬ 

【解釈】 
３ 第１項第４号に規定する「設

置許可基準規則第４条第２項の

規定により算定する地震力」と

は、設置許可基準規則解釈第３

９条３の地震力とする。⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. なお，特定重大事故等対処施設に該当

する施設は本申請の対象外である。 

⑬【50 条 11】 

 

 

g. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設については，基準

地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力は，水平 2方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定するもの

とする。 

②-3，④-5【50 条 12】 

 

h. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の土木構造物は，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重

大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがない設計とする。 

②-4，④-6【50 条 13】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

については，当該設備が属する耐震重要度

分類のクラスに適用される地震力が作用

した場合においても，接地圧に対する十分

な支持力を有する地盤に設置する。◇2  

 

 

 

 

 

(7) 重大事故等対処施設に適用する動的

地震力は，水平 2方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定するものとす

る。なお，水平 2方向及び鉛直方向の地震

力が同時に作用し，影響が考えられる施

設，設備については許容限界の範囲内に留

まることを確認する。②-3，④-5 

 

 

 

 

 

(8) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の土木構造物は，

基準地震動による地震力に対して，重大事

故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないように設計する。②-

4，④-6 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 
・特定重大事故等対処施設は，

経過措置での対応とするた

め，本工事の計画対象外。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-7 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備並びに浸水防止設備又は津波監

視設備が設置された建物・構築物は，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して，構造物

全体としての変形能力（終局耐力時の変

形）について十分な余裕を有するととも

に，それぞれの施設及び設備に要求される

機能が保持できる設計とする。 

②-5，③-5，④-7，⑤-1【50 条 14】 

 

 

 

 

j. 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設は，代替する機能を有す

る設計基準事故対処設備が属する耐震重

要度分類のクラスに適用される「第 5 条

(1) 耐震設計の基本方針」に示す地震力

に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲

で耐えられる設計とする。 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類がＢクラ

ス又はＣクラスのもの）が設置される重大

事故等対処施設は，当該設備が属する耐震

重要度分類のクラスに適用される「第 5条

(1) 耐震設計の基本方針」に示す地震力

に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲

で耐えられる設計とする。 

③【50 条 15】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 重大事故等対処施設を津波から防護

するための津波防護施設，浸水防止設備及

び津波監視設備並びに浸水防止設備が設

置された建物・構築物は，基準地震動によ

る地震力に対して，それぞれの施設及び設

備に要求される機能が保持できるように

設計することとし，「1.4.1 設計基準対象

施設の耐震設計」に示す津波防護施設，浸

水防止設備及び津波監視設備並びに浸水

防止設備が設置された建物・構築物の設計

方針に基づき設計する。②-5，③-5，④-

7，⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-8 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設は，それら以外の

発電所内及びその周辺にある施設（資機材

等含む。）の波及的影響によって，重大事

故等に対処するために必要な機能を損な

わない設計とする。 

②-6，④-8，⑨-1【50 条 16】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. 可搬型重大事故等対処設備について

は，地震による周辺斜面の崩壊等の影響を

受けないように「5.1.2 多様性，位置的

分散等」に基づく設計とする。 

⑤-2【50 条 17】 

 

 

 

 

m. 緊急時対策所の耐震設計の基本方針

については，「(6)緊急時対策所」に示す。 

②-7，④-9【50 条 18】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設が，Bクラス及び

Cクラスの施設，常設耐震重要重大事故防

止設備以外の常設重大事故防止設備又は

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類が B クラ

ス又は Cクラスのもの）が設置される重大

事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設

備，常設重大事故防止設備及び常設重大事

故緩和設備並びに常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）及び常設重大事故緩和設

備（設計基準拡張）のいずれにも属さない

常設の重大事故等対処施設の波及的影響

によって，重大事故等に対処するために必

要な機能を損なわないように設計する。②

-6，④-8，⑨-1 

 

 

 

 

 

(11)重大事故等対処施設の構造計画及び

配置計画に際しては，地震の影響が低減さ

れるように考慮する。◇3  

 

(12)緊急時対策所の耐震設計の基本方針

については，「1.4.2.7 緊急時対策所」に

示す。②-7，④-9 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-2 引用元：P14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-9 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設については，地盤

変状が生じた場合においても，重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがないよう，適切な対策を講ずる

設計とする。②，④【50条 19】 

 

o. 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類がＳクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設等は，地震動及び

地殻変動による基礎地盤の傾斜が基本設

計段階の目安値である 1/2000 を上回る場

合，傾斜に対する影響を地震力に考慮す

る。 

⑪-1【50 条 20】 

 

p. 重大事故等対処施設（当該施設が機能

を維持するために必要な施設等を含む。）

のうち，耐震設計等に基準地震動Ｓｓを用

いる施設等は，周期 1.7 秒以上に鉛直方向

の固有周期を有しない設計とする。 

⑭-1，②，④【50条 94】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13)常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設は，地震動及び地

殻変動による基礎地盤の傾斜が基本設計

段階の目安値である 1/2,000 を上回る場

合，傾斜に対する影響を地震力に考慮す

る。⑪-1 

 

 

(14) 重大事故等対処施設（当該施設が機

能を維持するために必要な施設等を含む）

のうち，耐震設計等に基準地震動を用いる

施設等は，周期 1.7 秒以上に鉛直方向の固

有周期を有しない設計とする。⑭-1 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。

（添付書類六にて基礎地盤に

対する安全性評価を実施済

み。その他の地盤変状に対す

る設計方針を記載。） 
・要求事項に対する設計の明

確化。 
 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。（「基礎地盤及び周辺斜

面の安定性評価に係る審査ガ

イド」の要求事項に対する記

載。） 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-10 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等対処施設の施設区分 

a. 重大事故等対処施設の設備の分類 

重大事故等対処施設について，施設の各設

備が有する重大事故等に対処するために

必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下

の設備分類に応じて設計する。 

⑥-1【50 条 21】 

 

(a) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故に至

るおそれがある事故が発生した場合であ

って，設計基準事故対処設備の安全機能又

は使用済燃料貯蔵プールの冷却機能若し

くは注水機能が喪失した場合において，そ

の喪失した機能（重大事故に至るおそれが

ある事故に対処するために必要な機能に

限る。）を代替することにより重大事故の

発生を防止する機能を有する設備であっ

て常設のもの 

⑥-2【50 条 22】 

 

イ. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要

施設に属する設計基準事故対処設備が有

する機能を代替するもの 

⑥-3【50 条 23】 

 

ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，イ.以外

のもの 

⑥-4【50 条 24】 

 

 

a. 重大事故等対処施設について，施設の

各設備が有する重大事故等に対処するた

めに必要な機能及び設置状態を踏まえて

(a)，(b)，(c)，(d)及び(e)のとおり分類

し，以下の設備分類に応じて設計する。⑥

-1 

 

 

(a) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故に

至るおそれがある事故が発生した場合で

あって，設計基準事故対処設備の安全機能

又は使用済燃料貯蔵プール（以下「使用済

燃料プール」という。）の冷却機能若しく

は注水機能が喪失した場合において，その

喪失した機能（重大事故に至るおそれがあ

る事故に対処するために必要な機能に限

る。）を代替することにより重大事故の発

生を防止する機能を有する設備であって

常設のもの⑥-2 

 

(a-1) 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重

要施設に属する設計基準事故対処設備が

有する機能を代替するもの⑥-3 

 

 

(a-2) 常設耐震重要重大事故防止設備以

外の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，(a-1)

以外のもの⑥-4 

 

 

 

1.4.2.2  重大事故等対処設備の設備分

類 

重大事故等対処設備について，施設の各

設備が有する重大事故等に対処するため

に必要な機能及び設置状態を踏まえて，以

下の区分に分類する。◇5 (⑥-1) 

 

 

(1) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故に

至るおそれがある事故が発生した場合で

あって，設計基準事故対処設備の安全機能

又は使用済燃料プールの冷却機能若しく

は注水機能が喪失した場合において，その

喪失した機能（重大事故に至るおそれがあ

る事故に対処するために必要な機能に限

る。）を代替することにより重大事故の発

生を防止する機能を有する設備であって

常設のもの◇5 (⑥-2) 

 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重

要施設に属する設計基準事故対処設備が

有する機能を代替するもの◇5 (⑥-3) 

 

 

b. 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，a．以

外のもの◇5 (⑥-4) 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-11 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発

生した場合において，当該重大事故の拡大

を防止し，又はその影響を緩和するための

機能を有する設備であって常設のもの 

⑥-5【50 条 25】 

 

(c) 常設重大事故防止設備（設計基準拡

張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に

機能を期待する設備であって，重大事故の

発生を防止する機能を有する(a)以外の常

設のもの 

⑥-6【50 条 26】 

 

(d) 常設重大事故緩和設備（設計基準拡

張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に

機能を期待する設備であって，重大事故の

拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する(b)以外の常設のもの 

⑥-7【50 条 27】 

 

(e) 可搬型重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備であって可搬型のも

の 

⑥-8【50 条 28】 

 

重大事故等対処設備のうち，耐震評価を行

う主要設備の設備分類について，第 2.1.2

表に示す。 

⑥-9【50 条 29】 

 

 

(b) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が

発生した場合において，当該重大事故の拡

大を防止し，又はその影響を緩和するため

の機能を有する設備であって常設のもの

⑥-5 

 

(c) 常設重大事故防止設備（設計基準拡

張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時

に機能を期待する設備であって，重大事故

の発生を防止する機能を有する(a-1)及び

(a-2)以外の常設のもの⑥-6 

 

 

(d) 常設重大事故緩和設備（設計基準拡

張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に

機能を期待する設備であって，重大事故の

拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する(b)以外の常設のもの⑥

-7 

 

(e) 可搬型重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備であって可搬型の

もの⑥-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が

発生した場合において，当該重大事故の拡

大を防止し，又はその影響を緩和するため

の機能を有する設備であって常設のもの

◇5 (⑥-5) 

 

(3) 常設重大事故防止設備（設計基準拡

張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時

に機能を期待する設備であって，重大事故

の発生を防止する機能を有する（1）以外

の常設のもの◇5 (⑥-6) 

 

 

(4) 常設重大事故緩和設備（設計基準拡

張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時

に機能を期待する設備であって，重大事故

の拡大を防止し，又はその影響を緩和する

ための機能を有する（2）以外の常設のも

の◇5 (⑥-7) 

 

(5) 可搬型重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備であって可搬型の

もの◇5 (⑥-8) 

 

 

重大事故等対処設備のうち，耐震評価を

行う主要設備の設備分類について，第

1.4.2－1表に示す。⑥-9 

 

 

 

・差異なし。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

・差異なし。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

・差異なし。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-12 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の

方法による。 

⑦-1【50 条 30】 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当

該設備が属する耐震重要度分類が S クラ

スのもの）が設置される重大事故等対処施

設は，基準地震動による地震力に対して，

重大事故に至るおそれがある事故に対処

するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないように設計する。②-1 建物・構

築物については，構造物全体としての変形

能力（終局耐力時の変形）について十分な

余裕を有し，建物・構築物の終局耐力に対

し妥当な安全余裕を有するように設計す

る。機器・配管系については，その施設に

要求される機能を保持するように設計し，

塑性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し，その施設に要求さ

れる機能に影響を及ぼさないように，ま

た，動的機器等については，基準地震動に

よる応答に対して，その設備に要求される

機能を保持するように設計する。②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.3  地震力の算定方法 

重大事故等対処施設の耐震設計に用い

る地震力の算定方法は，「1.4.1.3 地震力

の算定方法」に示す設計基準対象施設の静

的地震力，動的地震力及び設計用減衰定数

について，以下のとおり適用する。⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-13 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 静的地震力 

重大事故等対処施設については，常設耐震

重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処

施設に，代替する機能を有する設計基準事

故対処設備が属する耐震重要度分類のク

ラスに適用される静的地震力を，常設重大

事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類がＢクラス又は

Ｃクラスのもの）が設置される重大事故等

対処施設に，当該設備が属する耐震重要度

分類のクラスに適用される静的地震力を，

それぞれ適用する。 

⑦-2，⑦-3【50 条 31】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設は，代替する機能を有す

る設計基準事故対処設備が属する耐震重

要度分類のクラスに適用される地震力に

十分に耐えることができるように設計す

る。常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類が B

クラス又は Cクラスのもの）が設置される

重大事故等対処施設は，当該設備が属する

耐震重要度分類のクラスに適用される地

震力に十分に耐えることができるように

設計する。⑦-2なお，Bクラス施設の機能

を代替する常設耐震重要重大事故防止設

備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設のうち，共振のお

それのある施設又は常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類が B クラス又は C クラスの

もの）が設置される重大事故等対処施設が

属する耐震重要度分類が B クラスのもの

のうち，共振のおそれのある施設について

は，弾性設計用地震動に 2分の 1を乗じた

地震動によりその影響についての検討を

行う。③-6建物・構築物及び機器・配管系

ともに，静的地震力に対しておおむね弾性

状態に留まる範囲で耐えられるように設

計する。建物・構築物については，発生す

る応力に対して，建築基準法等の安全上適

切と認められる規格及び基準による許容

応力度を許容限界とする。□2 (⑧-39)機器・

配管系については，発生する応力に対し

て，応答が全体的におおむね弾性状態に留

まるように設計する。□2 (⑧-45) 

(1) 静的地震力 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備又は常設重大事故

防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属

する耐震重要度分類が B クラス又は C ク

ラスのもの）が設置される重大事故等対処

施設について，「1.4.1.3 地震力の算定方

法」の「(1) 静的地震力」に示す Bクラス

又は C クラスの施設に適用する静的地震

力を適用する。⑦-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-14 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 動的地震力 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要

重大事故防止設備，常設重大事故緩和設

備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳ

クラスのもの）又は常設重大事故緩和設備

（設計基準拡張）が設置される重大事故等

対処施設については，基準地震動Ｓｓによ

る地震力を適用する。 

⑦-4【50 条 32】 

 

d. 常設重大事故緩和設備又は常設重大

事故緩和設備（設計基準拡張）が設置され

る重大事故等対処施設は，基準地震動によ

る地震力に対して，重大事故に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがな

いように設計する。④-2 建物・構築物に

ついては，構造物全体としての変形能力

（終局耐力時の変形）について十分な余裕

を有し，建物・構築物の終局耐力に対し妥

当な安全余裕を有するように設計する。機

器・配管系については，その施設に要求さ

れる機能を保持するように設計し，塑性ひ

ずみが生じる場合であっても，その量が小

さなレベルに留まって破断延性限界に十

分な余裕を有し，その施設に要求される機

能に影響を及ぼさないように，また，動的

機器等については，基準地震動による応答

に対して，その設備に要求される機能を保

持するように設計する。④-3 

 

e. 可搬型重大事故等対処設備は，地震に

よる周辺斜面の崩壊，溢水，火災等の影響

を受けない場所に適切に保管する。⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 動的地震力 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重

大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設について，

「1.4.1.3 地震力の算定方法」の「(2) 動

的地震力」に示す入力地震動を用いた地震

応答解析による地震力を適用する。⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-15 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備が設置される重大事

故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設の機

能を代替する共振のおそれのある施設，常

設重大事故防止設備（設計基準拡張）が設

置される重大事故等対処施設のうち，当該

設備が属する耐震重要度分類がＢクラス

で共振のおそれのある施設については，共

振のおそれのあるＢクラスの施設に適用

する地震力を適用する。 

⑦-5【50 条 33】 

 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大

事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設

計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事

故緩和設備（設計基準拡張）が設置される

重大事故等対処施設の土木構造物につい

ては，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用

する。 

⑦-6【50 条 34】 

 

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象

施設の既往評価を適用できる基本構造と

異なる施設については，適用する地震力に

対して，要求される機能及び構造健全性が

維持されることを確認するため，当該施設

の構造を適切にモデル化した上での地震

応答解析，加振試験等を実施する。 

⑦-7【50 条 35】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設のうち，Bクラスの施設の

機能を代替する共振のおそれのある施設，

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）が

設置される重大事故等対処施設のうち，当

該設備が属する耐震重要度分類が B クラ

スで共振のおそれのある施設については，

「1.4.1.3 地震力の算定方法」の「(2) 動

的地震力」に示す共振のおそれのある Bク

ラスの施設に適用する地震力を適用する。

⑦-5 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重

大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の土木構造物に

ついては，「1.4.1.3 地震力の算定方法」

の「(2) 動的地震力」に示す屋外重要土木

構造物に適用する地震力を適用する。⑦-

6 

なお，重大事故等対処施設のうち，設計

基準対象施設の基本構造と異なる施設に

ついては，適用する地震力に対して，要求

される機能及び構造健全性が維持される

ことを確認するため，当該施設の構造を適

切にモデル化した上での地震応答解析又

は加振試験等を実施する。⑦-7 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-16 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 入力地震動 

「第 5条 (3) 地震力の算定方法」の「b. 

動的地震力 (a) 入力地震動」を適用す

る。 

⑦【50 条 36】 

 

重大事故等対処施設における耐震重要度

分類がＢクラスの施設の機能を代替する

常設重大事故防止設備又は当該設備が属

する耐震重要度分類がＢクラスの常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物の

うち共振のおそれがあり，動的解析が必要

なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄ

に 2 分の 1を乗じたものを用いる。 

③-6【50 条 37】 

 

(b) 地震応答解析 

「第 5条 (3) 地震力の算定方法」の「b. 

動的地震力 (b) 地震応答解析」を適用

する。 

⑦【50 条 38】 

 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大

事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設

計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事

故緩和設備（設計基準拡張）が設置される

重大事故等対処施設を支持する建物・構築

物の支持機能を検討するための動的解析

において，施設を支持する建物・構築物の

主要構造要素がある程度以上弾性範囲を

超える場合には，その弾塑性挙動を適切に

模擬した復元力特性を考慮した地震応答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-6 引用元：P13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-17 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解析を行う。 

②，④【50 条 39】 

 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大

事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設

計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事

故緩和設備（設計基準拡張）が設置される

重大事故等対処施設の土木構造物の動的

解析は，構造物と地盤の相互作用を考慮で

きる連成系の地震応答解析手法とし，地盤

及び構造物の地震時における非線形挙動

の有無や程度に応じて，線形，等価線形又

は非線形解析のいずれかにて行う。 

②，④【50 条 40】 

 

地震力については，水平 2方向及び鉛直方

向について適切に組み合わせて算定する。 

⑦-8【50 条 41】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 設計用減衰定数 

「第 5条 (3) 地震力の算定方法」の「c. 

設計用減衰定数」を適用する。 

⑦-9【50 条 42】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 重大事故等対処施設に適用する動的

地震力は，水平 2方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定するものとす

る。⑦-8 

 

g. 重大事故等対処施設を津波から防護

するための津波防護施設，浸水防止設備及

び津波監視設備並びに浸水防止設備が設

置された建物・構築物は，基準地震動によ

る地震力に対して，それぞれの施設及び設

備に要求される機能が保持できるように

設計する。□2 (②-5，③-5，④-7，⑤-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 設計用減衰定数 

「1.4.1.3 地震力の算定方法」の「(3) 

設計用減衰定数」を適用する。⑦-9 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-18 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限

界は以下による。 

⑧-1【50 条 43】 

 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に

示す。 

⑧-2【50 条 44】 

 

(a) 建物・構築物 

重大事故等対処施設については以下のイ.

～ニ.の状態を考慮する。 

⑧-3【50 条 45】 

 

イ. 運転時の状態 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (a) 

建物・構築物」に示す「イ. 運転時の状

態」を適用する。 

⑧-4【50 条 46】 

 

ロ. 設計基準事故時の状態 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (a) 

建物・構築物」に示す「ロ. 設計基準事

故時の状態」を適用する。 

⑧-5【50 条 47】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.4  荷重の組合せと許容限界 

重大事故等対処施設の耐震設計におけ

る荷重の組合せと許容限界は以下による。

⑧-1 

 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を次に

示す。⑧-2 

 

 

a. 建物・構築物⑧-3 

 

 

 

 

(a) 運転時の状態 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(1) 耐震設計上考慮する状態 a. 建

物・構築物」に示す「(a) 運転時の状態」

を適用する。⑧-4 

 

 

(b) 設計基準事故時の状態 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(1) 耐震設計上考慮する状態 a. 建

物・構築物」に示す「(b) 設計基準事故時

の状態」を適用する。⑧-5 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-19 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 設計用自然条件 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (a) 

建物・構築物」に示す「ハ. 設計用自然

条件」を適用する。 

⑧-6【50 条 48】 

 

ニ. 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそ

れがある事故又は重大事故時の状態で，重

大事故等対処施設の機能を必要とする状

態 

⑧-7【50 条 49】 

 

(b) 機器・配管系 

重大事故等対処施設については以下のイ.

～ホ.の状態を考慮する。 

⑧-8【50 条 50】 

 

イ. 通常運転時の状態 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (b) 

機器・配管系」に示す「イ. 通常運転時

の状態」を適用する。 

⑧-9【50 条 51】 

 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (b) 

機器・配管系」に示す「ロ. 運転時の異

常な過渡変化時の状態」を適用する。 

⑧-10【50 条 52】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るお

それがある事故又は重大事故時の状態で，

重大事故等対処施設の機能を必要とする

状態⑧-7 

 

(d) 設計用自然条件 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(1) 耐震設計上考慮する状態 a．建

物・構築物」に示す「(c) 設計用自然条件」

を適用する。⑧-6 

 

 

 

b. 機器・配管系⑧-8 

 

 

 

 

(a) 通常運転時の状態 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(1) 耐震設計上考慮する状態 b．機

器・配管系」に示す「(a) 通常運転時の状

態」を適用する。⑧-9 

 

 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(1) 耐震設計上考慮する状態 b．機

器・配管系」に示す「(b) 運転時の異常な

過渡変化時の状態」を適用する。⑧-10 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-20 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 設計基準事故時の状態 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (b) 

機器・配管系」に示す「ハ. 設計基準事

故時の状態」を適用する。 

⑧-11【50 条 53】 

 

ニ. 設計用自然条件 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「a. 耐震設計上考慮する状態 (b) 

機器・配管系」に示す「ニ. 設計用自然

条件」を適用する。 

⑧-12【50 条 54】 

 

ホ. 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそ

れがある事故又は重大事故時の状態で，重

大事故等対処施設の機能を必要とする状

態 

⑧-13【50 条 55】 

 

b. 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

重大事故等対処施設については以下のイ.

～ホ.の荷重とする。 

⑧-14【50 条 56】 

 

イ. 発電用原子炉のおかれている状態に

かかわらず常時作用している荷重，すなわ

ち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通

常の気象条件による荷重 

⑧-15【50 条 57】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 設計基準事故時の状態 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(1) 耐震設計上考慮する状態 b．機

器・配管系」に示す「(c) 設計基準事故時

の状態」を適用する。⑧-11 

 

(d) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るお

それのある事故又は重大事故時の状態で，

重大事故等対処施設の機能を必要とする

状態⑧-13 

 

(e) 設計用自然条件 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(1) 耐震設計上考慮する状態 b．機

器・配管系」に示す「(d) 設計用自然条件」

を適用する。⑧-12 

 

 

 

 

(2) 荷重の種類 

a. 建物・構築物⑧-14 

 

 

 

 

(a) 発電用原子炉のおかれている状態に

かかわらず常時作用している荷重，すなわ

ち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通

常の気象条件による荷重⑧-15 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-21 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重 

⑧-16【50 条 58】 

 

 

 

ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用

する荷重 

⑧-17【50 条 59】 

 

 

ニ. 地震力，積雪荷重 

⑧-18【50 条 60】 

 

 

 

ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重 

⑧-19【50 条 61】 

 

 

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の

状態及び重大事故等時の状態での荷重に

は，機器・配管系から作用する荷重が含ま

れるものとし，地震力には，地震時土圧，

機器・配管系からの反力，スロッシング等

による荷重が含まれるものとする。 

⑧-20【50 条 62】 

 

(b) 機器・配管系 

重大事故等対処施設については以下のイ.

～ホ.の荷重とする。 

⑧-21【50 条 63】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重

⑧-16 

 

 

 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用

する荷重⑧-17 

 

 

 

(d) 重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重⑧-19 

 

 

 

(e) 地震力，風荷重，積雪荷重等⑧-18 

 

 

 

 

ただし，運転時の状態，設計基準事故時

の状態及び重大事故等時の状態での荷重

には，機器・配管系から作用する荷重が含

まれるものとし，地震力には，地震時土圧，

機器・配管系からの反力，スロッシング等

による荷重が含まれるものとする。⑧-20 

 

 

b. 機器・配管系⑧-21 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 
 
・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 
 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 
 

・差異なし。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-22 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ. 通常運転時の状態で施設に作用する

荷重 

⑧-22【50 条 64】 

 

 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で

施設に作用する荷重 

⑧-23【50 条 65】 

 

 

ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用

する荷重 

⑧-24【50 条 66】 

 

 

ニ. 地震力，積雪荷重 

⑧-25【50 条 67】 

 

 

 

ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重 

⑧-26【50 条 68】 

 

 

c. 荷重の組合せ 

地震と組み合わせる荷重については，「2.3 

外部からの衝撃による損傷の防止」で設定

している積雪による荷重を考慮し，以下の

とおり設定する。 

⑧-27【50 条 69】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 通常運転時の状態で施設に作用する

荷重⑧-22 

 

 

 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で

施設に作用する荷重⑧-23 

 

 

 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用

する荷重⑧-24 

 

 

 

(d) 重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重⑧-26 

 

(e) 地震力，風荷重，積雪荷重等⑧-25 

 

 

 

 

 

 

(3) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは次によ

る。⑧-27 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 
 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 
 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 
 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 
 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-23 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 建物・構築物 

イ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常

設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設

重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物

については，常時作用している荷重及び運

転時（通常運転時又は運転時の異常な過渡

変化時）の状態で施設に作用する荷重と地

震力とを組み合わせる。 

⑧-28【50 条 70】 

 

ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常

設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設

重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物

については，常時作用している荷重，設計

基準事故時の状態及び重大事故等時の状

態で施設に作用する荷重のうち，地震によ

って引き起こされるおそれがある事象に

よって作用する荷重と地震力とを組み合

わせる。重大事故等による荷重は設計基準

対象施設の耐震設計の考え方及び確率論

的な考察を踏まえ，地震によって引き起こ

されるおそれがない事象による荷重とし

て扱う。 

⑧-29【50 条 71】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物に

ついては，常時作用している荷重及び運転

時の状態で施設に作用する荷重と地震力

とを組み合わせる。⑧-28 

 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物に

ついては，常時作用している荷重，設計基

準事故時の状態及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがある事象によ

って作用する荷重と地震力とを組み合わ

せる。重大事故等が地震によって引き起こ

されるおそれがある事象であるかについ

ては，設計基準対象施設の耐震設計の考え

方に基づくとともに，確率論的な考察も考

慮した上で設定する。⑧-29 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-24 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常

設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設

重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物

については，常時作用している荷重，設計

基準事故時の状態及び重大事故等時の状

態で施設に作用する荷重のうち，地震によ

って引き起こされるおそれがない事象に

よる荷重は，その事故事象の発生確率，継

続時間及び地震動の年超過確率の関係を

踏まえ，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又

は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と

組み合わせる。 

この組合せについては，事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の積

等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設

定する。なお，継続時間については対策の

成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダリ

を構成する施設（原子炉格納容器内の圧

力，温度の条件を用いて評価を行うその他

の施設を含む。）については，いったん事

故が発生した場合，長時間継続する事象に

よる荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力とを組み合わせ，その状態から更に

長期的に継続する事象による荷重と基準

地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。

なお，格納容器破損モードの評価シナリオ

のうち，原子炉圧力容器が破損する評価シ

ナリオについては，重大事故等対処設備に

よる原子炉注水は実施しない想定として

評価しており，本来は機能を期待できる高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物に

ついては，常時作用している荷重，設計基

準事故時の状態及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがない事象によ

る荷重は，その事故事象の発生確率，継続

時間及び地震動の年超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力（基準地震動又は弾性

設計用地震動による地震力）と組み合わせ

る。この組み合わせについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年超過

確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘

案の上設定する。なお，継続時間について

は対策の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダ

リを構成する施設（原子炉格納容器内の圧

力，温度の条件を用いて評価を行うその他

の施設を含む。）については，いったん事

故が発生した場合，長時間継続する事象に

よる荷重と弾性設計用地震動による地震

力とを組み合わせ，その状態からさらに長

期的に継続する事象による荷重と基準地

震動による地震力を組み合わせる。また，

その他の施設については，いったん事故が

発生した場合，長時間継続する事象による

荷重と基準地震動による地震力とを組み

合わせる。⑧-30 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-25 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧代替注水系又は低圧代替注水系（常設）

による原子炉注水により炉心損傷の回避

が可能であることから荷重条件として考

慮しない。 

また，その他の施設については，いったん

事故が発生した場合，長時間継続する事象

による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震

力とを組み合わせる。 

⑧-30【50 条 72】 

 

ニ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が

属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣ

クラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物については，常時作

用している荷重及び運転時の状態で施設

に作用する荷重と動的地震力又は静的地

震力とを組み合わせる。 

⑧-31【50 条 73】 

 

(b) 機器・配管系 

イ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常

設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設

重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系

については，通常運転時の状態で施設に作

用する荷重と地震力とを組み合わせる。 

⑧-32【50 条 74】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が

属する耐震重要度分類が B クラス又は C

クラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物については，常時作

用している荷重及び運転時の状態で施設

に作用する荷重と，動的地震力又は静的地

震力とを組み合わせる。⑧-31 

 

 

b. 機器・配管系 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の機器・配管系に

ついては，通常運転時の状態で作用する荷

重と地震力とを組み合わせる。⑧-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-26 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常

設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設

重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系

については，運転時の異常な過渡変化時の

状態，設計基準事故時の状態及び重大事故

等時の状態で作用する荷重のうち，地震に

よって引き起こされるおそれがある事象

によって施設に作用する荷重と地震力と

を組み合わせる。 

重大事故等による荷重は設計基準対象施

設の耐震設計の考え方及び確率論的な考

察を踏まえ，地震によって引き起こされる

おそれがない事象による荷重として扱う。 

⑧-33【50 条 75】 

 

ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常

設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設

重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系

については，運転時の異常な過渡変化時の

状態，設計基準事故時の状態及び重大事故

等時の状態で施設に作用する荷重のうち

地震によって引き起こされるおそれがな

い事象による荷重は，その事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の年超過確率の

関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動

Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震力）と組み合わせる。この組合せについ

ては，事故事象の発生確率，継続時間及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の機器・配管系に

ついては，運転時の異常な過渡変化時の状

態，設計基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で作用する荷重のうち，地震によ

って引き起こされるおそれがある事象に

よって作用する荷重と地震力とを組み合

わせる。重大事故等が地震によって引き起

こされるおそれがある事象であるかにつ

いては，設計基準対象施設の耐震設計の考

え方に基づくとともに，確率論的な考察も

考慮した上で設定する。⑧-33 

 

 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の機器・配管系に

ついては，運転時の異常な過渡変化時の状

態，設計基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で作用する荷重のうち地震によ

って引き起こされるおそれがない事象に

よる荷重は，その事故事象の発生確率，継

続時間及び地震動の年超過確率の関係を

踏まえ，適切な地震力（基準地震動又は弾

性設計用地震動による地震力）と組み合わ

せる。この組み合わせについては，事故事

象の発生確率，継続時間及び地震動の年超

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-27 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学

的，総合的に勘案の上設定する。なお，継

続時間については対策の成立性も考慮し

た上で設定する。 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で作用

する荷重と地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾

性設計用地震動Ｓｄによる地震力）との組

合せについては，以下を基本方針とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する

設備については，いったん事故が発生した

場合，長時間継続する事象による荷重と弾

性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組

み合わせ，その状態から更に長期的に継続

する事象による荷重と基準地震動Ｓｓに

よる地震力を組み合わせる。 

原子炉格納容器バウンダリを構成する設

備（原子炉格納容器内の圧力，温度の条件

を用いて評価を行うその他の施設を含

む。）については，いったん事故が発生し

た場合，長時間継続する事象による荷重と

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを

組み合わせ，その状態から更に長期的に継

続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓ

による地震力を組み合わせる。なお，格納

容器破損モードの評価シナリオのうち，原

子炉圧力容器が破損する評価シナリオに

ついては，重大事故等対処設備による原子

炉注水は実施しない想定として評価して

おり，本来は機能を期待できる高圧代替注

水系又は低圧代替注水系（常設）による原

子炉注水により炉心損傷の回避が可能で

あることから荷重条件として考慮しない。 

その他の施設については，いったん事故が

発生した場合，長時間継続する事象による

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に

勘案の上設定する。なお，継続時間につい

ては対策の成立性も考慮した上で設定す

る。 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で作

用する荷重と地震力（基準地震動又は弾性

設計用地震動による地震力）との組合せに

ついては，以下を基本設計とする。原子炉

冷却材圧力バウンダリを構成する設備に

ついては，いったん事故が発生した場合，

長時間継続する事象による荷重と弾性設

計用地震動による地震力とを組み合わせ，

その状態からさらに長期的に継続する事

象による荷重と基準地震動による地震力

を組み合わせる。原子炉格納容器バウンダ

リを構成する設備（原子炉格納容器内の圧

力，温度の条件を用いて評価を行うその他

の施設を含む。）については，いったん事

故が発生した場合，長時間継続する事象に

よる荷重と弾性設計用地震動による地震

力とを組み合わせ，その状態からさらに長

期的に継続する事象による荷重と基準地

震動による地震力を組み合わせる。その他

の施設については，いったん事故が発生し

た場合，長時間継続する事象による荷重と

基準地震動による地震力とを組み合わせ

る。⑧-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-28 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを

組み合わせる。 

⑧-34【50 条 76】 

 

ニ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が

属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣ

クラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系については，通常運

転時の状態で施設に作用する荷重及び運

転時の異常な過渡変化時の状態で施設に

作用する荷重と，動的地震力又は静的地震

力とを組み合わせる。 

⑧-35【50 条 77】 

 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

動的地震力については，水平 2方向と鉛直

方向の地震力とを適切に組み合わせ算定

するものとする。 

⑧-36【50 条 78】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が

属する耐震重要度分類が B クラス又は C

クラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系については，通常運

転時の状態又は運転時の異常な過渡変化

時の状態で作用する荷重と動的地震力又

は静的地震力とを組み合わせる。⑧-35 

 

 

 

c. 荷重の組合せ上の留意事項 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設に作用する地震

力のうち動的地震力については，水平 2方

向と鉛直方向の地震力とを適切に組み合

わせ算定するものとする。⑧-36 

 

(b) ある荷重の組合せ状態での評価が明

らかに厳しいことが判明している場合に

は，その他の荷重の組合せ状態での評価は

行わないことがある。◇4  

 

(c) 複数の荷重が同時に作用する場合，そ

れらの荷重による応力の各ピークの生起

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-29 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わ

せた状態に対する許容限界は次のとおり

とし，安全上適切と認められる規格及び基

準又は試験等で妥当性が確認されている

値を用いる。 

⑧-37【50 条 79】 

 

(a) 建物・構築物 

イ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常

設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設

重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設の建物・構築物

(ヘ.に記載のものを除く。） 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「d. 許容限界」に示すＳクラスの

建物・構築物の基準地震動Ｓｓによる地震

力との組合せに対する許容限界を適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時刻に明らかなずれがあることが判明し

ているならば，必ずしもそれぞれの応力の

ピーク値を重ねなくてもよいものとする。

◇4  

 

(d) 重大事故等対処施設を支持する建物・

構築物の当該部分の支持機能を確認する

場合においては，支持される施設の設備分

類に応じた地震力と常時作用している荷

重，重大事故等時の状態で施設に作用する

荷重及びその他必要な荷重とを組み合わ

せる。◇4  

 

(4) 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合

わせた状態に対する許容限界は次のとお

りとし，安全上適切と認められる規格及び

基準又は試験等で妥当性が確認されてい

る許容応力等を用いる。⑧-37 

 

 

a. 建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物

((e)に記載のものを除く。)  

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(4) 許容限界」に示す S クラスの建

物・構築物の基準地震動による地震力との

組合せに対する許容限界を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-30 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成

する施設の設計基準事故時の状態におけ

る長期的荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力との組合せに対する許容限界

は「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「d. 許容限界」に示すＳクラスの

建物・構築物の弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力又は静的地震力との組合せに対

する許容限界を適用する。 

⑧-38【50 条 80】 

 

ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が

属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣ

クラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物（ト.に記載のもの

を除く。） 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「d. 許容限界」に示すＢクラス及

びＣクラスの建物・構築物の許容限界を適

用する。 

⑧-39【50 条 81】 

 

ハ. 施設区分の異なる重大事故等対処施

設を支持する建物・構築物（ヘ.及びト.に

記載のものを除く。） 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「d. 許容限界」に示す耐震重要度

分類の異なる施設を支持する建物・構築物

の許容限界を適用する。 

なお，適用に当たっては，「耐震重要度分

類」を「施設区分」に読み替える。 

⑧-40【50 条 82】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構

成する施設の設計基準事故時の状態にお

ける長期的荷重と弾性設計用地震動によ

る地震力との組合せに対する許容限界は，

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」の

「(4) 許容限界」に示す Sクラスの建物・

構築物の弾性設計用地震動による地震力

又は静的地震力との組合せに対する許容

限界を適用する。⑧-38 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が

属する耐震重要度分類が B クラス又は C

クラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物((f）に記載のもの

を除く。） 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(4) 許容限界」に示す Bクラス及び C

クラスの建物・構築物の許容限界を適用す

る。⑧-39 

 

 

(c) 設備分類の異なる重大事故等対処施

設を支持する建物・構築物（(e)及び(f)に

記載のものを除く。） 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(4) 許容限界」に示す耐震重要度分類

の異なる施設を支持する建物・構築物の許

容限界を適用する。 

なお，適用に当たっては，「耐震重要度

分類」を「設備分類」に読み替える。⑧-

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-31 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ. 建物・構築物の保有水平耐力（ヘ.及

びト.に記載のものを除く。） 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「d. 許容限界」に示す建物・構築

物の保有水平耐力に対する許容限界を適

用する。 

なお，適用に当たっては，「耐震重要度分

類」を「重大事故等対処施設が代替する機

能を有する設計基準事故対処設備が属す

る耐震重要度分類」に読み替える。 

ここでは，常設重大事故緩和設備又は常設

重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設については，上

記における重大事故等対処施設が代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が

属する耐震重要度分類をＳクラスとする。 

⑧-41【50 条 83】 

 

ホ. 気密性，止水性，遮蔽性，通水機能，

貯水機能を考慮する施設 

構造強度の確保に加えて気密性，止水性，

遮蔽性，通水機能，貯水機能が必要な建物・

構築物については，その機能を維持できる

許容限界を適切に設定するものとする。 

⑧【50 条 84】 

 

ヘ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常

設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設

重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設の土木構造物 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 建物・構築物の保有水平耐力（（e），

(f)に記載のものを除く。） 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(4) 許容限界」に示す建物・構築物の

保有水平耐力に対する許容限界を適用す

る。 

なお，適用に当たっては，「耐震重要度

分類」を「重大事故等対処施設が代替する

機能を有する設計基準事故対処設備が属

する耐震重要度分類のクラス」に読み替え

る。ただし，常設重大事故緩和設備又は常

設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設

置される重大事故等対処施設については，

当該クラスを Sクラスとする。⑧-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の土木構造物 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-32 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

界」の「d. 許容限界」に示す屋外重要土

木構造物の基準地震動Ｓｓによる地震力

との組合せに対する許容限界を適用する。 

⑧-42【50 条 85】 

 

ト. 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が

属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣ

クラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の土木構造物 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「d. 許容限界」に示すその他の土

木構造物の許容限界を適用する。 

⑧-43【50 条 86】 

 

(b) 機器・配管系 

イ. 常設耐震重要重大事故防止設備，常

設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設

備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

震重要度分類がＳクラスのもの）又は常設

重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置

される重大事故等対処施設の機器・配管系 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「d. 許容限界」に示すＳクラスの

機器・配管系の基準地震動Ｓｓによる地震

力との組合せに対する許容限界を適用す

る。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成

する設備及び非常用炉心冷却設備等の弾

性設計用地震動Ｓｄと設計基準事故時の

状態における長期的荷重との組合せに対

する許容限界は，「第 5条 (4) 荷重の組

合せと許容限界」の「d. 許容限界」に示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の「(4) 許容限界」に示す屋外重要土木構

造物の基準地震動による地震力との組合

せに対する許容限界を適用する。⑧-42 

 

 

(f) 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が

属する耐震重要度分類が B クラス又は C

クラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の土木構造物 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(4) 許容限界」に示すその他の土木構

造物の許容限界を適用する。⑧-43 

 

 

b. 機器・配管系 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の機器・配管系 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(4) 許容限界」に示す S クラスの機

器・配管系の基準地震動による地震力との

組合せに対する許容限界を適用する。 

 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構

成する設備及び非常用炉心冷却設備等の

弾性設計用地震動と設計基準事故時の状

態における長期的荷重との組合せに対す

る許容限界は，「1.4.1.4 荷重の組合せと

許容限界」の「(4) 許容限界」に示す Sク

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-33 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すＳクラスの機器・配管系の弾性設計用地

震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力と

の組合せに対する許容限界を適用する。 

⑧-44【50 条 87】 

 

ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が

属する耐震重要度分類がＢクラス又はＣ

クラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系 

「第 5 条 (4) 荷重の組合せと許容限

界」の「d. 許容限界」に示すＢクラス及

びＣクラスの機器・配管系の許容限界を適

用する。 

⑧-45【50 条 88】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラスの機器・配管系の弾性設計用地震動に

よる地震力又は静的地震力との組合せに

対する許容限界を適用する。⑧-44 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が

属する耐震重要度分類が B クラス又は C

クラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(4) 許容限界」に示す Bクラス及び C

クラスの機器・配管系の許容限界を適用す

る。⑧-45 

 

c.基礎地盤の支持性能 

(a) 常設耐震重要重大事故防止設備，常設

重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）又は常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物，

機器・配管系及び土木構造物の基礎地盤 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(4) 許容限界」に示す S クラスの建

物・構築物及び Sクラスの機器・配管系，

屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水

防止設備及び津波監視設備並びに浸水防

止設備が設置された建物・構築物の基礎地

盤の基準地震動による地震力との組合せ

に対する許容限界を適用する。◇2  

 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備以外

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-34 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 設計における留意事項 

a. 波及的影響 

「第 5 条 (5) 設計における留意事項 

a. 波及的影響」を適用する。 

ただし，適用に当たっては，「耐震重要施

設」を「常設耐震重要重大事故防止設備，

常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止

設備（設計基準拡張）（当該設備が属する

耐震重要度分類がＳクラスのもの）又は常

設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設

置される重大事故等対処施設」に，「安全

機能」を「重大事故等に対処するために必

要な機能」に読み替える。 

⑨-2【50 条 89】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. 上記 b．及び d．の施設は，B クラス

及び Cクラスの施設，上記 c．の施設，上

記 e．の設備，常設重大事故防止設備及び

常設重大事故緩和設備並びに常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）及び常設重大

事故緩和設備（設計基準拡張）のいずれに

も属さない常設の重大事故等対処施設の

波及的影響によって，その重大事故等に対

処するために必要な機能を損なわないよ

うに設計する。□2 (⑨-2) 

 

波及的影響の評価に当たっては，敷地全

体を俯瞰した調査・検討を行い，事象選定

及び影響評価を行う。なお，影響評価にお

いては，上記 b．及び d．の施設の設計に

用いる地震動又は地震力を適用する。□2

(⑨-2) 

 

― 以 下 余 白 ― 

の常設重大事故防止設備又は常設重大事

故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が

属する耐震重要度分類が B クラス又は C

クラスのもの）が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物，機器・配管系及び

土木構造物の基礎地盤 

「1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界」

の「(4) 許容限界」に示す B，Cクラスの

建物・構築物，機器・配管系及びその他の

土木構造物の基礎地盤の許容限界を適用

する。◇2  

 

1.4.2.5 設計における留意事項 

 

「1.4.1.5 設計における留意事項」を

適用する。 

ただし，適用に当たっては，「耐震重要

施設」を「常設耐震重要重大事故防止設備，

常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止

設備（設計基準拡張）（当該設備が属する

耐震重要度分類が Sクラスのもの）又は常

設重大事故緩和設備（設計基準拡張）が設

置される重大事故等対処施設」に，「安全

機能」を「重大事故等に対処するために必

要な機能」に読み替える。⑨-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-35 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，耐震重要度分類の下位のクラスに属

する施設の波及的影響については，Ｂクラ

ス及びＣクラスの施設に加え，常設耐震重

要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備又は常設重大事故防止設備（設計

基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度

分類がＢクラス又はＣクラスのもの）が設

置される重大事故等対処施設，可搬型重大

事故等対処設備，常設重大事故防止設備及

び常設重大事故緩和設備並びに常設重大

事故防止設備（設計基準拡張）及び常設重

大事故緩和設備（設計基準拡張）のいずれ

にも属さない常設の重大事故等対処施設

の影響についても評価する。 

⑨-3【50 条 90】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，耐震重要度分類の下位のクラスに

属する施設の波及的影響については，Bク

ラス及び Cクラスの施設に加え，常設耐震

重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備又は常設重大事故防止設備（設

計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類が Bクラス又は Cクラスのもの）が

設置される重大事故等対処施設，可搬型重

大事故等対処設備，常設重大事故防止設備

及び常設重大事故緩和設備並びに常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）及び常設

重大事故緩和設備（設計基準拡張）のいず

れにも属さない常設の重大事故等対処施

設の影響についても評価する。⑨-3 

また，可搬型重大事故等対処設備につい

ては，地震による周辺斜面の崩壊，溢水，

火災等の影響を受けない場所に適切な保

管がなされていることを併せて確認する。

◇5 (⑤-2) 

 

1.4.2.6 構造計画と配置計画 

重大事故等対処施設の構造計画及び配

置計画に際しては，地震の影響が低減され

るように考慮する。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，

重要な建物・構築物は， 地震力に対し十

分な支持性能を有する地盤に支持させる。

剛構造としない建物・構築物は，剛構造と

同等又はそれを上回る耐震安全性を確保

する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価

し，適用する地震力に対して構造強度を有

する設計とする。配置に自由度のあるもの

は，耐震上の観点からできる限り重心位置

・差異なし。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-36 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 建屋への地下水の影響 

建屋の耐震性を確保するため，建屋周囲

の地下水を排水できるよう 6号機地下水

排水設備（サブドレンポンプ（容量

45m3/h/個，揚程 45m，原動機出力 15kW/

個，個数 4），水位検出器（個数 10，検出

範囲サブドレンピット底面より＋230mm～

＋1000mm），排水配管等）（浸水防護施設

の設備で兼用（以下同じ。））を設置し，5

号機地下水排水設備（「7号機設備，6,7

号機共用，5号機に設置」（以下同じ。））

（サブドレンポンプ（容量 45m3/h/個，

揚程 45m，原動機出力 15kW/個，個数

4），水位検出器（個数 10，検出範囲サブ

ドレンピット底面より＋230mm～＋

1000mm），排水配管等）を設置する。な

お，7号機地下水排水設備（浸水防護施

設の設備で兼用）の一部（サブドレンピ

ット，集水管，サブドレン管）を 6号機

共用設備として設置する。また，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な

機能が保持できる設計とする。 

6 号機地下水排水設備については，非常

用ディーゼル発電設備又は常設代替交流

電源設備からの給電が可能な設計とし，5

号機地下水排水設備については，5号機

原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源

設備からの給電が可能な設計とする。 

なお，地下水排水設備の影響範囲はその

機能を考慮した地下水位を設定し，水圧

の影響を考慮する。 

⑫【50 条 91】 

 

 

を低くし，かつ，安定性のよい据付け状態

になるよう配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を

考慮しても，建物・構築物及び機器・配管

系の耐震安全性を確保する設計とする。 

B クラス及び Cクラスの施設，常設耐震

重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備又は常設重大事故防止設備（設

計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類が Bクラス又は Cクラスのもの）が

設置される重大事故等対処施設，可搬型重

大事故等対処設備，常設重大事故防止設備

及び常設重大事故緩和設備並びに常設重

大事故防止設備（設計基準拡張）及び常設

重大事故緩和設備（設計基準拡張）のいず

れにも属さない常設の重大事故等対処施

設は，原則，常設耐震重要重大事故防止設

備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故

防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属

する耐震重要度分類が Sクラスのもの）又

は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）

が設置される重大事故等対処施設に対し

て離隔をとり配置する，若しくは基準地震

動に対し構造強度を保つようにし，常設耐

震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩

和設備，常設重大事故防止設備（設計基準

拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類

が Sクラスのもの）又は常設重大事故緩和

設備（設計基準拡張）が設置される重大事

故等対処施設の重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわない設計とする。

◇3  

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-37 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) 緊急時対策所 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（「7号

機設備，6,7 号機共用，5号機に設置」

（以下同じ。））は，5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部・高気密室）（「7

号機設備，6,7 号機共用，5号機に設置」

（以下同じ。））及び 5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（待機場所）（「7号機設

備，6,7 号機共用，5号機に設置」（以下

同じ。））から構成される。5号機原子炉

建屋内緊急時対策所については，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事

故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがない設計とする。 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部・高気密室）を設置する 5号機原子

炉建屋については，耐震構造とし，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽

性能を確保する。また，5号機原子炉建

屋内緊急時対策所（対策本部・高気密

室）は居住性を確保するため，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，5号機原

子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高

気密室）換気設備の性能とあいまって十

分な気密性を確保する。 

また，5 号機原子炉建屋内緊急時対策所

（待機場所）を設置する 5号機原子炉建屋

及び 5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待

機場所）内に設置する室内遮蔽について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，遮蔽性能を確保する。また，5号機原

子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）は居

住性を確保するため，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して，5号機原子炉建屋内緊

1.4.2.7 緊急時対策所 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，5

号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本

部）及び 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（待機場所）から構成される。5号炉原子

炉建屋内緊急時対策所については，基準地

震動による地震力に対して，重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがないように設計する。 

 

 

 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）を設置する 5号炉原子炉建屋につい

ては，耐震構造とし，基準地震動による地

震力に対して，遮蔽性能を確保する。また，

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本

部）の居住性を確保するため，鋼製の高気

密室を設置し，基準地震動による地震力に

対して，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）換気設備の性能とあいまって

十分な気密性を確保する。 

 

また，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（待機場所）を設置する 5号炉原子炉建屋

及び 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待

機場所）内に設置する室内遮蔽について

は，基準地震動による地震力に対して，遮

蔽性能を確保する。また，5号炉原子炉建

屋内緊急時対策所（待機場所）の居住性を

確保するため，基準地震動による地震力に

対して，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（待機場所）換気設備の性能とあいまって

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-38 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 重大事故等対処施設（前項第

二号の重大事故等対処施設を除

く。）が設置許可基準規則第四条

第三項の地震により生ずる斜面

の崩壊によりその重大事故等に

対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないよう、防

護措置その他の適切な措置を講

じなければならない。⑩ 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

急時対策所（待機場所）換気設備の性能と

あいまって十分な気密性を確保する。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せ

と許容限界については，「(3) 地震力の算

定方法」及び「(4) 荷重の組合せと許容

限界」に示す建物・構築物及び機器・配管

系のものを適用する。 

②-8，④-10，⑦-10，⑧-47【50 条 92】 

 

2.1.2 地震による周辺斜面の崩壊に対す

る設計方針 

常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大

事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設

計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要

度分類がＳクラスのもの）又は常設重大事

故緩和設備（設計基準拡張）が設置される

重大事故等対処施設については，基準地震

動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩

壊の影響がないことが確認された場所に

設置する。 

⑩-1【50 条 93】 

十分な気密性を確保する。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合

せと許容限界については，「1.4.1.3 地震

力の算定方法」及び「1.4.1.4 荷重の組

合せと許容限界」に示す建物・構築物及び

機器・配管系のものを適用する。②-8，④

-10，⑦-10，⑧-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 
・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩-1 引用元：P1 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

  



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-39 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（1/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（2/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4.2－1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（1/12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4.2－1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（2/12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設備分類 定義 

主要設備 

（[ ]内は、設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

1.常設耐震重要重大事

故防止設備以外の常

設重大事故防止設備 

 

 

常設重大事故防止設備で

あって，耐震重要施設に

属する設計基準事故対処

設備が有する機能を代替

するもの以外のもの 

(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）[C] 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 

 

(2)計測制御系統施設 
・無線連絡設備（常設）[C] 
・無線連絡設備（屋外アンテナ）[伝送路] [C] 
・衛星電話設備（常設）[C] 

・衛星電話設備（屋外アンテナ）［伝送路］[C] 

・5号炉屋外緊急連絡用インターフォン 

 

(3)非常用取水設備 
・スクリーン室[C] 
・取水路[C] 
 

 

 

設備分類 定義 

主要設備 

（[ ]内は、設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

2.常設耐震重要重大事

故防止設備 

常設重大事故防止設備で

あって，耐震重要施設に

属する設計基準事故対処

設備が有する機能を代替

するもの 

(1)原子炉本体 

・原子炉圧力容器[S] 

 

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

・使用済燃料プール[S] 

・燃料プール代替注水系配管・弁［流路］ 

・常設スプレイヘッダ 

・燃料プール冷却浄化系ポンプ[B] 
・燃料プール冷却浄化系熱交換器[B] 
・燃料プール冷却浄化系配管・弁・スキマサージタンク・

ディフューザ［流路］[S,B] 

 

(3)原子炉冷却系統施設 

・高圧代替注水系ポンプ 

・高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁［流路］ 

・主蒸気系配管・弁・クエンチャ［流路］[S,B] 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁［流路］[S] 
・高圧代替注水系（注水系）配管・弁［流路］ 
・復水補給水系配管・弁［流路］[B] 
・高圧炉心注水系配管・弁［流路］[B] 
・残留熱除去系配管・弁（7 号炉のみ）［流路］[S] 
・給水系配管・弁・スパージャ［流路］[S] 
・逃がし安全弁［操作対象弁］[S] 
・逃がし弁機能用アキュムレータ[S] 
・自動減圧機能用アキュムレータ[S] 
・復水移送ポンプ[B] 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ・残留熱除去系熱交

換器［流路］[S] 
・原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク［流路］[S] 
・主排気筒（内筒）［流路］[S] 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-40 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（3/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（4/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4.2－1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（3/12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4.2－1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（4/12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

設備分類 定義 

主要設備 

（[ ]内は、設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

2.常設耐震重要重大事

故防止設備 

常設重大事故防止設備で

あって，耐震重要施設に

属する設計基準事故対処

設備が有する機能を代替

するもの 

(4)計測制御系統施設 
・ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 
・制御棒[S] 
・制御棒駆動機構（水圧駆動）[S] 
・制御棒駆動系水圧制御ユニット[S] 
・制御棒駆動系配管［流路］[S] 
・ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）
・ほう酸水注入系ポンプ[S] 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク[S] 
・ほう酸水注入系配管・弁［流路］[S] 
・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ［流路］[S] 
・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 
・自動減圧系の起動阻止スイッチ[S] 
・高圧窒素ガス供給系配管・弁［流路］[S,C] 
・自動減圧機能用アキュムレータ［流路］[S] 

・逃がし弁機能用アキュムレータ［流路］[S] 
・起動領域モニタ[S] 
・平均出力領域モニタ[S] 
・復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量） 
・復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 
・高圧代替注水系系統流量 
・原子炉水位（広帯域）,原子炉水位（燃料域）[S] 
・原子炉圧力容器温度 
・原子炉圧力[S] 
・原子炉圧力（SA） 
・原子炉水位（SA） 
・格納容器内圧力（D/W） 
・格納容器内圧力（S/C） 
・サプレッション・チェンバ気体温度 
・ドライウェル雰囲気温度 
・格納容器内水素濃度（SA） 

・格納容器内水素濃度[S] 

・サプレッション・チェンバ・プール水温度 

・サプレッション・チェンバ・プール水位 
・フィルタ装置水位 
・フィルタ装置入口圧力 
・フィルタ装置水素濃度 
・フィルタ装置金属フィルタ差圧 
・フィルタ装置スクラバ水 pH 
・復水貯蔵槽水位（SA） 
・復水移送ポンプ吐出圧力 
・高圧窒素ガス供給系 ADS 入口圧力[C] 
・高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベ出口圧力[C] 
・ドレンタンク水位 
・遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力 
 

(5)放射線管理施設 
・格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W）[S] 
・格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C）[S] 
・フィルタ装置出口放射線モニタ 
・耐圧強化ベント系放射線モニタ 
・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
・中央制御室遮蔽[S] 
・中央制御室換気空調系給排気隔離弁（MCR 外気取入ダンパ，
MCR 非常用外気取入ダンパ，MCR 排気ダンパ）［流路］[S] 

・中央制御室換気空調系ダクト（MCR 外気取入ダクト，MCR 排
気ダクト）［流路］[S] 

・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽 
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽 
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽 
 

 

設備分類 定義 

主要設備 

（[ ]内は、設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

2.常設耐震重要重大事

故防止設備 

常設重大事故防止設備で

あって，耐震重要施設に

属する設計基準事故対処

設備が有する機能を代替

するもの 

(6)原子炉格納施設 
・原子炉格納容器[S] 
・原子炉建屋ブローアウトパネル 
・耐圧強化ベント系（W/W)配管・弁［流路］[S] 
・遠隔手動弁操作設備 

・遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁［流路］ 
・不活性ガス系配管・弁［流路］[S,C] 
・耐圧強化ベント系（D/W)配管・弁［流路］[S] 

・残留熱除去系配管・弁［流路］[S] 

・格納容器スプレイ・ヘッダ［流路］[S] 
・フィルタ装置 
・よう素フィルタ 
・ラプチャーディスク 
・ドレン移送ポンプ 
・ドレンタンク 

・フィルタベント遮蔽壁 

・配管遮蔽 
・格納容器圧力逃がし装置配管・弁［流路］ 
・耐圧強化ベント系配管・弁［流路］[S] 
・CSP 外部補給配管・弁［流路］[B] 
・復水貯蔵槽[B] 
・非常用ガス処理系配管・弁［流路］[S] 
 

(7)非常用電源設備 
・AM 用切替装置（SRV） 
・第一ガスタービン発電機 
・軽油タンク[S] 

・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 
・軽油タンク出口ノズル・弁［燃料流路］ 

・第一ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁［燃料流

路］ 
・直流 125V 蓄電池 A[S] 
・直流 125V 蓄電池 A-2[S] 
・直流 125V 蓄電池 B[S] 
・AM 用直流 125V 蓄電池 
・直流 125V 充電器 A[S] 
・直流 125V 充電器 A-2[S] 
・直流 125V 充電器 B[S] 
・AM 用直流 125V 充電器 
・緊急用断路器 

・緊急用電源切替箱断路器 

・緊急用電源切替箱接続装置 

・AM 用動力変圧器 

・AM 用 MCC 

・AM 用操作盤 

・AM 用切替盤[S] 
・非常用高圧母線 C 系[S] 
・非常用高圧母線 D 系[S] 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・M/C C 電圧[S] 

・M/C D 電圧[S] 

・第一 GTG 発電機電圧 

・非常用 D/G 発電機電圧[S] 

・非常用 D/G 発電機電力[S] 

・非常用 D/G 発電機周波数[S] 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-41 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（5/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（6/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4.2－1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（5/12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4.2－1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（6/12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

設備分類 定義 

主要設備 

（[ ]内は、設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

2.常設耐震重要重大事

故防止設備 

常設重大事故防止設備で

あって，耐震重要施設に

属する設計基準事故対処

設備が有する機能を代替

するもの 

(7)非常用電源設備（続き） 

・非常用 D/G 発電機電圧（他号炉） 

・非常用 D/G 発電機電力（他号炉） 

・非常用 D/G 発電機周波数（他号炉） 

・P/C C-1 電圧[S] 

・P/C D-1 電圧[S] 

・P/C C-1 電圧（他号炉） 

・P/C D-1 電圧（他号炉） 

・直流 125V 主母線盤 A電圧[S] 

・直流 125V 主母線盤 B電圧[S] 

・直流 125V 充電器盤 A-2 蓄電池電圧[S] 

・AM 用直流 125V 充電器盤蓄電池電圧 

・第一 GTG 発電機周波数 

 

(8)非常用取水設備 
・海水貯留堰[S] 
 

(9)緊急時対策所 

・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）高気密室 

・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素

吸収装置 
・負荷変圧器[S] 
・交流分電盤[S] 

 

 

設備分類 定義 

主要設備 

（[ ]内は、設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

3.常設重大事故緩和設

備 

重大事故等対処設備のう

ち，重大事故が発生した

場合において，当該重大

事故の拡大を防止し，又

はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備

（重大事故緩和設備）の

うち，常設のもの 

(1)原子炉本体 

・原子炉圧力容器[S] 

 

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

・使用済燃料プール[S] 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）[C] 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 

・燃料プール代替注水系配管・弁［流路］ 

・常設スプレイヘッダ 

 

(3)原子炉冷却系統施設 

・高圧代替注水系ポンプ 

・高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁［流路］ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁［流路］[S] 
・高圧代替注水系（注水系）配管・弁［流路］ 
・残留熱除去系配管・弁（7 号炉のみ）［流路］[S] 
・逃がし安全弁［操作対象弁］[S] 

・自動減圧機能用アキュムレータ[S] 

・主蒸気系配管・弁・クエンチャ［流路］[S,B] 

・復水移送ポンプ[B] 

・復水補給水系配管・弁［流路］[B] 

・高圧炉心注水系配管・弁［流路］[B] 

・給水系配管・弁・スパージャ［流路］[S] 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ［流路］[S] 

・残留熱除去系熱交換器[S] 

・原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク［流路］[S] 

・サプレッション・チェンバ[S] 

・主排気筒（内筒）［流路］[S] 

 

(4)計測制御系統施設 

・ほう酸水注入系ポンプ[S] 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク[S] 
・ほう酸水注入系配管・弁［流路］[S] 
・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ［流路］[S] 
・原子炉建屋水素濃度 
・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 
・原子炉圧力容器温度 
・復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量） 
・復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 
・復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 
・復水補給水系温度（代替循環冷却） 

・高圧代替注水系系統流量 
・原子炉水位（広帯域）, 原子炉水位（燃料域）[S] 
・原子炉圧力[S] 
・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（SA） 
・格納容器内酸素濃度[S] 
・格納容器内圧力（D/W） 

・格納容器内圧力（S/C） 

・サプレッション・チェンバ気体温度 

・ドライウェル雰囲気温度 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-42 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（7/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（8/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4.2－1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（7/12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4.2－1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（8/12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

設備分類 定義 

主要設備 

（[ ]内は、設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

3.常設重大事故緩和設

備 

重大事故等対処設備のう

ち，重大事故が発生した

場合において，当該重大

事故の拡大を防止し，又

はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備

（重大事故緩和設備）の

うち，常設のもの 

(4)計測制御系統施設（続き） 

・サプレッション・チェンバ・プール水温度 

・格納容器内水素濃度（SA） 

・格納容器内水素濃度[S] 

・サプレッション・チェンバ・プール水位 

・格納容器下部水位 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置入口圧力 

・フィルタ装置水素濃度 

・フィルタ装置金属フィルタ差圧 
・フィルタ装置スクラバ水 pH 
・復水移送ポンプ吐出圧力 
・復水貯蔵槽水位（SA） 
・安全パラメータ表示システム（SPDS）[C] 
・無線連絡設備（常設）[C] 
・無線連絡設備（屋外アンテナ）［伝送路］[C] 
・衛星電話設備（常設）[C] 
・衛星電話設備（屋外アンテナ）［伝送路］ [C] 

・無線通信装置［伝送路］[C] 

・ドレンタンク水位 

・遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力 

・5号炉屋外緊急連絡用インターフォン 

 

(5)放射線管理施設 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W）[S] 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C）[S] 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 
・中央制御室遮蔽[S] 
・中央制御室換気空調系給排気隔離弁（MCR 外気取入ダン

パ，MCR 非常用外気取入ダンパ，MCR 排気ダンパ）［流

路］[S] 
・中央制御室換気空調系ダクト（MCR 外気取入ダクト，MCR 排

気ダクト）［流路］[S] 
・中央制御室待避室遮蔽（常設） 
・中央制御室待避室陽圧化装置（配管・弁）［流路］ 

・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽 

・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置

（配管・弁）［流路］ 

・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽 

・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽 

・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置

（配管・弁）［流路］ 
 

 

設備分類 定義 

主要設備 

（[ ]内は、設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

3.常設重大事故緩和設

備 

重大事故等対処設備のう

ち，重大事故が発生した

場合において，当該重大

事故の拡大を防止し，又

はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備

（重大事故緩和設備）の

うち，常設のもの 

(6)原子炉格納施設 

・原子炉格納容器[S] 

・原子炉建屋原子炉区域[S] 

・耐圧強化ベント系（W/W) 配管・弁［流路］[S] 

・遠隔手動弁操作設備 

・遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁［流路］ 

・不活性ガス系配管・弁[S,C] 

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・ポンプ［流路］[S] 

・格納容器スプレイ・ヘッダ［流路］[S] 

・フィルタ装置 

・よう素フィルタ 

・ドレン移送ポンプ 

・ドレンタンク 
・ラプチャーディスク 
・フィルタベント遮蔽壁 

・配管遮蔽 

・格納容器圧力逃がし装置配管・弁［流路］ 

・耐圧強化ベント系配管・弁［流路］[S] 
・コリウムシールド 
・CSP 外部補給配管・弁［流路］[B] 
・静的触媒式水素再結合器 
・復水貯蔵槽[B] 
・非常用ガス処理系排風機[S] 
・非常用ガス処理系フィルタ装置［流路］[S] 
・非常用ガス処理系乾燥装置［流路］[S] 
・非常用ガス処理系配管・弁［流路］[S] 
 

(7)非常用電源設備 
・第一ガスタービン発電機 

・軽油タンク[S] 

・第一ガスタービン発電機用燃料タンク 
・第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 
・軽油タンク出口ノズル・弁［燃料流路］ 

・第一ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁［燃料流

路］ 

・直流 125V 蓄電池 A[S] 

・直流 125V 蓄電池 A-2[S] 

・直流 125V 蓄電池 B[S] 

・AM 用直流 125V 蓄電池 

・直流 125V 充電器 A[S] 

・直流 125V 充電器 A-2[S] 

・直流 125V 充電器 B[S] 
・AM 用直流 125V 充電器 
・緊急用断路器 

・緊急用電源切替箱断路器 

・緊急用電源切替箱接続装置 

・AM 用動力変圧器 

・AM 用 MCC 

・AM 用操作盤 

・AM 用切替盤[S] 

・非常用高圧母線 C系[S] 

・非常用高圧母線 D系[S] 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・M/C C 電圧[S] 

・M/C D 電圧[S] 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-43 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（9/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（10/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4.2－1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（9/12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

設備分類 定義 

主要設備 

（[ ]内は、設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

3.常設重大事故緩和設

備 

重大事故等対処設備のう

ち，重大事故が発生した

場合において，当該重大

事故の拡大を防止し，又

はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備

（重大事故緩和設備）の

うち，常設のもの 

(7)非常用電源設備(続き) 

・第一 GTG 発電機電圧 

・非常用 D/G 発電機電圧[S] 

・非常用 D/G 発電機電力[S] 

・非常用 D/G 発電機周波数[S] 

・非常用 D/G 発電機電圧（他号炉） 

・非常用 D/G 発電機電力（他号炉） 

・非常用 D/G 発電機周波数（他号炉） 

・P/C C-1 電圧[S] 

・P/C D-1 電圧[S] 

・P/C C-1 電圧（他号炉） 

・P/C D-1 電圧（他号炉） 

・直流 125V 主母線盤 A電圧[S] 

・直流 125V 主母線盤 B電圧[S] 

・直流 125V 充電器盤 A-2 蓄電池電圧[S] 

・AM 用直流 125V 充電器盤蓄電池電圧 

・第一 GTG 発電機周波数 

 

(8)非常用取水設備 

・海水貯留堰[S] 

・スクリーン室[C] 

・取水路[C] 
 
(9)緊急時対策所 
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）高気密室 
・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素

吸収装置 
・負荷変圧器[S] 
・交流分電盤[S] 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-44 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（11/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（12/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4.2－1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（10/12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

設備分類 定義 

主要設備 

（[ ]内は、設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

4.常設重大事故防止設

備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のう

ち，重大事故等発生時に

機能を期待する設備であ

って，重大事故の発生を

防止する機能を有する常

設重大事故防止設備以外

の常設のもの 

 

(1)原子炉冷却系統施設 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ[S] 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁[S] 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ

［流路］[S] 

・主蒸気系配管・弁[S] 

・復水補給水系配管［流路］[B] 

・給水系配管・弁・スパージャ［流路］[S] 

・高圧炉心注水系ポンプ[S] 

・高圧炉心注水系配管・弁・ストレーナ・スパージャ［流

路］[S,B] 

・高圧炉心注水系注入隔離弁[S] 

・残留熱除去系ポンプ [S] 

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スパージャ［流

路］[S] 

・残留熱除去系熱交換器[S] 

・原子炉補機冷却水ポンプ[S] 

・原子炉補機冷却海水ポンプ[S] 

・原子炉補機冷却水系熱交換器[S] 

・原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ［流路］[S] 

・原子炉補機冷却系サージタンク［流路］[S] 

 

(2)計測制御系統施設 
・残留熱除去系系統流量[S] 
・残留熱除去系熱交換器入口温度[C] 

・残留熱除去系熱交換器出口温度[C] 

・高圧炉心注水系系統流量[S] 

・原子炉隔離時冷却系系統流量[S] 

・原子炉補機冷却水系系統流量[C] 

・残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量[C] 

・高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力[C] 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力[C] 

・RCW サージタンク水位[S] 

・原子炉補機冷却水系熱交換器出口冷却水温度[C] 

 

(3)原子炉格納施設 

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ［流路］[S] 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
 

要求事項との対比表 

50 条-45 

様式-7 
赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 
茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 
 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 
 ＜関連する資料＞ 
  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 
  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 
       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び

技術基準規則との対比 
備 考 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（13/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（14/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4.2－1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（11/12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4.2－1 表 重大事故等対処設備の設備分類等（12/12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設備分類 定義 

主要設備 

（[ ]内は、設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

4.常設重大事故防止設

備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のう

ち，重大事故等発生時に

機能を期待する設備であ

って，重大事故の発生を

防止する機能を有する常

設重大事故防止設備以外

の常設のもの 

 

(4)非常用電源設備 
・非常用ディーゼル発電機[S] 
・燃料ディタンク[S] 
・燃料移送ポンプ[S] 
・非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁［燃料流

路］[S] 
・直流 125V 蓄電池 C[S] 
・直流 125V 蓄電池 D[S] 

・直流 125V 充電器 C[S] 

・直流 125V 充電器 D[S] 

・M/C E 電圧[S] 

・P/C E-1 電圧[S] 

・直流 125V 主母線盤 C電圧[S] 

 

(5)非常用取水設備 

・補機冷却用海水取水路[C] 

・補機冷却用海水取水槽[C] 

 

 

 

 

設備分類 定義 

主要設備 

（[ ]内は、設計基準事故対処施設を 

兼ねる設備の耐震重要度分類） 

5.常設重大事故緩和設

備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のう

ち，重大事故等発生時に

機能を期待する設備であ

って，重大事故の拡大を

防止し，又はその影響を

緩和するための機能を有

する常設重大事故緩和設

備以外の常設のもの 

 

(1)原子炉冷却系統施設 

・原子炉補機冷却水ポンプ[S] 

・原子炉補機冷却海水ポンプ[S] 

・原子炉補機冷却水系熱交換器[S] 

・原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ［流路］[S] 

・原子炉補機冷却系サージタンク［流路］[S] 

 

(2)非常用電源設備 
・非常用ディーゼル発電機[S] 
・燃料ディタンク[S] 
・燃料移送ポンプ[S] 

・非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁［燃料流

路］[S] 
・直流 125V蓄電池 C[S] 
・直流 125V蓄電池 D[S] 
・直流 125V充電器 C[S] 

・直流 125V充電器 D[S] 

・M/C E 電圧[S] 

 

(3)非常用取水設備 

・補機冷却用海水取水路[C] 

・補機冷却用海水取水槽[C] 

 

 

 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
様式-6 

50 条－1 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

各条文の設計の考え方                                

第 50 条（地震による損傷の防止） 

1. 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

① 

重大事故等対処施設

の耐震設計の基本方

針 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

なお，第 50 条第 1項第 4号の特定

重大事故等対処施設については，本

申請の対象外である旨を記載する。 

1 項 1号 

1 項 2号 

1 項 3号 

1,2 c,d,e,f 

② 

常設耐震重要重大事

故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処

施設の耐震設計方針 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

また，常設重大事故防止設備（設計

基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が Sクラスのもの）の耐

震設計についても記載する。 

1 項 1号 1 c,d,e,f 

③ 

常設耐震重要重大事

故防止設備以外の常

設重大事故防止設備

が設置される重大事

故等対処施設の耐震

設計方針 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

また，常設重大事故防止設備（設計

基準拡張）（当該設備が属する耐震

重要度分類が B クラス又は C クラ

スのもの）の耐震設計についても記

載する。 

1 項 2号 1,2 c 

④ 

常設重大事故緩和設

備が設置される重大

事故等対処施設の耐

震設計方針 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

また，常設重大事故緩和設備（設計

基準拡張）の耐震設計についても記

載する。 

1 項 3号 1 c,d,e,f 

⑤ 
可搬型重大事故等対

処設備の保管方針 

可搬型重大事故等対処設備が地震

による周辺斜面の崩壊等の影響を

受けない場所に保管する旨を記載

する。 

― ― ― 

⑥ 
重大事故等対処設備

の設備分類 

重大事故等対処設備の耐震設計に

おける設備分類について記載する。 

1 項 1号 

1 項 2号 

1 項 3号 

1,2 c 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
様式-6 

50 条－2 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

⑦ 地震力の算定方法 

重大事故等対処施設の耐震設計に

おける設計用地震力の算定方法に

ついて記載する。 

1 項 1号 

1 項 2号 

1 項 3号 

1,2 c 

⑧ 
荷重の組合せと許容

限界 

重大事故等対処施設の耐震設計に

おいて考慮すべき荷重の組合せと

適用する許容限界について記載す

る。 

1 項 1号 

1 項 2号 

1 項 3号 

1,2 a,c 

⑨ 

設計における留意事

項のうち，各段階にお

ける波及的影響の評

価方針 

波及的影響評価について，設計及び

工事の段階における調査・検討内容

等を記載するとともに，波及的影響

防止のため現場の維持管理を保安

規定に定める旨を記載する。 

1 項 1号 

1 項 3号 
1 c 

⑩ 

重大事故等対処施設

の地震による周辺斜

面の崩壊に対する設

計方針 

設置（変更）許可を受けた，周辺斜

面の崩壊の影響がないことが確認

された場所に設置する旨を記載す

る。 

2 項 1 c 

⑪ 

基 礎 地 盤 傾 斜 が

1/2000 を上回る場合

の基本方針 

基礎地盤及び周辺斜面の安定性評

価に係る審査ガイドに関する要求

事項を受けている内容を記載する。 

― ― c 

⑫ 
建屋への地下水の影

響に関する設計方針 

建屋の耐震性を確保するため，建屋

周囲の地下水を排水できるよう排

水設備を設置する旨を記載する。 

― ― b,c 

⑬ 
特定重大事故等対処

施設の耐震設計方針 

経過措置での対応とするため，申請

対象外。 
1 項 4号 3 ― 

⑭ 
震源を特定せず策定

する地震動 

重大事故等対処施設の耐震設計に

おける標準応答スペクトルに対す

る設計方針について記載する。 

1 項 1号 

1 項 3号 
1 c 

 2. 設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

□1  
発電用原子炉施設の

耐震設計方針 

設置許可基準規則への適合性の方針を示すものであり，別

途，技術基準規則への適合性の方針を記載するため，記載

しない。 

― 

□2  
設置許可添八との重

複記載 

設置許可添八の記載の方がより適切であり，設置許可添八

の記載を採用するため記載しない。 
― 

 3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 50 条 地震による損傷の防止】 
様式-6 

50 条－3 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

◇1  
発電用原子炉施設の

耐震設計方針 

設置許可基準規則への適合性の方針を示すものであり，別

途，技術基準規則への適合性の方針を記載するため，記載

しない。 

― 

◇2  他条文に関する記載 
第 49条に記載する内容であり，第 49 条にて同趣旨の内容

を整理するため記載しない。 
― 

◇3  
重大事故等対処施設

の構造計画・配置計画 

地震の影響を低減するための構造計画と配置計画につい

ては，別途詳細に記載しているため，概要は記載しない。 
c 

◇4  

荷重の組合せ上の留

意事項（水平 2方向と

鉛直方向の組合せに

関する記載を除く。） 

第 50 条の要求事項ではないため記載しない。なお，添付

書類に，荷重の組合せにおいて，評価を代表できるケース

等の留意事項について記載する。 

c 

◇5  
設置許可本文との重

複記載 

設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載し

ない。 
― 

4. 詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

a 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 

b 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

c 耐震性に関する説明書 

d 原子炉本体の基礎に関する説明書 

e 排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 

f 原子炉格納施設の基礎に関する説明書 

※ 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

 


